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研究要旨 

（背景・目的）平成 29 年の医療法改正で追加された特定機能病院間のピアレビュー、そし

て、平成 30 年に新設された「医療安全対策地域連携加算」により、医療機関間の医療安全

の連携が可能となったが、これらの連携による医療経済や医療安全の観点での効果は明らか

にされていない。また超高齢化社会を迎え介護現場の医療安全の強化も喫緊の課題である。

そこで本研究課題では、医療経済学及び医療安全学の観点から、医療安全地域連携加算や特

定機能病院間のピアレビューによる効果を検証し、効率的かつ効果的な医療安全の連携体制

の構築（介護施設等含む）に向けた提言を行う。 

（方法）本研究は２年間で実施し、当該年度は研究２年目であった。様々な医療機関等の医

療安全の連携を調査・分析するための包括的かつ多面的な視点で取組む研究体制とした。研

究班員のネットワークの関係者の協力を得て、情報収集及び分析を行った。研究 1年目に得

られた現状把握のデータから、研究 2年目には以下を実施した： 

①医療安全対策地域連携に関わる全国的なアンケート調査及び地域でのアンケート調査、②

特定機能病院のピアレビューに関するアンケート調査、③経年的医療事故の数などを収集

し、医療安全上の効果と医療経済学的評価の分析、④医療・介護における安全上の課題とそ

の対処に必要な連携体制についてのヒアリング、⑤効率的かつ効果的な医療安全の連携体制

の構築に向けた提言の検討

（結果・考察）様々な医療安全に資する連携が存在するが、大きく３つの機能の類型がある（①

より安全な仕組みづくり、②安全を担保する一定水準の維持、③医療安全担当者の学び合い・相

互支援の場）。この中で、他の第三者評価にはない医療機関同士の連携（特定機能病院のピアレ

ビューや医療安全対策地域連携加算の相互評価を含む）に特徴的な機能は、「③学び合い・相互

支援の場」であり、③の実現には連携の場が「心理的安全な場」である必要がある。さらに③は、

医療機関同士の連携により①②を達成する上での基盤となる。また、連携の成果の視点として、

有害事象の減少などのアウトカムだけでなく、よりよい医療安全管理体制（Structure）や対策

の実践（Process）などにも注目する必要がある。全国的なアンケート調査からは医療安全対策

連携加算を取得している医療施設は、医療安全の総合的レベルが高いことが示唆されている。熱

心に取組む地域のネットワークのアンケートにおいても地域連携の意義を高く評価している。ま

た医療安全における地域連携の費用効果分析においては、ICER（増分費用効果比）への影響が大

きい主なパラメータはアクシデント発生率、連携による効果、および加算費用などであった。同

様の研究は少なく、本分析手法や分析上の課題や限界は今後の参考になると考えられる。特定機

能病院のピアレビューにおいては、外形的な医療安全管理体制の評価に留まらず、互いの実践の

深い学び合いや率直な意見交換に意義を感じている実務者が多く、これらは、様々な既存の対策

の実践（Process）の更なる推進等にも寄与している。方法論の一つとして死亡事例を検討する

ことについては、課題共有・実践的助言・標準化につながる等の肯定的意見が見られた一方で、

センシティブな内容や個別性への配慮が必要等の慎重な意見も見られた。あらためて③を実現す

る基盤：「心理的安全な場」を創る（効果的な①②も推進する）ことが必要である。これは医療

介護の連携においても同様である。具体的には、まずは各施設が相談したい内容を互いに提示し、

「指摘」ではなく「情報交換」として始めることである。その上で、施設間の相互評価において

は、既成の評価項目でなく、ニーズをヒアリングして作成すること、そして相互評価だけでなく、

ともに学ぶ研修の機会・相談をできる機会をつくること、手段としてオンライン会議も活用する

こと、事務部門との連携強化、などが効率的かつ効果的な医療安全の連携体制の構築に寄与する。 
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Ａ．研究目的 
（背景）平成 29 年の医療法改正で追加さ

れた特定機能病院間のピアレビュー、そし

て、平成 30 年に新設された「医療安全地

域連携加算」により、医療機関間の医療安

全の連携が可能となったが、これらの連携

による医療経済や医療安全の観点での効

果は明らかにされていない。また超高齢化

社会を迎え介護現場の医療安全の強化も

喫緊の課題である。  
（目的）そこで本研究課題では、医療経済

学及び医療安全学の観点から、医療安全地

域連携加算や特定機能病院間のピアレビ

ューによる効果を検証し、効率的かつ効果

的な医療安全の連携体制の構築（介護施設

等含む）に向けた提言を行う。  
本研究は２年間で実施するが、研究１年目

である平成 5 年度には、①既存の様々な

医療安全の地域連携体制（介護施設等含む）

及び特定機能病院間のピアレビューの担

当者の同定、②同定された地域連携体制及

びピアレビューの運用実態・効果・課題等

の抽出を行い、同時に、③医療経済学的評

価方法の検討を２年目前半にかけて実施

した。 
研究 1 年目に得られた現状把握のデータ

から、研究 2 年目である平成 6 年度には

以下を実施した 
 
Ｂ．研究方法 
研究体制として、本研究で求められる様々

な医療機関等の医療安全の連携を調査・分

析するための包括的かつ多面的な視点で

取組む体制とした。 
 
B-Ⅰ （参照：安田分担報告）  
①アンケート実施に当たっての仮説形成 
世界保健機関(WHO)が 2021 年に発行し

た Global patient safety action plan 
2021-2030 には、７つの戦略的目標が示さ

れている。その 7 番目が相乗効果、パート

ナーシップおよび連帯による医療安全の

実現であり、患者安全ネットワークに参加

して、経験や資源を交換し、日々の診療に

おける 患者安全の実践を改善すること、

患者安全のベストプラクティスを探し出

し、それらを組織内のサービスやプログラ

ムの設計に組み込むために、国内および国

家間の共同イニシアチブに参加すること、

組織間の共同イニシアチブの機会を特定

し、組織のスタッフがさまざまなシステム

間および状況間で問題解決や改善のアイ

デアを交換できるようなスキームを構築

することなどが謳われている。また、薬剤
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安全に係る取組等でケアの移行期におけ

る安全対策が注目されるようになってき

ている。医療安全における地域連携の目指

す姿として、これらの要素を組み込むこと

とした。 
1 年目に実施した様々な役割をもつ医療

機関へのヒアリング、研究班内での意見交

換では、自主的な医療安全ネットワークで

は、安全対策の標準化や、新しい安全の考

え方の共有、事故対応支援などがなされて

いることがわかった。また、連携加算 2 の

施設にとっては、入院日数が長いため加算

による収益メリットが少なく施設が増加

しにくい現状がある。１と２の施設は役割

が異なり、１の施設で行われている安全対

策がそのまま２で利用できるわけではな

く、また２は機能特化した施設が多いため、

特定の部分では優れた安全管理体制とな

っているところもあることもわかった。中

島らの実施した同一グループ内医療機関

へのアンケート調査では、地域連携加算 1
の施設にとって連携の効果は限定的であ

ることがわかった。これらの情報を基に、

アンケート調査を実施するにあたっての

仮説を検討した。 
我々は、効果的な連携体制のある医療機関

の安全管理体制は、効果的でない連携、も

しくは連携のない医療機関よりも安全レ

ベル、担当者の満足度が高いのではないか

と考えた。 
医療機関間における効果的な連携とは、

A)患者が施設を変わっても継続的な医療

を安全に受けられるようケアの移行期の

安全性（コミュニケーション）が確保され

ていること、B)連携施設の安全対策から

学ぶことで自施設が安全性改善につなが

っていること、C)連携により患者安全の

専門家からの助言が得られることの 3 つ

を掲げた。 
②調査詳細の検討 
施設の安全レベルに関し、客観的な指標は

存在しておらず、担当者の主観に基づくも

のになるが、安全文化調査の中の施設の総

合的な安全レベルに関する質問を目的変

数として設定した。他にも連携による安全

性向上や業務負担の状況も調査項目に入

れた。 
医療法に基づき各施設が整備してきた施

設内の医療安全体制についての悉皆性の

ある調査がこれまでなされておらず、本調

査では、施設内の医療安全管理体制につい

て詳細を各施設に伺い、医療法の改正など

により後押しされる形で2000年代以降整

備されてきた医療機関の医療安全の現状

を把握することとした。 
アンケート調査の目的は、日本全体での医

療安全に関する連携状況の把握とともに、

施設内の医療安全体制の状況を把握する

こととした。アンケート調査により、各施

設の医療安全担当者の考えを聞くととも

に、上記目的を達成できるよう多くの方に

お答えいただく工夫が必要と考えた。 
アンケートデザインとして、以下を考慮： 
‐2025年１月-2 月に全国の医療安全対策

加算取得医療機関 4,048 施設へアンケー

トへのアクセス QR コードを掲載した案

内状を郵送し、オンラインで(google form
使用)の回答を依頼し、データを収集 
‐施設名・回答者は匿名、１施設１回答 
‐層別情報は、施設のタイプ、扱っている

診療内容等 
‐実施している医療安全上の連携 
‐実施している施設内の医療安全体制や

対策の状況 
‐担当者の自施設に対する評価や考え 
 
また具体的なアンケートの項目は以下： 
‐あなたの医療機関の現況について 
‐医療安全対策地域連携加算における連

携について（加算算定医療機関のみ回答） 
‐医療安全における地域連携について 
‐医療安全体制等の状況について 
‐⾃施設の医療安全について 
 
統 計 解 析 に は JMP Pro 16.2 (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA)を使用し

た。 
（倫理面への配慮）アンケート実施にあた

っては、国立病院機構名古屋医療センター

研究倫理審査委員会に諮り、人を対象とす

る内容は含まれておらず、生命科学・医学

系研究に関する倫理指針の対象外との判

断を得実施することとなった。 
 
B-Ⅱ （参照：中島分担報告） 
B-Ⅰで実施したアンケート調査のうち、

医療安全の状況に関する結果の分析を行

った。病院機能による分類（特定機能病院、

地域医療支援病院、その他の一般病院）に

加えて、医療安全に関する加算の取得状況
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による分類を、医療安全対策加算１･２、

及び医療安全対策地域連携加算１・２で行

い、分類ごとの医療安全の状況を確認した。 
なお特定機能病院は高度な医療安全管理

体制を有しているが、診療報酬のルール上

医療安全対策地域連携加算は取得できな

い。そのため全施設が医療安全対策加算１

のみの取得となっている。他方、医療安全

対策加算 1 のみで地域連携加算１を取得

していない施設は、本研究の仮定「地域連

携が医療安全の水準を向上している」から

すれば、同じ医療安全対策加算 1 を取得

する施設の中では、医療安全の水準は高く

はない可能性がある。従って特定機能病院

は他の施設とは分けて検討しない限り、研

究結果が不正確になるおそれがある。そこ

で今回の調査では特定機能病院は他の施

設とは分けて分析を行った。 
  
B-Ⅲ （参照：水野分担報告） 
B-Ⅰで実施したアンケート調査のうち、

医療安全の状況に関する結果の分析を行

った。病院機能による分類（特定機能病院、

地域医療支援病院、その他の一般病院）に

加えて、医療安全に関する加算の取得状況

による分類を、医療安全対策加算１･２、

及び医療安全対策地域連携加算１・２で行

い、分類ごとの医療安全の状況を確認した。 
 
B-Ⅳ （参照：山口分担報告） 
１．フォーカスグループ・インタビュー 
対象：研究班以外の国公立大学附属病院４

施設に依頼し、うち２施設から期間内に協

力を得た（以下、施設名を A、B とする）。 
施設 A は医師と事務職員、施設 B は医

師、看護師、事務職員、薬剤師が参加した。 
データ収集：オンライン会議システムを用

いて、フォーカスグループ・インタビュー

を実施した。オンライン会議システムの録

画機能から出力された音声データを書き

起こし、分担者が議事録を作成し、施設側

と共有した。 
分析；２施設の議事録を比較し、①現行

のピアレビューの評価、②現行のピアレビ

ューの課題、③今後のピアレビューの改善

案、④そのほかの意見について要約した。 
２．質問紙調査 
対象：全国の特定機能病院 
データ収集：(1)で収集した意見を基に、質

問紙を作成した。 

調査はウエブアンケートフォーム

（Google フォーム, Google 社）を用いて

実施した。QR コードを印刷した用紙を、

特定機能病院の医療安全管理部門宛てに

郵送し、回答者の職種や人数は制限せず、

任意で回答を依頼した。 
分析：本分担研究では、上述の項目のうち

「①短期的な方向性に関する提案（ピアレ

ビューで検討したい重点項目）」、「④現行

のピアレビューについて」、「⑤死亡事例の

検討とピアレビューに関する意見」、「⑧そ

のほかの意見」に回答された自由記述のテ

キストに対し、質的データ分析ソフト

（Nvivo ver.14, Lumiere 社）を用いて内

容分析を行った。 
（倫理面への配慮）分担者の所属する施設

の倫理委員会に相談し、本分担研究が倫理

的な配慮を必要とする被検者・対象者を含

まないことを確認した。インタビューデー

タの分析に際しては、意見提供施設および

発言者の個人名を特定せず、回答も匿名で

収集した。 
 
B-Ⅴ （参照：北村分担報告） 
令和 6 年度特定機能病院間相互のピアレ

ビューにおいて、訪問大学校が事務局に提

出した報告書から、①訪問調査参加メンバ

ー（職責・職名等）、②死亡症例を含む重

大な有害事象への対応に関する調査回答、

③講評のうち医療安全体制およびその他

の領域に関する記載のデータを集計・分析

した。 
 
B-Ⅵ （参照：宮﨑分担報告） 
私立大学病院等におけるピアレビューの

実際に関連する取り組みについて、医療安

全管理部門の職員にアンケート調査する

など情報収集し検討した。 
（倫理面への配慮） 
本研究は病院の医療安全管理部門の職員

を対象に業務の改善を目的にアンケート

調査ならびに聞き取りを行った。調査実施

時には研究目医的や方法を明示し、個人情

報は一切公表されない。 
 
B-Ⅶ （参照：辰巳分担報告） 
研究 1 年目には、南大阪医療安全ネット

ワーク研修会活動内容、及び南大阪医療安

全ネットワーク内での加算 1-2 連携の現

状について、情報を収集した。 
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研究 2 年目では、南大阪医医療安全ネ

ットワークおよび医療安全地域連携の意

義とその評価について、費用対効果検討の

可能性について検討し、情報収集をアンケ

ート形式で行った。 
（倫理面への配慮） 
倫理目で配慮すべき調査項目はないが、

個々の病院が特定されないように配慮し

た。 
 
B-Ⅷ （参照：森井・此村分担報告） 
B1. 医療機関間での連携効果 
医療安全対策における地域連携の効果の

検討を行うために、医療安全管理の担当者

を通じて長野県の 47 病院に電子メールで

質問票を送付し、2024 年 11 月～2025 年

3 月の期間で調査を行った。同質問票は医

療機関を対象とし、病床数などの基本的な

属性情報、医療安全管理加算や医療安全対

策地域連携加算（以下、連携加算）の取得

状況や取得時期、および地域連携における

実際の取り組み状況などについての項目

からなる。 
収集した回答より、まず病院の属性情報等

に関して基礎集計を行った。また、2017-
2023 年度におけるアクシデント数（今後

は単にアクシデント数と記載するが、アク

シデント報告数であることに留意された

い）の集計を行った。集計は連携加算を取

得している病院を対象に、および地域医療

安全ネットワークの有無別に行った。地域

医療安全ネットワークでは、連携加算の相

互評価とは異なる枠組みで自主的に医療

機関間のネットワークを構築し、医療安全

に関する情報交換等を行っているため、地

域医療安全ネットワークは連携加算とは

独立して医療安全対策の改善に寄与する

可能性がある。長野県では三次医療圏規模

でネットワークを構築し活動している「南

信州医療安全ネットワーク」（2014 年 7 月

より活動）および「中信医療安全管理者ネ

ットワーク」(CAN、2019 年 4 月より活

動)があり、これらの 2 つを地域医療安全

ネットワークとして扱った。なお、医療事

故の数は一般的に用いられる、国立大学附

属病院医療安全管理協議会が定めた患者

への影響度でのレベル分類に基づいた。 
次 に 、 差 分 の 差 法 （ Difference in 
differences: 以下、DID 法）を用いて、連

携加算の効果の検証を行った。対象の病院

を連携加算取得群と未取得群に分類し、

2017-2018 年度を介入前、2019-2023 年度

を介入後と定義した。目的変数はレベル

3b 以上のアクシデント数として、介入前

後の期間における平均値を用いた。共変量

としては、職員数、連携加算の種類、およ

び地域医療安全ネットワークへの加入有

無を設定した。同様の方法で、2019 年に

創設された医療安全の地域ネットワーク

である中信医療安全管理者ネット（以下、

CAN）の加入有無の群に分けての DID 法

の分析も行った。上記の一連の分析には R 
ver 4.4.3 を用いた。 
 
B2. 医療機関と介護保険施設での連携効

果 
医療機関と介護保険施設との連携（医療介

護連携）も、医療安全・利用者安全の観点

から重要性が高い。本研究では、医療機関

と介護保険施設との連携についても、その

効果を検討した。 
 まず、全日本民主医療機関連合会に所属

する法人を対象に 2024年 11-12月に質問

票を送付し、調査を行った。同質問票には、

職員数や介護事業所数などの属性情報や

医療分野との連携の状況、2012-2023 年の

アクシデント数に関する項目が含まれる。 
 収集したデータについて、DID 法での

分析により、医療機関との連携の効果の検

証を行った。対象施設を医療安全の観点か

ら医療介護連携を推進する活動である「医

療介護安全交流集会」に参加した群と非参

加群に分類して、群間比較を行った。「医

療介護安全交流集会」は全日本民主医療機

関連合会の法人を対象に 2 年おきの 2017、
2019、2021、および 2023 年に開催され、

医療や介護における医療安全分野の専門

家の講演や、参加者も含めてのグループデ

ィスカッション等から構成される。医療安

全について医療分野の知見が共有される

ことにより、医療安全対策への取り組みや

意識の向上が期待される。介入時点は、

個々の法人が最初に同集会に参加した年

度（t 年度）として、t-1 年度および t+1 年

度のデータをそれぞれ介入前後のデータ

として用いた。目的変数はレベル 3b 以上

の全アクシデントとした。上記の一連の分

析には R ver 4.4.3 を用いた。 
 
B3. 費用効果分析（医療機関間の連携） 
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 B1 で推計した医療安全における地域連

携の効果に関する結果を用いて、医療機関

間の連携の費用対効果を検討する。ただし、

結果の C1に記載する通り、本研究では連

携に関する有意な効果が示されていない

上に、D1 の記載の通り、分析には大きな

不確実性があるため、この費用効果分析は

一定の仮定の下での試行的な分析である。 

 対象集団は日本の医療機関における一

般的な入院患者を想定し、年齢が 73 歳、

男女比率は 46:64 と仮定した。医療現場で

はあらゆる患者に対して医療事故（アクシ

デント）が発生する可能性があり、どのよ

うな患者に発生しやすいかについて明確

なエビデンスはないことから、退院後の健

康状態は一般人口と変わらないと仮定し

た。 

評価対象技術は連携加算の要件となる地

域連携（相互評価など）を行う場合、比較

対照技術は行わない場合とした。分析の立

場は公的医療の立場として、診療報酬ベー

スの費用を含めた。分析期間は 5 年とし

た。評価指標には増分費用効果比（ICER）

を、ICER 算出のアウトカムには質調整生

存年（QALY）を用いた。費用とアウトカム

はそれぞれ年率 2%で割引した。 

分析方法については、最初の 1年間は決定

木モデルを、それ以降はマルコフモデルを

用いており、いずれのモデルにおいても

well、disabled（レベル 3b 以上の医療事

故（アクシデント）後）、および death の

3つの健康状態を設定した。マルコフモデ

ルのサイクルは 1年単位とした。決定木モ

デルにおける比較対照技術群の（レベル

3b 以上）比較対照技術のアクシデント発

生率は、調査回答における発生件数の平均

値を年間入院患者数の平均値で除して算

出し、0.025%と仮定した。評価対象技術群

については、CAN 加入有無での DID 分析か

ら点推定値では 1.61 件のアクシデントが

減少する結果が得られたことから、ベース

ラインのアクシデント数の平均値 13.9件

に対する割合として、約 11.6%減少すると

仮定した。日本医療機能評価機構の報告を

踏まえて、アクシデントが発生した場合は

8%の確率で死亡が発生し、10.3%で長期的

に障害が残存すると仮定した。なお、医療

現場におけるインシデントやアクシデン

トは言うまでもなく多様であり、本分析に

ついてすべてのケースを想定することや、

一意に平均的なケースを想定することは

困難である。したがって、本分析では転倒・

転落が医療機関等において頻度の多いア

クシデントであることから、転倒・転落を

アクシデントとして想定し、レベル 3bの

アクシデントとしてはそれに起因する大

腿骨頸部骨折を想定した。 

マルコフモデルにおける長期の死亡率に

ついては、生命表より該当する一般人口の

死亡率を取得して用いた。障害が残存する

stable 状態における死亡率は、大腿骨頸部

骨折の長期予後に関する Panula らの報

告に準じて、死亡率を一般人口よりも

3.26 倍高く設定した。 
 QOL 値は日本人を対象とした先行研究

に基づき、障害が残存しない場合に 0.88、
する場合には 0.69 とした。 
 費用については、関連医療費として連携

加算の費用およびアクシデントが発生し

た場合の医療費のみを考慮した。連携加算

には加算 1（50 点/入院患者）および 2（20
点/入院患者）の 2 種類があるが、それぞ

れの効果の違いを示すことは困難である

ため、NDB オープンデータより最新時点

の加算の算定状況を取得し、それぞれの算

定回数で点数を重みづけして約 36点とし

た。また、アクシデントに対する治療費用

としては、江上らのレベル別のインシデン

ト・アクシデントに起因する医療費の報告

値を用いた。同研究では、転倒・転落にお

けるレベル 3bアクシデントに起因する医

療費が約 226,700 円と報告されている。 
分析結果の不確実性を検討するため、決定

論的感度分析を実施した。 
 
（倫理面への配慮） 
 本研究は医療機関や法人を対象とし、人

を対象とする生命科学・医学系研究ではな

い。ただし、個々の医療機関や法人が特定

されないようにするなど、研究成果の公表

に当たっては最大限の配慮を行う 
 

B-Ⅸ （医療・介護の連携） 
医療及び介護の安全に取り組む様々な専門

家にヒアリング等を行い、課題及び対処に

必要な連携体制について、質的分析を行っ

た（ヒアリング対象者：医療・介護施設の安

全に取組む医師・看護師等（４名）、介護施

設等のリスクマネジメント事業に関わるコ
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ンサルタント（１名）、患者・利用者側の弁

護士（２名））。 

 

Ｃ．研究結果 

C-Ⅰ  （参照：安田分担報告） 

アンケート調査実施・回収・解析 

2025 年１月-2月に全国の医療安全対策

加算取得医療機関 4,048 へアンケートへ

のアクセス QRコードを掲載した案内状を

郵送し実施した。回答は 873 施設から得ら

れ、8通の送付不能施設があり、回収率は

21.6%となった。 

アンケート実施項目それぞれについて

の集計は分担研究者水野の報告書を参照

いただきたい。アンケートの解析は、医療

安全対策地域連携加算の施設間連携の状

況については、水野の分担研究として、施

設の医療安全体制の状況については中島

の分担研究としてそれぞれの報告書を参

照していただきたい。 

回答施設の種別としては一般病院が 6

割以上であったが、長期療養型病院、精神

科病院、リハビリテーション病院、ケアミ

ックス型の病院からも回答が得られた。病

院機能別には、特定機能病院 65 施設、地

域支援医療病院 301施設を含んでいた。取

得加算別の回答医療機関数では医療安全

対策地域連携加算 1 および２を取得して

いる医療施設で 75％ほどであった。医療

安全に係る対策加算取得別病床数分布を

みると、医療安全対策加算１のみ取得の医

療機関の分布が病床数の多いものと少な

いものに分かれており、特定機能病院は医

療安全対策地域連携加算が算定できない

ことによると思われた。特定機能病院に関

しては、安全対策として求められているも

のや体制について異なる面が多く、以下の

分析でものぞいて解析している部分があ

る。 

 

1 医療安全対策地域連携加算(以下、連

携加算)の実践について 
1.1 相互評価時に使用している確認項

目チェックシート等（改変も含む）

（複数回答可,n=663) 
多かった回答としては、「私立医科大学病

院医療安全相互ラウンド自己評価票」、「南

大阪医療安全ネットワーク作成 地域連

携加算チェックリスト」、「日本赤十字社医

療安全チェックシート」などが複数みられ

たが、表記が一致せず同一のものか不明な

回答もあり集計対象から外した。県内で定

めた独自のチェック表、連携先の指定チェ

ック表等の回答もみられた。 

1.2 相互評価の実施方法の研修をうけ

たことがあるか 
21.7%が「はい」であったが、どのような

研修かは質問していない。 

1.3 相互評価時に参加している役割（複

数回答可,n=663） 
連携加算１では専任医師の参加割合が高

く、連携加算２では 1に比し病院幹部の参

加割合が高かった。設問となっている役割

の者が参加していないと回答した施設も

1割ほどあった。 

 

2 医療安全における地域連携について 
医療安全における様々な地域連携の状況

につき、各医療施設に質問している。 

2.1 現在実施しているまたは関わって

いる医療安全に関する連携（複数

回答可、n=873） 
連携加算に係る連携を実施している施設

割合が最も高く（77.0%）、自主的なネット

ワークや同一設置母体での医療安全グル

ープに参加している施設がそれぞれ 2 割

以上あった。 

2.2 どのように連携しているか 
各設問にはい・いいえの 2択で回答した結

果は、連携加算ありの医療施設ですべての

項目が X２乗検定の結果、有意差をもって

実施率が高かった。「患者の診療連携の施

設間問題発生時に相談」、および「設置グ

ループの医療安全の会に参加」ではそれ以

外の項目より p値がやや大きかった。 

2.3 自施設の患者の安全性向上に役立

つと思われる連携内容は（上位3つ
まで選択） 

連携加算取得施設と取得なし施設に分け

て検討した。連携加算取得施設では、訪問

にて医療安全管理体制を確認することや、

定期的に情報交換することが役立つと 8

割ほどの施設が回答している。加算なしの

施設は全体に選択率が低い。 

 

3 患者の安全に関する連携の評価 
3.1 機能別の自施設の医療安全レベル

に対する総合評価 
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特定機能病院では、評価の高い施設が多く、

次に地域支援医療病院で評価が高い割合

が多かった。 

特定機能病院を除き、連携加算の有無で分

けると、連携加算のある施設で安全レベル

の評価が高く、統計上も有意差があった。 

3.2 連携による安全性向上に寄与する

因子（特定機能病院を除く） 
施設間連携が自施設の医療安全にもたら

す効果ついての回答を連携加算ありとな

しの施設に分けて分析した。 

連携加算のある施設ではやや、もしくはと

ても医療安全が向上したとの回答が 8 割

以上であった。 

自施設の医療安全に施設間の連携がもた

らす効果として「とても医療安全が向上し

た」、「やや向上した」との回答カテゴリを

目的変数１、それ以外を 0として、どのよ

うな連携で説明できるか検討した。投入し

た説明変数は、2.2の各設問および連携加

算１または 2を取得しているかどうか（は

い=1,いいえ=0）とした。χ²検定ではすべ

ての説明変数で有意差があった。 

同様の目的変数を参照カテゴリとして、名

義ロジスティック回帰モデルを構築した。

全ての説明変数を強制投入法でモデルに

含めた。パラメータの推定には最大尤度法

を用いた。安全性が連携により向上したと

回答した群では、連携の内容として定期的

に情報交換 (OR=4.23,95%CI:2.44-7.33, 

p<0.0001)が最も有効であった。次に連携

加算２を取得している施設であること

(OR=2.48,95%CI:1.32-4.66, p=0.005)が

挙がった。訪問にて医療安全体制を確認し

ていること、自施設での問題時に相談して

いることも OR=2.05, 1.83 で有意差が認

められた。 

 

3.3 総合的な医療安全のレベルと連

携の関係性（特定機能病院を除

く） 
総合的な医療安全レベルの「特に優れてい

る」「とても良い」のカテゴリを目的変数

１、それ以下を 0として、どのような連携

と関連が高いか検討した。投入した説明変

数は 3.2同様、2.2の各設問および連携加

算１または 2を取得しているかどうか（は

い=1,いいえ=0）とした。単変量でのχ²検

定で有意差が見られたのは「訪問にて医療

安全体制を確認」、および「地域のネット

ワークや学会等に参加」、「連携加算 1を取

得している」であった。多変量解析は実施

しなかった。 

 

4 ケアの移行期の安全性確保について 
 仮説の中で、医療機関間の効果的な連携

の 1 要素として、ケアの移行期の安全性

が確保されることを挙げた。現状の連携加

算の施設要件としてはそのような内容は

言及されていない。患者の診療連携の施設

間問題発生時に相談」では連携加算ありの

施設の方が実施しているとの回答割合は

高かった。しかし、自施設の安全性向上に

役立つ連携と担当者が考える内容として

は連携加算あり、なしに関わらず 1 割程

度の回答者のみが選択していた。安全性向

上に寄与する因子としては、単変量解析で

は有意差が認められたが、多変量解析では

有意差はなかった。 
 

C-Ⅱ （参照：中島分担報告） 
 回答は 873 施設から得られ、回答率は

21.6%であった。施設数の内訳は特定機能

病院 65、地域医療支援病院 301、その他

の一般病院 507 であった。 
 特定機能病院はその承認要件から医療

安全対策加算 1 が算定可能であるが、逆

に医療安全対策地域連携加算１や医療安

全対策加算２は算定できない。上記 65 施

設のうち、20 施設は特定機能病院では算

定できない加算を算定していることから

検討から外し、特定機能病院は 45 施設と

して分析及び検討を行った。地域医療支援

病院及びその他の一般病院については、回

答の通りで分析及び検討を行った。 
 アンケートにおける質問は、「４．医療

安全等の状況について」の中で行った。 
医療安全対策加算１または 2 を算定して

いる施設はそれぞれ医療安全対策地域連

携加算１または 2 が算定可能であること

から、以下の 4 つに類型化できる。以下の

表で類型ごとの回答数と共に、以下で使用

する略記法を示す。 
類型ごとの

略記法 
地域連携 
加算あり 

地域連携 
加算なし 

医療安全対

策加算１ 
394 施設 
（連携１） 

56 施設 
（対策１） 

医療安全対

策加算 2 
251 施設 
（連携２） 

89 施設 
（対策２） 
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質問内容と結果の概要を記載する。 
 4-1-1医療安全管理部門が管理者直

下の部署と位置付けられています

か。 

特定機能病院の 98%で管理者直下の部署

と位置付けられていた。他の内訳は以下の

とおりであり、概ねすべての累計で達成さ

れていたため、連携の効果は確認できなか

った。 
 4-1-2 医療安全管理部門に2名以上

の医療職種の専従者配置があります

か。 

全ての特定機能病院で複数の医療従事者

が配置されていたが、これは承認要件に含

まれるため当然である。医療安全対策加算

１の施設は 1 名の専従者が必要であるの

に対し、医療安全対策加算 2 では専従者

は必要ない。結果として特定機能病院以外

の全ての類型で達成度は低く、地域連携の

効果は確認できなかった。 
 4-1-3 報告を求める事象（オカレ

ンス報告）が具体的に決められ把握

されていますか。 

 特定機能病院の 96%で、報告すべき事

例はあらかじめ決められていた。他の類型

ではいずれにおいても 7 割程度の達成度

で十分ではなく、地域連携の効果は確認で

きなかった。 
 4-1-4 職員への医療安全研修につ

いて、内容に基づいた到達目標を設

定していますか。 

特定機能病院の 89%で医療安全研修の到

達目標が設定されていた。他の類型ではい

ずれにおいても 7 割程度の達成度で十分

ではなく、地域連携の効果は確認できなか

った。 
 4-1-5 有害事象が発生したときの

対応は明文化されていますか。 

 特定機能病院の 96%で、報告すべき事

例はあらかじめ決められていた。他の類型

ではいずれにおいても 7 割程度の達成度

で十分ではなく、地域連携の効果は確認で

きなかった。 
 
 4-1の全ての設問において、医療安

全地域連携加算の算定有無による差

は確認できなかった。 

 4-2 インシデント報告を主にどの

ように収集していますか。 

 インシデント報告は、いつ何時でも報告

できる仕組みが望ましい。また医療安全部

門による収集や分析なども考慮すれば、電

子化されたシステムが最も望ましい。市販

のシステムが汎用性を考慮すれば望まし

いと考えるが、自作のシステムでも機能が

足りていれば問題はない。結果として口頭

のみによる報告が行われている施設はな

く、全ての施設で記録が残るような仕組み

は採用されていた。しかし利便性の低い紙

運用の施設が連携 1の5％に対し対策1は

36%と多く、連携 2 の 33%に対し対策 2
は 48%とさらに多かった。連携加算算定

施設では非算定施設に対し電子化が進ん

でいた。 
 
 4-3 2023年度1年間のインシデン

ト・アクシデント報告総数をお答え

ください。 

 年間の平均報告数は、特定機能病院で

5468 件、連携 1 で 2277 件、連携 2 で 1068
件、対策 1 で 1028 件、対策 2 で 738 件で

あった。 
 4-4 2023年度1年間のインシデン

ト・アクシデント報告において有害

事象またはアクシデント（影響度３

b以上）の報告数 をお答えくださ

い。 

 年間の 3B 以上の平均報告数は、特定機

能病院で 145 件、連携 1 で 42 件、連携 2
で 21 件、対策 1 で 14 件、対策 2 で 10 件

であった。 
 4-3、4-4 の両者で、医療安全対策加算 1・
2 のいずれにおいても、地域連携加算算定

施設が非算定施設よりも明らかに報告数

が多かった。また医療安全体制は医療安全

対策加算で求められており、加算 2 取得

の連携 2 が、加算 1 取得の対策 1 より報

告数が多かった。以上より連携の効果であ

った可能性がある。 
 
 4-5 医療安全管理委員会には、以

下の構成員が含まれていますか（複

数回答可） 

 医療安全管理委員会には医療安全の責

任者が出席することとされており、安全担

当副院長（医療安全管理責任者）、医薬品

安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、

医療放射線安全管理責任者などが必須と

いうことになる。医療放射線安全管理責任

者は特定機能病院を含む全ての類型で充
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足されていなかった。それ以外については、

医療安全対策加算 1・2 の両者において、

地域連携加算算定施設が非算定施設より

も体制が充実していた。殊に連携 2 では

対策 1 よりも薬剤・機器の責任者が多く

含まれていた。 
 
 4-6 以下の医療安全対策に関し、

施設内統一の手順が決まっています

か。 

 回答として、はい・いいえ・該当業務な

しの 3 通りであり、該当業務なしの施設

を除外して、はい・いいえと回答した施設

のみで分析を行った。 
 患者確認、輸血投与、注射薬投与、内服

薬投与、転倒転落予防アセスメント実施に

ついては、全ての類型で 90%以上であっ

た。 
 手術の安全確認チェックリスト実施、急

変時対応（コードブルーなど）については

全ての類型で 85%以上であった。 
 病理診断報告書確認では連携のない施

設で手順の決まっていないところが多か

った。 
放射線診断報告書確認手順でも病理と

同様に連携のない施設で手順の決まって

いないところが多かった。 
 パニック値報告は対策 2 施設のみで手

順の決まっていないところが多かった。 
院内迅速対応手順（RRT など）は特定

機能病院では 98%で手順が決まっていた

が、それ以外の全ての類型で対応が遅れて

いた。 
 
 4-7 すべての部署に医療安全の役

割を担う担当者（ 以下、  部署リ

スクマネジャー と表記 ）を配置し

ていますか。 

 医療安全対策加算 1・2 共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かった。 
 4-7-1 部署リスクマネジャーの自

部署での役割が明文化されています

か。 

 医療安全対策加算 1・2 共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かった。 
 
 4-7-2 部署リスクマネジャー向け

の医療安全研修を実施しています

か。 

 特定機能病院でも 69%との回答であり、

全ての類型において実施施設は少なかっ

た。 
 
 4-7-3 部署内のインシデントや問

題は、部署リスクマネジャーが主体

となって検討していますか。 

 医療安全対策加算 1・2 共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かったが、差は小

さかった。 
 
C‐Ⅲ  （参照：水野分担報告） 
回答は 873 施設から得られ、回答率は

21.6%。 
 医療機関の種別 

「一般病院（一般病床を 5 割以上有する

病院）」が最も多く、590 施設（67.6%）を

占めた。これに続き、「ケアミックス病院

（上記いずれかに該当する病床を混在し

て有する病院）」が 89 施設（10.2%）、「長

期療養型の病院」が 65 施設（7.4%）、「リ

ハビリテーション病院」が 52 施設（6.0%）、

「精神科病院」が 43 施設（4.9%）であっ

た。1-2. 医療機関の機能別では、「地域支

援医療病院」が 301 施設（34.5%）、「特定

機能病院」が 65 施設（7.4%）であった。 
 1-6. 医療安全に係る診療報酬上の

加算状況 

「医療安全対策加算 1 および医療安全対

策地域連携加算 1」を算定している医療機

関が最も多く、409 施設（46.8%）を占め

た。次いで、「医療安全対策加算 2 および

医療安全対策地域連携加算 2」が 254 施設

（29.1%）、「医療安全対策加算 1 のみ」が

101 施設（11.6%）、「医療安全対策加算 2
のみ」が 89 施設（10.2%）であり、加算

を取得していない医療機関は 20 施設

（2.3%）にとどまった。 
医療安全対策地域連携加算のうち、加算

1 を算定している連携医療機関の数は、「1
施設」が最も多く、392 施設（59.1%）で

あった。次いで、「2 施設」が 150 施設

（22.6%）、「3 施設」が 53 施設（8.0%）、

「4 施設」が 31 施設（4.7%）、「5 施設以

上」が 37 施設（5.6%）であった。 
また、加算 2 を算定している連携医療

機関の数については、「1 施設」が最も多

く、311 施設（46.9%）であった。次いで、

「0 施設」が 183 施設（27.6%）、「2 施設」

が 95 施設（14.3%）、「3 施設」が 40 施設

（6.0%）、「4 施設」が 12 施設（1.8%）、
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「5 施設以上」が 22 施設（3.3%）であっ

た。 
実際の 2-1～2-3 の回答については、医

療安全加算かつ地域連携加算を取得して

いる施設に限定して評価している。 
「医療安全対策加算 1 および医療安全対

策地域連携加算」と回答している 409 施

設のうち有効回答は 400 施設。また、「医

療安全対策加算 2 および医療安全対策地

域連携加算 2」と回答している 254 施設の

うち、有効回答は 253 施設。 
 「医療安全対策加算1および医療安

全対策地域連携加算」取得の400施

設における連携状況 

ほとんどが、（１）一般病院と連携してお

り、連携加算２の取得においても（１）一

般病院が多く、（４）リハビリテーション

病院、（２）長期療養型の病院が続く結果

である。 
 「医療安全対策加算2および医療安

全対策地域連携加算」取得の253施

設における連携状況 

こちらもほとんどが(1) ⼀般病院と連携

しており、連携加算２取得のためにも(1) 
⼀般病院と連携していること、また同じく

(4) リハビリテーション病院が続く結果

となっている 
 「医療安全対策加算1および医療安

全対策地域連携加算」取得施設 40

0施設における連携状況 

連携理由は約半数が(2) 同じ⼜は隣接す

る２次医療圏内の医療機関であり、その次

に(3) 県内の医療機関を選択している。 
 「医療安全対策加算2および医療安

全対策地域連携加算」取得の253施

設における連携状況 

(2) 同じ⼜は隣接する２次医療圏内の医

療機関が多く、(3) 県内の医療機関が続く

傾向にあるが、加算２算定病院の選定理由

はどちらかというと、(1) 開設主体が同⼀ 

が多い傾向にある。 
 
C-Ⅳ （参照：山口分担報告） 
１．フォーカスグループ・インタビュー 
以下に協力 2 施設の意見をまとめる。 

 

 
表１. 協力 2 施設の意見 

(1) 現行の評価 

共

通 

・同業者の視点で話ができ、他施設の意見

を聞きやすく、気づきの機会。 

・業務の見直しや改善の機会。 

(2) 現行の課題 

共

通 

・共通の意見：チェックリストは毎年、ほぼ同

じ内容で、現地でのチェックが形骸化してい

るのではないか。 

独

自 

・院内の日程調整に難渋する。 

・移動距離が長く日常業務に影響がある。 

・来訪者の指摘にばらつきがあり対応に困

る。 

・立ち入り検査等と時期が重なり業務負担

となる。 

・立ち入り検査等との違いが不明瞭。 

(3) 改善案の提案 

共

通 

・ペアの組み合わせを一つにしてほしい。 

・オンラインも活用してほしい。 

・内容を見直し、特定のテーマについて話し

合う場にしてほしい。 

独

自 

・事前の書類（チェックリスト）はウエブアン

ケートフォームを活用して収集してほしい。 

(4) その他の意見 

共

通 

・死亡事例の検討については難しい。管理

者同士で話してもらう必要があるのでは。 

独

自 

・管理者や医療安全管理責任者の医療安

全の知識レベルに差がある。研修や役割、

資格を見直してはどうか。 

・国公立大学では「ピアレビュー」と「相互チ

ェック」が両方行われていて負担であり、見

直しを望む。 

 

２．質問紙調査の分析結果 

(1)回答者の施設と医療安全における役割 

総計 95 名から回答を得た。所属と医療安

全における役割は下記に示すとおりである。 
表２ 回答者の施設と医療安全における役割 

  

  
総
計 

管
理
者 

管
理
責
任
者 

医
療
安
全 

医療安全管理者 そ
の
他 

専
任
事
務 

医
師 

看
護
師 

薬
剤
師 

そ
の
他 

公
立 

国
立 

 69 1 6 19 17 12 1 13 

他 

私
立 

23  2 12 3 1  5 

不
明 

3  1 1 1    

総
計 

95 1 9 32 21 13 1 18 

 

(2)自由記述の内容分析 

①ピアレビューで検討したい重点項目 

検討したい重点項目として、以下の意見

が挙がった。 

・医療事故調査制度に関わること 
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・医療の安全に資する診療内容のモニタリングと

改善状況 

・事例の報告と検討 

・マニュアルの中央管理 

・患者誤認 

・システムズアプローチ 

・安全文化の醸成 

・院内迅速対応システムに関すること 

・生体情報モニタの管理 

・高難度新規医療技術・未承認医薬品等 

・身体拘束最小化チームの活動 

・医療倫理活動 

・IC や診療録適正記録のチェック体制 

・働き方改革への対応 

・医療の質向上を目指した取り組み 

その他、「形式的なチェックリストの確認を

せずに重点項目を優先すべき」という意見、

「重点項目の議論だけでなく、網羅的な確認

は必要」という意見も見られた。 

 

②現行のピアレビューについて 

1) ピアレビューに期待したいこと 

 ピアレビュー制度に対して、「他の監査・検

査体制とは異なる、実務者レベルの具体的

な意見交換や情報交換の場」として期待する

意見が多く見られた。具体的な意見は以下

のような内容であった。 
・困っていることを相談できる 

・専門家同士による、懲罰的ではない指摘や意

見交換を行う 

・現地に立ち入り、他院の取り組みを自院の改善

に活かす 

・自施設の取り組みを見直すきっかけとする 

・課題解決の工夫や進んだ取り組みを議論・共

有する 

・調査票以外のことも相談・共有する 

・重点項目の深い議論を行う 

その他、「自施設の経営陣や他の部署に対

する強制力」としての意義や、施設間の「ネッ

トワークづくり」、「体制や取り組み内容、人員

配置に関しての特定機能病院間の平準化」

に対する期待があった。 

 

2) 医療安全上の改善に結びついた事例 

 「業務上の様々な気づきと改善につながっ

た」という意見が多く見られた。具体的な事例

として、医療安全管理部門の業務改善に関

する事例が多く見られた。 

・インシデント報告の活性化 

・医療安全に資するモニタリング 

・医療安全のマニュアル 

・医療安全研修 

・定期院内ラウンドの方法 

・医療安全管理部門への人員配置に関すること 

・医療安全管理業務の効率化やコスト削減 

 また、特定機能病院の要件に関する改善

事例として、以下の事例があった。 

・高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等の

体制・運営・実務 

・監査委員会に関する業務 

 その他、「死亡事例報告や医療事故調査

制度」、「病院全体の医療安全活動」「その他

の活動」について事例が挙がった。 
・死亡事例報告や医療事故調査制度に関するこ

と 

・病院全体の医療安全活動 

- 院内迅速対応システム等急変対応に関す

ること 

- 中心静脈穿刺に関するライセンス制度導入 

- 生体モニタに関すること 

- 薬剤管理に関すること 

・その他 

- DNAR の情報を共有する仕組み 

- Patient Flow Management の体制構築 

 

3)ピアレビューの結果に関する自施設内の

共有方法 

 自施設内で最も多かった共有方法は「医

療安全管理委員会」で、「部署担当者を通じ

た共有」、「病院運営に関する全体会議」、

「医療安全研修」と続いた。「共有していない」

と回答した施設もあった。 

 

4)ピアレビュー以外の連携や取り組み 

 ピアレビュー以外の連携としては、大学病

院間や職種ごとの GRM の会合およびメーリ

ングリスト、都道府県内の病院間、厚生局管 

内や地域の病院との取り組みが多かった。

連携やネットワークを持たない施設もあった。 
 

③死亡事例の検討とピアレビュー 

 死亡事例の検討や医療事故調査関係の

議論をピアレビューで行うことについて、職

種ごとに意見を集約した。いずれの職種も約

半数以上が賛成であった。 

条件付きの賛成意見や反対意見は、以下

のような内容であった。 
・一般論としての意見交換やアドバイスなら有意

義。標準化された判断基準は難しいのでは。 

・各病院で背景や事情が異なっているため、意

見交換や改善は難しいのでは。 

・懲罰的な指摘や「事故調査をすべし」といった

指摘があると困る。 

・個人情報など機密情報も含むので難しいので

は。 

・議論するとなれば、準備に時間が必要。 
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・他の項目もある中で時間が足りないのでは。 

また、そもそも制度が異なるのでピアレビュー

で行うのは適切ではないという意見や、導入

するとしてもよく検討してから、といった意見

があった。 

④そのほかの意見 

 最も多かったのは、「業務負担の低減」に

関するものであった。具体的な内容は以下

である。 
・現状の負担感と効率化への期待 

・厚生局の立ち入り検査等との重複を避け、書式

を早く配布するなど事務業務の負担を軽減 

・日程調整の方法の標準化 

・移動を考慮した効率化 

・組み合わせの効率化と負担軽減 

・訪問者を限定して、受け入れ側の負担と訪問

側の日常業務への影響を少なくする 

・検食の手配を強制しない 

・資源を投入してほしい 

 その他、「現地に立ち入ることの意義」や

「項目を絞って有効な議論をする」ことへの

期待も見られた。さらに「組み合わせの相手

によって指摘が異なる」ことへの困惑も見ら

れた。 

 

C-Ⅴ （参照：北村分担報告） 

①訪問調査参加メンバー 

令和 6 年度の特定ピアレビューにおい

て訪問側として同行した人数は全 51 大学

で計 389名であった。１大学あたりの参加

者は最小 3名、最大 15名、中央値 7名で

あった。職種別では、医師 124名、看護師

83 名、薬剤師 87 名、事務 88 名、歯科医

師 3名、臨床工学技士 3名、その他 1名で

あった。職責別では、副病院長（医療安全

管理責任者）が 34名であり、記載のある

だけでも医師の大半が教授、部長クラスで

あった。高難度医療機器、未承認新規医薬

品ともに調査内容は深化しており、それぞ

れの審査担当部門長と事務の同行が、実り

ある意見交換のためには必要であること

も、参加メンバーが増える一因と考えられ

た。（令和 6 年度は相互チェックについて

は改善状況調査年であるため、参加メンバ

ーは特定ピアレビューのために選定され

たと考えてよい。） 

また、相互訪問に係る旅費の推算では、

全国で特定ピアレビュー相互訪問のため

に 1,397 万円ほどが必要であった可能性

がある（参考資料 1：正確には全大学病院

に出張旅費を問い合わせる必要があるが、

ここではあくまでも費用負担を検討する

目安として、Google Map と旅費計算サイ

トを用い、かつ移動に要する時間とコスト

を踏まえて長距離の場合は全員が飛行機

を使用する、宿泊はしない等の仮定で計算

した）。 

 

②死亡症例を含む重大な有害事象への対

応に関する調査回答 

 院内で発生する重大な事象を医療安全

管理部門がどう把握し、組織横断的な検

討の必要性をどう判断し、どう検証し、

外部報告の必要性に関する判断をどのよ

うに行ったか、また再発防止策の PDSAサ

イクルをどう回しているか等を確認事項

とした。その結果の詳細は「令和６年度 

特定機能病院間相互のピアレビュー 報告

書」に示す通りである

（https://nuhc.jp/wp-

content/uploads/2025/04/%E4%BB%A4%E5%

92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%B9%E5%

AE%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%97%85%E9%9

9%A2%E9%96%93%E7%9B%B8%E4%BA%92%E3%81

%AE%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%

93%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%A0%B1%E5%91%8

A%E6%9B%B8.pdf）。 

訪問調査における率直な意見交換の結

果、特に注目した良い取組みとして「症

例の検証のための仕組み」を 8割以上の

大学病院が挙げており、重大事例に関す

る検証の仕組みがほぼ構築され根付いて

いるものと考えられた。具体的には、病

院長等の指示を通じて迅速に検証を行う

仕組みが確立していること、複数診療科

や多職種、必要時は外部委員を含めて多

角的視点で検証することなどが評価され

ていた。M＆Mカンファレンスの工夫につ

いても様々な形態があり定まっていない

ため、興味深く意見交換されていた。訪

問大学から改善の提案がなされた事項と

しては、患者影響度レベル別に迅速性を

階層化した報告フローの整備、判断プロ

セスの議事録記載の必要性、検証メンバ

ーの多職種性、等が挙げられた。 

また、医療安全対策の職員への周知・

意識向上については、周知のみでなくボ

トムアップ型で安全対策に取り組み発表

を行う仕組み等が評価されていた。 

 

③講評シートの分析 
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 講評シートからは、ピアレビューで

は、設定された設問以外にも多岐にわた

る議論がなされ、多くの学びが得られて

いることが示唆された。画像診断報告書

の確認に関する安全対策の発展について

取組みを共有するとともに、他院での改

善を助言していた。現場の安全文化醸成

のための参加型リスクマネジャー会議の

工夫や現場ラウンドの取組みについても

多く意見交換されていた。サテライトフ

ァーマシー（病棟薬局）の取組みや、手

術室指示のセット化など、薬剤師の視点

からのグッドプラクティスの提示や課題

の共有もなされており、ピアレビューに

おける薬剤師の役割も重要であった。医

療安全管理部門の確認業務や参画委員会

が増え続けることについての課題の共有

や助言も、ピアだからこそ可能であると

考えられた。 

 
C-Ⅵ （参照：宮﨑分担報告） 
「特定機能病院間相互のピアレビュー」

に関するアンケート調査結果 
１）目的 
特定機能病院間相互のピアレビュー(以下、

ピアレビュー）について、より効果的、効

率的なあり方を検討する 
２）方法 
私立医大協会主催令和 5 年度医療安全相

互ラウンドに参加した 38病院の医療安全

管理部門スタッフ（医療安全管理責任者含

む）への web アンケートを実施。 
選択肢のある設問に対する回答は 3 件
法、自由記載による設問に対する回答はア

フターコーディングにより取りまとめた。 
３）結果 
(1) 回答病院数、回答者数ならびに属性 
38 病院中 22 病院（58%）、26 名から回答

を得た。回答者の職種別内訳は、医師 15
名、看護師 5 名、薬剤師 1 名、事務職員 
5 名と医師からの回答が最も多かった。 
 
(2) アンケート結果の概要 
アンケート調査は、まずピアレビュー制度

の改善を目指した短期的な方向性につい

て 3 種類の方向性と 6 つのアイデアにつ

いて質問したところ、肯定的な回答が過半

数を占めた設問と肯定的な意見が 3 割以

下で否定的な回答が半数前後と多かった

設問に分かれた。 

肯定的な回答が多かった設問は、「ベスト

プラクティスの共有」、「重点項目を絞って

深く議論」、「医療事故調査制度の事例検討

や判断についての意見交換」、「重点的に話

し合う時間の確保」、「データ収集の効率

化」、「1 年あたり訪問・被訪問の一組にす

る」、であった。一方、否定的な意見が多

かった設問は、「オンラインの活用」、「重

点項目の議論とチェックリストを年ごと

に交互に行なう」、であった。なお、重点

項目に関する自由回答では、医療安全管理

体制やいくつかの医療安全対策が挙げら

れた一方で、全体像を踏まえたり、執行部

を巻き込んだ議論を求める改善意見があ

った。 
一方、中長期的な提案については、「医療

安全管理部門の拡充」や「ピアレビューの

目的と役割の明確化」、「データベースの構

築」に肯定的な意見が多かった。また管理

者や医療安全管理責任者について、「医療

安全に係る会議の出席やピアレビューで

の役割の明確化」、「教育の強化」、「資格条

件の充実」を求める意見が比較的多く見ら

れた。一方、「事務局の持ち回り」につい

ては否定的な意見が多かった。また、ピア

レビューに関する自由記載では、ピアレビ

ューで得られた知見が会議体における情

報共有や研修での活用が行なわれている

ことが示された。また、ピアレビューに期

待していることについては、現場での情報

収集とする意見が多かった。 
さらに、ピアレビューが効果的であった事

例については、具体的な医療安全対策など

が挙げられていた。また、他院との連携に

ついては二次、三次医療圏内の特定機能病

院間や病院間など様々なチャネルで連携

が図られていた。なお、医療事故調査制度

にかかる死亡事例の検討については運用

の標準化を期待する意見がある一方で、慎

重な取り扱いを求める意見もみられた。 
 
C-Ⅶ （参照：辰巳分担報告） 
研究 2 年目のアンケート回答施設は 97 施

設中 23 施設（回収率約 28％）にとどまっ

たが、その内訳は、医療安全対策加算１病

院 14 施設、加算２施設６施設、未申請３

施設であり、加算１病院が多い地域的な特

性を反映していた。 
また、回答施設の規模は、回答施設に幹事

病院 8 施設を含むため、600 床以上の施設
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が 26%を占め、300 床以下の施設が 39%
と全国の病床平均よりも高い結果となり、

アンケート結果に影響を及ぼした可能性

は否定できない。 
一方で、他施設との合同研修や合同症例検

討会への参加状況については、毎年継続的

に参加あるいは不定期だが参加している

施設がすべてを占めたが、他施設との連携

を自ら行っている施設は 61%にとどまっ

た。 
しかしながら、自施設の医療安全情報（イ

ンシデント、医療過誤）などを他施設と共

有し検討している施設は 52%と半数にと

どまり、特に共有しない施設は病床数の少

ない施設に多く、地域ネットワーク、医療

安全地域連携の有用性を示す対象となり

える。 
ただし、療安全情報を共有している施設に

おいては、自施設のマネジメントに活用、

研修会・勉強会で活用・チーム内での注意

喚起に使用がそれぞれ 23~34%を占め、情

報が共有されれば活用されていると考え

られた。 
さらに、一度医療安全情報を活用すれば、

医療安全に対する教育効果があった、医療

従事者の安全意識が高まった、共通リスク

の発見につながったなどの効果を実感し

ているという意見が多くを(84%)を占め

た。 
これらを受けて、地域病院間連携が患者安

全に影響を与えると感じるかという質問

に対しては、96%の施設が強くそう思う、

ある程度そう思うと回答している。一方で、

その費用対効果については、44%の施設が

医療安全地域連携活動の費用対効果に疑

問を持っているが、費用対効果があると感

じる施設も 40%認められ、意見が分かれ

た。この現場における実感値の差は、病院

間連携の適切な施行に関する情報提供体

制の不足やそこから得られた効果の可視

化の不足などが関係している可能性があ

る。 
さらに、地域連携を進める上での課題や障

壁という負の側面に目を向けると、人的・

時間的なリソースの不足が 30%と最も多

く、地域ネットワーク発足の一端となった

人的資源の不足=金銭的支援の不足は、今

後の中小医療施設の医療安全活動の維持

に障壁となり得るといえるだろう。 
最後に、地域ネットワーク活動に対する満

足度について再度確認したが、やはり満足

度は高く、非常に満足している、ある程度

満足しているが 91%を占め、やや不満が

あるという 2 例は、内容についていけな

い時があるというものであった。 
 

C-Ⅷ （参照：森井・此村分担報告） 

C1. 医療機関間の連携 

調査の結果、35 施設（76%）より回答を

得た。回答した医療機関の基本属性を以下

に示す： 
 医療安全対策加算の取得 33(91%) 

 医療安全対策地域連携加算の取得  

 32(92%) 

 加算1  30(86%) 

 加算2  2(6%) 

 病床数 243±154 

 職員数（人） 558±372 

 地域医療安全ネットワークへの加入

  あり 24(66%) 

 
 連携加算を取得している32病院にお

けるアクシデント数 

レベル 3b のアクシデント数は 2017-2023
年度で概ね横ばいあるいは微増で推移し

ていた。その一方でレベル 3a については

2017 年で 1 医療機関当たり 95.4 件、2023
年度で 118.6 件と、同期間で約 24.3％増

加していた。 
 職員1人あたりアクシデント数 

地域の医療安全ネットワークに加入有無

別に集計した。レベル 3b 以上のアクシデ

ント数は、平均値ベースではネットワーク

加入なし群に比べて加入ありの群で経時

的な増加が緩徐であった。また、レベル 3a
のアクシデント数はCAN加入群で増加傾

向にあった。 
 DID分析 

全医療機関のデータ（n=35）および CAN
への加入有無での DID 分析の結果、有意

な連携加算によるアクシデント件数の減

少効果は認められなかった。また、「ネッ

トワーク加入あり」についても、有意な介

入効果は認められなかったが、介入効果の

係数は、点推定値としてはアクシデント数

を減少させる結果（－4.51）であった。 
 
C2. 医療機関と介護保険施設との連携 
介護保険施設を有する 45法人より回答を

得た。これらの法人の基本属性について、

15



1 法人あたりの介護保険施設の事業所数

は 12.5±18.9 であり、職員数は 135.4±
185.8 人であった。医療介護安全交流集会

に一度でも参加した法人数は 33 であった。 
アクシデント数などの分析に必要な項目

の回答がない法人を除外したところで、分

析対象は介入群を 11 法人、コントロール

群は 7 法人となった。 
平均値ベースでは、介入群では介入時点の

前後でアクシデント数が減少傾向であり、

コントロール群では増加傾向であった。 
次に、DID 分析を行った結果として、有意

な介入効果は認められなかったが、介入効

果の係数は、点推定値としてはアクシデン

ト数を減少させる結果（－3.77）であった。 
 
C3. 費用効果分析 
 医療機関間の連携の費用効果分析の結

果、1 患者当たりの増分費用は 352 円、増

分 QALY は 0.000011 であり、ICER は

32,593,463 円/QALY であった。また、決

定論的感度分析の結果をトルネードチャ

ートに示すと、ICER への影響が大きい主

なパラメータはアクシデント発生率、連携

による効果、および加算費用などであった。 
 

C-Ⅸ （医療・介護の連携） 

ヒアリングで得られた意見等： 

‐患者・利用者・家族と、医療・介護従事

者が、身体機能上の衰えや認知度による生

活上のリスクを共有した上で、その人の人

生を過度に狭めない、その人らしさを活か

すケアの方法について、あらかじめ共同し

て計画を立てる必要性が益々高まってい

る。 

‐今後発生しうる事態についてはあらか

じめ患者・家族と医療・介護従事者の共通

理解としておくようなことが求められて

いる。そのためには、安全分野においても、

医療から介護への一方通行の連携ではな

く、介護分野でのケア実践等を医療側も学

ぶなど、互いのリスペクト・相互理解に基

づく、双方向性の連携が重要になる。ケガ

等が発生した場合でも、係争事案にはなら

ず双方にとって余計な時間的経済位損失

を防げる。 

‐多職種での取組みが必要：医師、看護師、

様々なリハビリテーション専門職、など。

このとき、病院から介護施設等に対して、

「上から目線」ではなく、互いに意見交換

できる「心理的安全」な場が必要となる。

病院のリハビリテーション専門職が介護

施設等での業務も経験する仕組みづくり

（連携）を実施する医療機関もある。 

‐高齢患者については ACP(Advance Care 

Planning)が重要だが、医療から介護、介

護から医療へ患者が移動する中で、ACPに

ついての情報も適切に共有し連携するこ

とが必要である。 

‐介護現場においては人材不足が喫緊の

課題である。このため医療との連携にかか

る体制や手続きを複雑化せず、現場負担の

少ないものとする観点も重要である。 

 
Ｄ．考察 
D-Ⅰ  （参照：安田分担報告） 
アンケート調査の対象施設は医療安全対

策加算算定の医療機関としたが、回答施設

の中には取得がないと回答したものもあ

り、送付先と現状がやや異なっている部分

もあった。 
連携加算算定医療機関への質問の中で、相

互評価時に使用しているチェックシート

については、様々な回答が得られた。加算

要件の中に、例示されている国立病院機構

のものでも使用しているとの回答は 5 割

に満たず、先の厚労科研の研究班が作成し

たシートは知名度の問題かもしれないが、

さらに回答数が少なかった。これらは各施

設が訪問調査時に確認したいと考えてい

る項目との乖離があるためかもしれない。

チェックシートを利用し、訪問調査を標準

化するのであれば、保健所等の外部監査時

の確認項目とは異なる、施設間での情報交

換の活性化が促されるようなシートの開

発が必要かもしれない。 
相互評価時の参加職種として、連携加算１

の施設では専任医師の参加が 8 割ほど得

られていることがわかった。連携加算２の

施設では専任医師の配置は求められてい

ないが、相互評価時には病院幹部の参加が

あるとする回答が 5 割ほどで、施設のリ

ーダーシップを巻き込む体制が相互評価

内で自然と作られている現状が明らかと

なった。 
調査参加全施設に質問した、現在実施して

いる連携としては、回答者の 8 割弱が連

携加算取得施設の担当者のため、連携加算

施設基準のための連携という回答が最も

多くなった。次には何らかの医療安全のグ
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ループに参加しているとの回答が 25％で

あり、病院グループとして組織の標準化の

ための会議体を持っているところや、情報

収集などを求めて地域の医療安全のネッ

トワークが形成されていることが示唆さ

れた。連携加算取得の医療施設においても

ネットワークに参加しているとの回答は、

加算取得なしの施設よりも多くみられた。

施設間の連携にとどまらず、ネットワーク

への関わりの必要性を感じ、実現している

医療施設が多くある状況がわかった。 
実施していると思われる連携の状況ごと

に実施の有無を聞いたところ、連携加算あ

りの施設は、すべての連携状況について、

加算のない施設よりも実施率が高いこと

がわかった。ただ、連携加算の施設要件と

なっていない、「患者の診療連携の施設間

問題発生時の相談」、「地域ネットワークへ

の参加」、および「設置グループの医療安

全の会に参加」に関しては連携加算の有無

による差は少なかった。 
回答者の医療安全担当者の考える、役に立

つ連携は何かという質問に対し、連携加算

のある施設では相互訪問、および定期的な

情報交換が多く選ばれていた。一方連携加

算のない施設では定期的な情報交換が最

も多く、相互訪問や、地域ネットワークや

学会に参加する効果が続いた。連携加算の

要件としての相互訪問に負担感を感じる

施設が取得していない可能性があると思

われた。 
総合的な医療安全のレベルの自己評価は

特定機能病院でかなり高く、求められる基

準の差が、自己評価の差にもなっていると

思われた。あくまで自己評価であり、レベ

ルが高いという回答の根拠は今回の解析

では実施できていない。 
自己評価ではあるが、連携加算を取得して

いる施設は、特定機能病院を除き検討する

と、取得していない施設よりも安全レベル

が高いと考えていることがわかった。 
安全レベルが高いとの回答への寄与因子

を地域連携の状況から検討したが、相互訪

問を実施していること以外は、連携加算１

を取得していることや、ネットワークや学

会に参加していることなどが解析からは

浮かび上がった。医療安全に関し、人的・

物的資源を投入している状況から安全レ

ベルが高いと判断する結果が得られてい

ると推察され、連携が安全レベルにどの程

度寄与しているかは不明であった。 
地域連携により自施設の患者の安全性が

向上したと考える回答は、連携加算取得施

設では「とても向上した」11.3%、「やや向

上した」77.1%と 8 割以上が評価していた。

向上したと回答した施設がどのような連

携を行っていたのか単変量解析では連携

加算の取得含めすべての項目で有意差が

認められ、多変量解析で検討したところ、

「定期的に情報交換」「連携加算２を取得」

「訪問にて医療安全体制を確認」「自施設

での問題時に相談」で p<0.05 となった。

特に「定期的に情報交換」はオッズ比 4.23
であり、単独の施設内で対策等を検討する

よりも、担当者として安全性の向上が達成

されやすいと感じていると思われた。連携

加算２取得の施設に関しては、連携加算を

取得することで、情報交換の機会や訪問の

機会を得、自施設の問題の相談先を確保で

きていることが伺え、共変量の要素もある

とは思われたが、統計的には問題とならず、

変数として残した。連携加算２を取得して

いる施設の規模から推察すると、施設内で

医療安全に配置できる人員も限られ、その

ような中での医療安全体制構築に、地域連

携が大きな役割を果たしていることが推

察された。 
調査の仮説形成時に、患者のケアの移行期

の安全性向上に地域連携が寄与すると考

えたが、現状として施策の中では、そのよ

うな要素が安全対策として抽出されてお

らず、地域包括ケア構想等は、施設内でも

医療安全とは別部署で対応実施されてい

ると思われ、本調査の中でも、連携により

安全性が向上した証左は得られなかった。

患者が様々な施設で医療を受ける中での

情報共有不備によるインシデント等への

対応を求めるには、現在の施設要件等では

不十分であることがわかった。 
 
D-Ⅱ （参照：中島分担報告） 
医療安全対策加算１は医療安全管理部門

に専従の医療安全管理者を配置する必要

がある点が対策加算 2 との最大の差であ

る。診療報酬は患者 1 入院当り対策加算

１、2 でそれぞれ 85 点、30 点である。 
これに対して医療安全対策地域連携加算

1 は、医療安全対策加算１を取得している

医療機関が、同加算１の施設と相互訪問し、

また同加算２の施設を訪問して安全対策
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の確認及び助言を与えることに対する評

価として設定されている。医療安全対策地

域連携加算 2 は、医療安全対策加算１を

取得している医療機関が、同加算２の施設

を訪問して安全対策の確認及び助言を与

えることに対する評価として設定されて

いる。診療報酬は 1，2 に対してそれぞれ

50 点、20 点である。 
医療安全対策地域連携加算は、1・2 共に

医療安全対策加算に比べて施設への負担

は少ないが、その効果について確認されて

おらず、効果が疑問視されることもあった。

今回の調査結果から、医療安全対策加算

1・2 の両者において、医療安全対策地域

連携加算の算定の有無で、医療安全対策に

関して大きな差があることが明らかにな

った。さらに驚くべきことは、医療安全対

策加算 1 のみの施設は、専従の医療安全

管理者のいない医療安全対策加算 2 の施

設で医療安全対策地域連携加算 2 を算定

する施設よりも医療安全体制が充実して

いないことである。 
以上の原因については本研究では明らか

になっていないが、医療安全の推進に地域

連携が役立っている可能性については、今

後の研究が必要と考える。 
 
D‐Ⅲ  （参照：水野分担報告） 
本調査は、医療安全対策加算および医療安

全対策地域連携加算の取得状況と、連携先

医療機関の属性や選定理由に関する実態

を明らかにした点で、今後の政策立案や加

算制度の改善に向けた重要な示唆を提供

するものである。 
地域連携加算の取得における連携先の実

態としては、加算 1・加算 2 ともに「一般

病院」との連携が中心であり、これに「リ

ハビリテーション病院」や「長期療養型病

院」が続く傾向が見られた。このことは、

地域における連携の中核を一般病院が担

っていることを反映しており、一般病院が

他の種別の医療機関とのハブ的な役割を

果たしていることを示している。また、加

算 2 取得のための連携でも同様の傾向が

確認され、より高度な医療安全体制の構築

においても、一般病院の果たす役割が大き

いと考えられる。 
連携先の選定理由については、「同じまた

は隣接する 2 次医療圏内の医療機関」と

の連携が最も多く、地理的な近接性が大き

な要因となっていることが分かった。これ

は、日常的な連絡や協働のしやすさを重視

していることを意味しており、現場レベル

での実効性ある連携を支える合理的な判

断といえる。一方で、加算 2 取得施設では

「開設主体が同一」であることが連携理由

として多いという傾向が見られ、より制度

的・組織的な枠組みの中で連携が進められ

ている可能性も示唆される。 
 
D-Ⅳ （参照：山口分担報告） 
本研究では、2 つの特定機能病院の職員に

対するフォーカス・グループインタビュー

の結果をもとに調査用紙を作成し、全国の

特定機能病院の関係職員に対してアンケ

ート調査を実施し、結果のうち、自由記述

で回答されたデータを分析した。 
(1) ピアレビューの現状と意義 
 回答者は、３分の 2 が国公立大学医学

部附属病院に、３分の１が私立大学医学部

附属病院とその他の特定機能病院に属し

ていた。職種別にみると、回答者の 4 割強

が医師であったが、そのほとんどは専従の

医療安全管理者で、管理者は 1 名、医療安

全管理責任者は 9 名であった。郵送先が

医療安全管理部門であったことで、管理

者・医療安全管理責任者までは依頼が回ら

ない施設が多い中、回答した 10 名の管理

者・医療安全管理責任者は、医療安全に対

して高い関心を持っていることが推測さ

れた。 
 自由記述のテキストデータを内容分析

した結果、回答者らがピアレビューの重点

項目として検討したい事項は多岐にわた

っていた。これは、近年の医療安全管理部

門における担当業務範囲の拡大傾向と関

連している。現場では対応に苦慮すること

も多いと推測され、「ピアレビューに期待

したいこと」として「他の監査・検査体制

とは異なる、実務者レベルの具体的な意見

交換や情報交換の場」や「ネットワークづ

くり」が挙がっていたことも、この状況を

反映している。医療機関の連携状況につい

ては、多くの施設が大学病院間や地域の病

院間でネットワークを構築していたもの

の、そのような連携体制を持たない施設も

存在した。このような施設にとって、ピア

レビューは医療安全管理体制の改善にお

ける重要な機会および仕組みとなってい

る。 
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 一方で、「医療安全上の改善に結びつい

た事例」として、「医療安全管理部門の業

務改善」や医療安全管理部門が主導・関係

する業務の改善事例が多く報告されてい

た。このことから、現時点でのピアレビュ

ーの仕組みは、現場レベルでの有意義な情

報交換の場として機能し、実効性のある改

善の手段となっていることが伺える。 
 
(2) 今後に向けた課題 
今後の課題の一つとして、現行のチェック

リストに基づく確認作業を現地で実施す

るか否かという点が挙げられる。重点項目

を議論したいという意見が多い中、網羅的

な確認の重要性も指摘されており、今後は

オンラインの活用などによる効率的な確

認体制の構築が求められる。この網羅的な

確認体制は、ピアレビューへの期待として

挙がっていた「体制や取り組み内容、人員

配置に関しての特定機能病院間の平準化」

や「自施設の経営陣や他の部署に対する強

制力」とも密接に関連している。効率的な

確認体制が確立され、全国の特定機能病院

の体制・活動内容・人員配置が公表・共有

され、標準的な「あり方」が示されること

で、各施設の設置者・管理者・経営陣への

説得力となり、特定機能病院全体の医療安

全管理体制の向上につながることが期待

される。 
次に、死亡事例や医療事故調査制度に関す

る検討をピアレビューで行うべきかとい

う課題がある。死亡事例報告および医療事

故調査に関する意見は、実務上の相談事項

や運用上の改善事例として多く挙がって

いた。一方で、検討事項として取り上げる

ことについては、各施設の背景や事例ごと

の事情、個人情報などの機密性の高い情報

を扱うこと、また別制度であることなどを

理由に、慎重な意見や反対意見も一定数存

在した。さらに、「べき論」や懲罰的な指

摘を懸念する声も聞かれた。現状、立ち入

る医療安全管理責任者の実務経験や医療

安全活動へのエフォートには大きな差が

あり、また医療安全管理者たちには実務上

のニーズがあることを考えると、まずは各

施設が相談したい内容を互いに提示し、

「指摘」ではなく「情報交換」として始め

ることが、今後につながる取り組みと考え

る。 
三つ目の課題は、ピアレビューに伴う業務

負担の軽減である。現場ではその意義が十

分に理解されている一方で、今後の業務の

効率化と運用の標準化を求める声が多い。

具体的には、書類作成の効率化、日程調整

などの関連業務の標準化、立入者数の適切

な制限など、日常業務を妨げない運用方法

が求められている。さらに、厚生局・保健

所の立入検査や監査委員会との役割の区

別を明確にすることも必要とされている。 
 
D-Ⅴ （参照：北村分担報告） 
特定機能病院間相互のピアレビューの相

互訪問には重要職責の多くの人的リソー

スが費やされており、遠距離の場合はコス

トも大きくなっている。参加メンバーを限

ることも可能ではあるが、他大学からの貴

重な学びの機会であるため、医療安全部門

以外の病院幹部、要職を務める人たちが医

療安全部門とともに現場で実際に意見交

換、見学を行い、課題意識を共有すること

が、自院の体制やシステムの改善につなげ

るために有用と考えられる。実際に、高難

度新規医療技術に関する安全対策につい

ては、医療法で求められている事項以上に

自律的に体制の改善やシステム化の検討

が行われている（例：当該医療提供後の遠

隔期モニタリングを実施している病院が

増加（令和 4 年度 38 病院、5 年度 45 病

院）、高難度として申請されないものにも

該当する技術がないかを拾い上げる仕組

みのある病院が増加（令和 4 年度 24 病院、

5 年度 32 病院）等）。事務局の把握する範

囲でも、高難度新規医療技術や未承認新規

医薬品を用いた医療を提供する際の説明

書の項目を病院として標準化することに

ついて、ピアレビューを契機に取り組んだ

大学病院や、電子的な院内死亡症例把握シ

ステムや高難度新規医療技術等のデータ

ベースの構築について、自院で実施可能と

するためにピアレビュー後も連絡をとり

あう大学病院もあった。以上のように、改

善策導入のために必要な組織横断的な検

討やコストについて、意思決定をし得る重

要職責のメンバーが参加するピアレビュ

ーは、それらの実現にむけた契機となりう

ると考えられる。 
重大な事象への対応については、大学病院

の状況を把握しているピアどうしで、実際

の事例を基に意見交換を行うことで、行政

の監査的な立ち入り調査では気づき難い
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改善点も見出されていた可能性がある。特

に、どのようにすべきか正解のない課題

（例えば、死亡症例に関する自律的な振り

返りの仕組み、医療安全対策の PDSA サ

イクルの回し方等）について、互いの良い

取組みを知り新たな展開を得ることので

きる機会であるとも考えられた。今後も、

課題意識の共有を通じて率直な意見交換

を引き出し、多職種での多角的な意見交換

を推進する工夫について、調査票作成に係

るワーキング・グループで検討していく必

要があると考えられた。 
また、ピアレビューでは、調査項目にとど

まらず、様々な課題の共有や助言がなされ

ていた。医療安全・質には、タスク・シフ

ト/シェア、システム化、テクノロジーの活

用、医薬品安全管理の高度化、地域医療・

連携の充実化、人材不足など、幅広い背景

要素が関わっており、薬剤師、事務も含め、

多職種の幅広い積極的な意見交換がピア

レビュー相互訪問時に自由になされるこ

とも、医療全体の質向上のために貢献する

と考えられる。 
 
D-Ⅵ （参照：宮﨑分担報告） 
医療安全管理部門職員を対象とした、より

効果的、効率的なピアレビューのあり方を

検討するアンケート調査では、短期的な方

向性としては、網羅的な調査よりも重点項

目に絞った効率的な運用でベストプラク

ティスの共有や深い議論を現地で行なう

ことを求めていることが明らかになった。

中長期的な改善としては、他の監査との違

いを明確化し、効率的に監査を行なう一方、

医療安全管理部門の拡充やデータベース

の構築など、ピアレビューで得られた知見

を十二分に活用できる環境改善が期待さ

れている。なお、ピアレビューの進行にお

ける執行部や医療安全管理責任者の関わ

りについては改善を求める意見があり、医

療事故調査制度における死亡事案の検討

についても慎重な意見が見られた。これら

の運用については検討を考慮する必要が

あるものと考えられた。 
 
D-Ⅶ （参照：辰巳分担報告） 
南大阪医療安全ネットワーク活動は、

2012 年当時、地域医療安全ネットワーク

活動に対する認識の乏しい時期に幾多の

困難を乗り越えて誕生した。これまで、研

修内容に関するアンケート等は継続して

行われてきたものの、そのネットワーク活

動自体を評価されていなかった。研究１年

目に提示した南大阪医療安全ネットワー

クに参加する医療施設のネットワーク活

動に対する評価は高かったが、具体的な評

価を確認できておらず、2 年目はこの点に

留意し、地域ネットワーク活動、医療安全

地域連携活動の優位性とともに、その費用

対効果を検証することを目標とした。しか

しながら、アンケート回答率が 28%と低

かったことと、費用対効果の検証のための

インシデント（医療事故）件数、実患者数

などの共有が事務レベルで困難であった

ことは今後の課題である。 
また、回答医療施設の規模は、日本の 300
床以下の施設が70-80%を占める実情とは

異なり、平均 421 床とアンケートに回答

する施設がそもそも比較的規模の大きな、

安全活動を積極的に行っている集団にや

や偏移している可能性を示唆し、医療安全

対策地域連携加算１の病院が加算２の病

院と比較して倍以上であったことも、この

可能性を示唆している。従ってアンケート

の結果は、現実よりもやや好ましい傾向と

して表れている可能性がある。その中で、

多くの施設は、比較的積極的に地域の安全

研修等に参加していることが示唆された

反面、自らが率先して安全情報を他施設と

共有して議論するまでには醸成されてい

ないことが示唆された。ただし、医療安全・

医療事故情報を共有している施設では、こ

れらの情報は比較的有効利用されている

ことも示唆され、やはり積極的に情報を共

有し、医療安全の思考・知識を吸収するこ

との重要性とその可能性を示していると

考えられる。 
最後に医療安全地域連携活動については、

その意義は十分共有されてはいるものの、

費用対効果に関しては施設間の病院間連

携の適切な施行に関する情報提供体制の

不足やそこから得られる効果の可視化の

不足などの状況によって異なるのかもし

れない。さらに今後の取組みも踏まえ、医

療安全地域連携活動の障壁を考慮すると、

人的・金銭的・情報リソースの欠如ととも

に、自施設の医療安全のレベルに自信がな

いことから、積極的に外部施設に相談がで

きにくい、所謂心理的安全性の欠如がその

一端にあることも示唆される。 
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南大阪医療安全ネットワークは、できるだ

け形式的にならない敷居の低い集団をう

たい文句として活動してきた。それでもな

お自施設の状態への恥や遠慮が存在する

となると、医療安全の先駆者を招聘して講

演を開催することで地域医療安全活動と

するだけでは、真の目的である地域の中小

医療施設の本質的な質の向上を達成する

ためには、まだ多くの障害が潜むのかもし

れない。 
今後、参加施設からの情報収集を定期的に

行うとともに、病院事務部門が情報提供を

抵抗なく協力できるよう配慮していきた

いと考えている。 
 
D-Ⅷ （参照：森井・此村分担報告） 
D1. 医療機関間での連携効果 
医療安全対策における医療機関間での連

携の効果および費用対効果の検討を行っ

た。 
対象病院におけるアクシデント数は経時

的に増加傾向であった。この傾向は、日本

医療機能評価機構の 275 医療機関からの

報告結果とも一致していると考えられる。

全国的に患者の高齢化、医療そのものの複

雑化などによって、医療安全上のリスクが

高まっていることが推測されるが、医療安

全に関わる医療機関間の連携等によって

医療安全の効果的な取組みが推進され、ア

クシデント数の減少が困難であっても、増

加傾向が鈍化することが期待された。 
DID 分析の結果、連携加算のアクシデン

ト数への有意な影響は認められなかった。

この結果について、以下の研究の限界の点

に留意して解釈する必要がある。まず、連

携加算の効果を最終的に目指すべきアウ

トカムとしてアクシデント数だけで評価

したこと、実際の連携には様々な形態があ

り、中には形骸化している連携も報告され

ていること（他の分担研究において効果的

な連携のあり方を検討）。そして本研究で

は長野県全域の医療機関を対象に医療安

全担当者のネットワークを活用してデー

タ収集を行ったが、、比較のためのコント

ロール群となる連携加算を算定してない

医療機関が限られているため、上記の結果

は不確実性の大きいものであると考えら

れる。また、連携加算を算定しない医療機

関は算定する病院に比べて病床数や職員

数が少なく（本研究ではそれぞれ職員数

600 および 123）、中には診療科数の少な

い病院も含まれていた。同加算を算定しな

い病院では、そもそも一般的に病院の規模、

診療科、提供する医療技術の高度さや複雑

さなどが異なる可能性がある。本研究の

DID 分析では共変量として病院の規模を

反映すると考えられる職員数を含めたも

のの、提供する医療技術の高度さなどの共

変量は含まれていない。今後は例えば全国

レベルの調査を行うなど、上記の課題を考

慮した上で連携加算の有無での比較を可

能にすることで、連携加算の効果について

より不確実性の小さい推計が可能になる。 
 さらに、連携加算は 2018 年 4 月に施行

されたが、その 2 年後からは COVID-19
の流行が開始した。COVID-19流行が医療

提供体制に影響を与えたことは明白であ

り、実際に、医療機関間の医療安全の連携

における相互訪問も中止となり、オンライ

ン上での意見交換となった。したがって、

COVID-19 流行についても本結果に不確

実性をもたらした可能性がある。 
 本研究では、医療安全地域ネットワーク

への加入別のアクシデント数の集計、およ

び加入有無を比較する DID 分析を行った。

医療安全地域ネットワークのうち、CAN
は 2019 年 4 月に設立されたため、本研究

のデータよりその前後での比較が可能で

ある。ネットワークに参加していない場合

と比べて、統計的に有意ではないが、レベ

ル 3a のアクシデント数は増加し、レベル

3b 以上のアクシデント数は増加が少ない

傾向であった。レベル 3a のアクシデント

数については、 
医療安全地域ネットワークを通じて医療

安全対策への意識が向上し、報告数が増加

した可能性が考えられる。また、レベル 3b
以上のアクシデント数に関しては、先述の

要因から一定の結論を導くことは困難で

あるが、医療安全地域ネットワークの活動

がアクシデント数の増加傾向の抑制に一

定程度寄与した可能性が示唆される。同ネ

ットワークでは医療安全管理者の相互支

援を目的として心理的安全性の担保され

た支援体制を構築し、医療機関間のスキル

のばらつきを少なくするべく活動を行っ

ている。連携加算の要件としての連携に加

えて、医療安全地域ネットワークの活動を

併せて行うことで、医療安全に関するアウ

トカムに対して相乗的な効果を有する可
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能性がある。今後は地域医療安全地ネット

ワークによる効果も併せて検討すること

が望まれる。 
 
D2. 医療機関と介護保険施設との連携に

ついて 
介護保険施設と医療機関の連携の効果に

関する DID 分析では、連携の効果に関し

て有意な効果は得られなかった。この結果

については以下の点で研究の限界があり、

大きな不確実性があることに留意して解

釈する必要がある。 
具体的には対象施設数が限られること、対

象とした法人間では提供する介護サービ

スの種類などの点で差異が存在する一方

でそれらの共変量での調整がなされてい

ないこと、サンプル数が少ないこと、およ

び介入の時点が両群で必ずしも統一され

ていないことなどが挙げられる。介護保険

施設における医療機関との連携の重要性

は今後も高まると考えられるため、今後の

研究により、介護保険施設と医療機関の連

携の効果についてより詳細に検証するこ

とが望まれる。 
 
D3. 費用効果分析 
 本研究では医療安全対策における医療

機関間の連携についての費用効果分析を

行った。方法 B3 に記載した通り、DID 分

析等か得られた結果より、連携の効果の有

無については明確には示されていなく、不

確実性を伴うものであったため、費用効果

分析は参考的なものであり、連携の費用対

効果を一意に示すものではない。今後の連

携の効果に関するエビデンスの蓄積に応

じて、本連携加算の費用対効果についてよ

り詳細に検討を行うことが望まれる。 
 感度分析の結果、費用効果分析の結果に

大きな影響を及ぼすパラメータとして連

携の効果に加えてアクシデントの発生率

が挙げられた。本研究では調査回答からア

クシデント発生率のパラメータを設定し

ているが、その値が日本における実臨床を

代表しているかについては不確実である。

今後の調査等から、より適切な値を設定す

る必要がある。 
 本研究は医療安全における地域連携の

費用対効果を検討した数少ない報告であ

る。試行的に分析を行ったものの、データ

の利用可能性などが原因で、以下の点で限

界があると考えられた。まず、設定する患

者集団についてである。アクシデントと患

者の背景疾患を連結させた報告がないた

め、対象患者を平均的な入院患者として、

ベースケースでは、予後は一般集団と同等

とした。実際には、患者属性等によりアク

シデント発生率やアクシデントの種類が

異なる可能性があるため、アクシデントを

受けた患者の属性や予後などのデータが

明らかになることにより、より正確な分析

が可能になる。次に、医療事故の種類は多

様であることが挙げられる。費用効果分析

では分析の実施可能性の観点から、レベル

3b 以上のアクシデントとして転倒・転落

による大腿骨頸部骨折を想定した。アクシ

デントの種類、構成割合、およびそれぞれ

の予後については患者ごと、およびケース

ごとに異なることもあり、平均的な費用等

を定義することは実質的に困難であるこ

とに留意する必要がある。その他には、連

携加算には要件が存在するものの、連携の

内容においては施設ごとに差異が存在す

る可能性があること、連携加算 1 と 2 の

効果について独立して検討できていない

こと、アクシデント数は報告数ベースであ

るため、特にレベル 3a 以下の重症度の低

いインシデント数は報告体制・報告する文

化による影響を受ける可能性が大きいこ

とから分析に含めていないこと、および本

研究における専門家へのヒアリングより、

例えば地域医療安全ネットワークにおい

ては日常的な医療機関間の相談相手があ

ること、他機関との交流を通じた医療安全

文化の醸成、経営層の医療安全意識の向上

の効果があること、またそういった効果の

発現には長期間を要するが、本研究では限

られた期間しか検討できていないことな

どが挙げられる 
 
D-Ⅸ （医療・介護の連携） 
超高齢化社会を迎え医療介護連携は不可

欠であり、2024 年度からは診療報酬及び

介護報酬の同時改定により、医療介護連携

を推進する加算も開始されている。一方で、

介護現場の医療安全の強化も喫緊の課題

であり、「介護保険施設等における事故報

告に関する調査研究事業」「介護保険施設

等におけるリスクマネジメントの推進に

資する調査研究事業」などが実施されてい

る。また医療機関においては、患者の身体
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拘束を適正化することが求められている

が、その際にヒントとなる身体拘束をせず

に患者・利用者に安全なケアを提供するノ

ウハウは介護現場において既に蓄積され

ている。相互に学び合える医療介護の連携

よって患者・利用者の安全なケアが推進さ

れることが示唆されている。その際に病院

から介護施設等に対して、「上から目線」

ではなく、互いが自由に意見交換できる

「心理的安全」な場が必要となる。 
 
Ｅ．結論 
様々な医療安全に資する連携が存在する。

具体的には、特定機能病院間のピアレビュ

ー、医療安全対策地域連携加算による医療

機関間の連携や自主的な地域における医

療安全ネットワーク、医療介護連携、など

である。これらの連携には、共通する大き

く３つの機能の類型がある（①より安全な

仕組みづくり、②安全を担保する一定水準

の維持、③医療安全担当者の学び合い・相

互支援の場）。 
この中で、他の第三者評価にはない医療機

関同士の連携（特定機能病院のピアレビュ

ーや医療安全対策地域連携加算の相互評

価を含む）に特徴的な機能は、「③学び合

い・相互支援の場」であり、③の実現には

連携の場が「心理的安全な場」であること

が必要である。さらに③は、医療機関同士

の連携により①②を達成する上での基盤

となる。また、連携の成果の視点として、

有害事象の減少などのアウトカムだけで

なく、よりよい医療安全管理体制

（Structure）や対策の実践（Process）な

どにも注目する必要がある。全国的なアン

ケート調査から、医療安全対策連携加算を

取得している医療施設は、医療安全の総合

的レベルが高いことが示唆されている。熱

心に取組む地域のネットワークのアンケ

ートにおいても地域連携の意義を高く評

価している。 
また医療安全における地域連携の費用効

果分析においては、ICER への影響が大き

い主なパラメータはアクシデント発生率、

連携による効果、および加算費用などであ

った。同様の研究は少なく、本分析手法や

分析上の課題や限界は今後の参考になる

と考えられる。 
特定機能病院のピアレビューにおいては、

外形的な医療安全管理体制の評価に留ま

らず、互いの実践の深い学び合いや率直な

意見交換に意義を感じている実務者が多

く、これらは、様々な既存の対策の実践

（Process）の更なる推進等にも寄与して

いると考えられる。方法論の一つとして死

亡事例を検討することについては、課題共

有・実践的助言・標準化につながる等の肯

定的意見が見られた一方で、センシティブ

な内容や個別性への配慮が必要等の慎重

な意見も見られた。あらためて③を実現す

る基盤：「心理的安全な場」を創る（効果

的な①②も推進する）ことが必要である。

これは医療介護の連携においても同様で

ある。具体的には、まずは各施設が相談し

たい内容を互いに提示し、「指摘」ではな

く「情報交換」として始めることである。

その上で、施設間の相互評価においては、

既成の評価項目でなく、ニーズをヒアリン

グして作成すること、そして相互評価だけ

でなく、ともに学ぶ研修の機会・相談をで

きる機会をつくること、手段としてオンラ

イン会議も活用すること、事務部門との連

携強化、などが効率的かつ効果的な医療安

全の連携体制の構築に寄与する。 
 

Ｆ．研究発表 
1.  論文発表 
－ Mizuno A, Yasuda A, Nakajima S, 
Taneda K. Current status of local 
network system for patient safety in 
Japan. Journal of the National Institute 
of Public Health. 2024；73（4）：323-329．
（水野篤、安田あゆ子、中島勧、種田憲一

郎．日本の医療安全地域連携体制について．

保健医療科学．2024；74（4）：323-329） 
 
2.  学会発表 
－水野篤 日本の医療安全地域連携体制。

第 19 回医療の質・安全学会学術集会 
2024 年 11 月 30 日（土） 13:15～14:15 
－種田憲一郎．（メイン講演 ⑫）患者安全

を高める施設同士の連携‐厚労科研から

見えた患者安全ネットワークの現状とこ

れから：厚労科研の概要．第 11 回日本医

療安全学会学術総会；2025.3.15‐16；名

古屋．日本医療安全学会学術総会抄録集 
2025．p.52 
－中島勧．（メイン講演 ⑫）患者安全を高

める施設同士の連携‐厚労科研から見え

た患者安全ネットワークの現状とこれか
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ら：国家公務員共済組合連合会の医療機関

における医療安全対策に対する地域連携

の効果．第 11 回日本医療安全学会学術総

会；2025.3.15‐16；名古屋．日本医療安

全学会学術総会抄録集 2025．p.52 
－山口（中上）悦子. ピアレビューについ

て.第 11 回医療安全学会シンポジウム（患

者安全を高める施設同士の連携 「―厚労

科研から見えた患者安全ネットワークの

現状とこれから―」）. 2025.3.16 ウインク

愛知. 名古屋. 
－安田あゆ子．（メイン講演 ⑫）患者安全

を高める施設同士の連携‐厚労科研から

見えた患者安全ネットワークの現状とこ

れから：全国医療機関対象の調査から．第

11 回日本医療安全学会学術総会；

2025.3.15‐16；名古屋．日本医療安全学

会学術総会抄録集 2025．p.52 
 
Ｇ． 知的所有権の取得状況 

 1. 特許取得 

なし 

 2. 実用新案登録 

なし 

 3.その他 

なし
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地域連携の取り組み
～“おひとりさま”医療安全管理者を、地域で支える～

南信州医療安全ネットワーク 代表
医療安全全国共同行動 企画委員

行動目標1

JA長野厚生連 下伊那厚生病院
内科部長 / 医療安全管理室長

すがの たかひこ

菅野 隆彦

医療安全管理者養成講習会 2022年12月02日

参考資料のURL等を QRコードにしましたので、ご利用ください

本講義では、講義映像のみに掲載されるスライドがございます25



1985年 滋賀医科大学 卒業→東京医科歯科大学 胸部外科（心臓血管外科＆呼吸器外科）

自己紹介

職歴 医療安全歴

 1999年 東京都立墨東病院
注射業務標準化プロジェクト

 2000年 NDP参加
医療のTQM推進協議会

 2005年 医療の質・安全学会
 2008年 医療安全全国共同行動

行動目標1 危険薬の誤投与防止
 2014年 南信州医療安全ネットワーク

 1995年 東京都立墨東病院
胸部心臓血管外科

 2000年 武蔵野赤十字病院
心臓血管外科 ＋ 呼吸器外科

 2007年 小清水赤十字病院（北海道）
循環器内科

 2014年 下伊那厚生病院（長野県）
内科

NDP (National Demonstration Project on TQM for Health＝「医療
のTQM実証プロジェクト」)
病院と品質管理専門家の緊密な協力により、病院医療において患者本位の質
を確立し継続的に向上させるための質保証システムと組織的質管理のありかた
のモデルを構築することをめざすボランティア・プロジェクト。
http://www.ndpjapan.org/
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1985年 滋賀医科大学 卒業→東京医科歯科大学 胸部外科（心臓血管外科＆呼吸器外科）

自己紹介

職歴 医療安全歴

 1999年 東京都立墨東病院
注射業務標準化プロジェクト

 2000年 NDP参加
医療のTQM推進協議会

 2005年 医療の質・安全学会
 2008年 医療安全全国共同行動

行動目標1 危険薬の誤投与防止
 2014年 南信州医療安全ネットワーク

 1995年 東京都立墨東病院
胸部心臓血管外科

 2000年 武蔵野赤十字病院
心臓血管外科 ＋ 呼吸器外科

 2007年 小清水赤十字病院（北海道）
循環器内科

 2014年 下伊那厚生病院（長野県）
内科

東北大学大学院社会医学講座
国際保健学分野 教授
上原 鳴夫 先生（故）

武蔵野赤十字病院院長
三宅 祥三 先生（故）

東京大学名誉教授
日本医学会第6代会長
高久 史麿 先生（故） 3
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NDP
有志病院と品質管理専門家とペアを組んで、

（1）「医療の質安全向上のための病院共同改善プロジェクト」を通じて「質・安
全」と「システム」の考え方を学び改善の文化と技法を組織に浸透させる
（2）「患者さんによる医療評価調査」を通じて、「患者本位の質」のあり方を学び
患者本位の質を設計する
（3）「ＴＱＭの導入支援」を通じて、医療の質保証システムと組織的な質・安全管
理の能力および組織運営体制を構築する

4

＜品質安全管理アドバイザー＞
飯塚 悦功 東京大学大学院 工学系研究科化学システム工学 教授
井上 則雄 ㈱竹中工務店 大阪本店
大滝 厚 明治大学 理工学部生産システム工学 教授
大藤 正 玉川大学 経営学部国際経営学科 教授
小柳津 正彦 財団法人 日本規格協会 審査登録事業部 （非常勤）
河野 龍太郎 東京電力株式会社技術開発研究所ヒューマンファクターグループ
黒田 幸清 財団法人 日本規格協会 審査登録事業部 審査計画センター所長
下山田 薫 株式会社 ケイ・シー・シー
杉山 哲郎 中部品質管理協会 ＣＱＣＡ
福丸 典芳 福丸マネジメントテクノ
棟近 雅彦 早稲田大学 理工学部経営システム工学科 教授
村川 賢司 前田建設工業㈱ 経営管理本部 総合企画部
山崎 正彦 元 コニカマーケティング（株）
土屋 文人 東京医科歯科大学病院歯学部附属病院 薬剤部長

参加病院（2002年～2007年）
武蔵野赤十字病院
宝生会 ＰＬ病院
麻生飯塚病院
佐久総合病院
成田赤十字病院
国立仙台病院
国保藤沢町民病院
東北大学医学部付属病院
仙台社会保険病院
神鋼加古川病院

以下は、平成15年度からの参加病院です。
札幌社会保険総合病院
関東中央病院
前橋赤十字病院
岩国市医療センター医師会病院
新日鐵広畑病院
大樹会回生病院

（協力）名古屋大学救急・集中治療医学教室

＜企画調整部会委員＞
飯塚 悦功 東京大学大学院工学系研究科化学システム工学 教授
上原 鳴夫 東北大学大学院社会医学講座国際保健学分野 教授
三宅 祥三 武蔵野赤十字病院 院長
棟近 雅彦 早稲田大学理工学部経営システム工学科 教授
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1. イントロダクション
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1.イントロダクション
“おひとりさま”医療安全管理者を、地域で支える
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医療安全管理者は
孤立している

8
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病床の規模別にみた施設 2022/4/27現在

9
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300-399
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500-
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病院〉
床未満 70%

病院〉
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100～200床程度の病院の医療安全担当者の悩み

1) 医療安全についての情報・ノウハウが足らない
2) 医療安全に対する金銭的援助を受けることが困難
3) 医療安全管理者が兼任であることによる時間の不足
4) 医療安全スタッフの不足
5) 経営陣の医療安全への必要性の理解が十分ではない
6) 地方では十分な研修会・講演会が開催されない

10
20231028 心理的に安全な医療安全地域連携のかたち～ピアレビューからネットワークへ～
辰巳陽一先生 ご講演より

管理者（専任者）の孤立！
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KAWANO Ryutaro 2009 (C) 11

１．お金がない （No Money）
２．人が足りない （No Manpower）
３．時間がない （No Time）

＋管理が不十分 （No Management）

2009/11/21 第４回医療の質・安全学会教育講演
「医療安全へのヒューマンファクターズ・アプローチ」（河野龍太郎 氏）より
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医療事故による
金銭的損失

12
36



医療事故が多発していた武蔵野赤十字病院

 1987-1992年 医療事故が多発し、6年間で支払わ
れた和解金 総額 2億5000万円超になった。

 加入していた保険会社から、「医療事故に対して病院と
して組織的な防止策はとれませんか」と強い要請あり。

 三宅祥三先生（当時 内科部長）を中心に、試行錯
誤で医療安全への挑戦がはじまった。

13-武蔵野赤十字病院の取り組み-」（エルゼビアジャパン）より
37



医療事故の発生による影響
横浜市立大学附属病院 患者取り違え 1999/１月

京都大学附属病院 人工呼吸器加湿器エタノール取り違え

 2000/3月

東海大学附属病院 内服薬を静脈注入 2001/３月

群馬大学附属病院 腹腔鏡手術による 死亡事故 2010-2014

東京女子医大附属病院 プロポフォール過量投与 2014/2月

14

ひとたび、医療事故が発生すると、世間の評判・信用が低下するのみな
らず、特定機能病院が、それの取り消しとなると、大きな金銭的な損失と
なり、保険会社からも査定が厳しくなり、契約の継続も危うくなる。（あ
る試算では、年間20億円の損失）38



地域連携の必要性（総論）
• 医療安全管理者を含めた医療の質・安全を担う職員が少なく、医療安全を単独

の病院だけで行うのは、非効率である。

• 医療事故が発生すれば、様々な損失を招き、金銭的損失も高額となる。

• 厚生労働省、日本医療機能評価機構、他各組織体*（国立病院機構、日本
赤十字社、全国医学部長病院長会議、JA全厚連、地域医療機能推進機構
（JCHO）など）で、どの病院でも利用できる医療の質・安全の仕組みがあればい
いが、現実にはない。

• しかし、既に感染対策では、地域連携で実績がある。

• 医療の質・安全でも、地域の顔が見える医療機関同士、互助的に医療の質・安
全について 多角的に手順書や仕組みを共有化し、高信頼地域を構築することで、
患者のみならず、地域の医療機関からも信頼を得ることができる。

15
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2.地域連携、なぜやるの？
医療安全対策地域連携加算が算定できるようになった

16
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KS8（パネルディスカッション）
地域医療安全ネットワークの現状とネットワーク間連携の可能性
辰巳陽一、前田章子、川上善久、末吉聖二、長谷川剛
座長：辰巳陽一、長谷川剛

KS9（パネルディスカッション）
ワンオペ（おひとりさま）医療安全管理者応援プロジェクト活動か
ら見えてきたこと―医療安全管理者の現状と課題―
江川美穂、川崎悦子、島田尚哉、長谷川剛
座長：長谷川剛、林知江美

SY3（シンポジウム）
地域医療における“つながり”を設計する
新木一弘、田中剛、狹間研至、秋山正子
座長：林泰広、中野由美子

地域連携：学会の動向
第14回（2019）医療の質・安全学会より

41
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①感染対策の地域連携がすでにある
I. 2012年から、感染防止対策加算に加えて、感染防止対策地域連携

加算が算定できるようになった
II.互いの医療機関に赴いて、相互に感染防止対策に係る評価を行う
III.内容
 各施設の感染症情報の共有：アンチバイオグラムの更新
 感染相互ラウンド
 インフルエンザ流行期の面会制限の地域での統一 など

②診療の地域連携が構築されている
• 2015年から、地域医療構想が策定されてきた
• 高度急性期、急性期、回復期、慢性期など、病院の機能分化による地

域連携が構築されてきた

地域連携の先駆者
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2,611

厚生労働省: “平成30年度診療報酬改定後の算定状況等について”. より転載
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000547022.pdf ［2022.6.15閲覧］

43



施設基準の届出状況

20
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2018 2020 2021 2022

対策加算1

対策加算2

連携加算1

連携加算2

西暦

病院数

西暦 2018 2020 2021 2022
総病院数 8238

医療安全対策加算
1 1792 1812 1807 1805
2 2033 2135 2182 2263
計 3825 3947 3989 4068

医療安全対策地域連携加算
1 1337 1473 1475 1489
2 1274 1481 1498 1517
計 2611 2954 2973 3006
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I. 1人で医療安全をやることの不安
• 自分のやっていることは大丈夫だろうか
• 改善点をみつけても、どう展開したらいいかわからない

II.単独の病院での医療安全の限界
• 人、物、金が、中小企業レベルでしかない
• 医療安全研修を1病院で行うと、講師の招聘の限界、開催回数の限界、開催規模の限界

がある
III.外部監査の限界

• 日本医療機能評価機構の病院機能評価では、医療安全について、自身のスキル・活動の
レベル、立ち位置が把握しにくい

IV.氾濫する医療安全の情報収集
• 厚生労働省、日本医療機能評価機構、医薬品医療機器総合機構などの公的機関から

の情報のみならず、ネットから多くの情報が発信されるが、すべてを把握しきれない

地域連携の必要性
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I. “おひとりさまGRM”の精神的な安心
• 仲間が傍にいれば、いつでも相談にのってもらえる

II.高信頼地域としての医療の質向上
• 点ではなく、面での対応となり、高信頼地域として、医療の質向上につながる
• 複数病院で、医療安全活動を協働することで、人、物、金のスケールメリットを得やすくなり

ます。
• 医療安全研修を複数病院で行うため、有名講師の招聘、年間複数回数での開催など、

全国規模の研修を実施できる
III.外部監査の身軽さ

• 地域の病院同士で、相互ラウンドすることで、気軽にアドバイスがもらえる
• 地域の病院の医療の質を知ることができて、地域の診療連携にも役立つ

IV.医療安全情報の有機的なやりとり
• 公的機関や学会などから大量に医療安全情報が入ってきますが、地域の他の医療機関と

共有すれば、有機的な利用を容易にすることができ、地域の医療安全のスキルアップにつ
ながります。

地域連携をやることのメリット
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3.地域連携、どうやっているの？
南信州医療安全ネットワークの活動をご紹介します

23
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南信州医療安全ネットワーク 概要
 参加病院：8病院

 飯田市立病院（419床）
 飯田病院（447床）
 健和会病院（199床）
 瀬口脳神経外科病院（66床）
 輝山会記念病院（199床）
 下伊那厚生病院（111床）
 下伊那赤十字病院（112床）
 長野県立阿南病院（85床）

 事務局：

 飯田市立病院 医療安全部

 代表：

 菅野隆彦 （下伊那厚生病院）

 後援：飯田医師会

 参加者：
 基本、医療安全に関わる職員
 医療安全管理責任者（GRM）
 
 医療安全担当医師
 医薬品安全管理責任者
 医療機器安全管理責任者
 放射線安全管理責任者

 定例会開催場所：飯田市立病院
 研修開催場所：飯田市立病院

 ネットワーク参加費：￥0
 （要時 実費徴収）
 現在定例会参加者数：20名ほど
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 飯田市立病院 薬剤師 川上善久氏
 2014年4月 医療安全管理者GRMに就任
• 医療安全活動を取り組む中で、活動の方向性が正しいのか不安になったり、

どのように取り組んだらよいのか悩んだ
• 他施設はどうしているのか、聞きたいことがあると、1病院ずつ電話をして聞い

た
• 一方、感染対策部門は、診療報酬がついており、地域のネットワークがすで

にあり、地域での活動や相互ラウンドなども行われていた

南信州医療安全ネットワーク 沿革1

医療安全でも、感染対策と同様にネットワークを
構築すれば、一人で悩まずに活動ができると考えた49



 2014年7月
飯田医師会 病院長会に、医療安全担当者が集ま
る会を、医師会傘下に作ることを提案し、承認された

 2014年7月
飯伊（飯田・下伊那）二次医療圏の8病院で「飯
伊医療安全担当者会」が発足した

 2016年4月
高信頼地域として業務を遂行することを目的に、「南
大阪医療安全ネットワーク」（代表 近畿大学 辰巳
陽一先生）を参考に、「南信州医療安全ネットワー
ク」に改名した

南信州医療安全ネットワーク 沿革2
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南信州 飯伊地域

中核都市：飯田市：とにかく交通の便が悪い （陸の孤島)

＜高速バス＞
長野市（4時間） 松本市（2時間）東京（4時間以上）名古屋（2時間）

※主要な交通網は、高速道（中央道、長野道）
＜鉄道＞
JR飯田線：秘境駅で有名な超ローカル線(94駅 195.7km 辰野-豊橋 6.5時間）

※2027年 リニア中央新幹線

（長野県駅=飯田市）ができると

品川駅(約45分)、名古屋駅(約27分)

となる予定ですが。

27
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飯田市
 飯田市立病院（419床）①
 飯田病院（447床）①
 健和会病院（199床）①
 瀬口脳神経外科病院（66床）
 輝山会記念病院（199床）①
   （2022年から②へ）
  （介護療養病院）西澤病院、菅沼病院

下伊那郡
高森町：下伊那厚生病院（111床）②
松川町：下伊那赤十字病院（112床）②
阿南町：長野県立阿南病院（85床）①

阿智村、売木村、大鹿村、下條村、喬木村
天龍村、豊丘村、根羽村、平谷村、泰阜村

南信州 飯伊（飯田・下伊那）圏域
（長野県二次医療圏）

※ ①：加算1、②：加算2

面積：1,929km²（大阪府とほぼ同じ）
人口：163,069人（2015年）
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コロナ禍の功罪
 2020/1/15 新型コロナウイルス感染症 日本第一例目 確認
 2020/4/7に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の

７都府県に緊急事態宣言が発令、その後、4/16対象を全国に
拡大

29

 感染対策のため、ネットワークの定例会、研修会、病院
相互ラウンドが中止、制限を受けてしまった
⇒ でも、研修会や病院相互ラウンドを工夫してやりました

 コロナウイルス感染により、全国的に移動ができなくなり、
講演会や学会が中止・延期となった
⇒ でも 学会・講演会・研究会・研修などがWeb開催となり、

僻地である当地では、移動せずに参加できる
53



発足時メンバー（2014）：多職種
i. 飯田市立病院：川上 善久（薬剤師･専従GRM）、赤羽目 千布子

（看護師）、田中 正人（臨床工学技士）

ii. 飯田病院：梶間 郁榮（看護師･専従GRM）、北澤 真弓（薬剤師）

iii. 輝山会記念病院：清水 康裕（医師）、原田 嘉和（看護師）、
串原 恵太（臨床工学技士･専従GRM ）

iv. 長野県立阿南病院：奥村 徳子（看護師･専従GRM）

v. 健和会病院：木下 和賀子（看護師･専従GRM）、長谷部 優（薬
剤師）

vi. 下伊那厚生病院：熊谷 和夫（看護師・兼務GRM）

vii.下伊那赤十字病院：熊谷 幸子（看護師・兼務GRM）

viii.瀬口脳神経外科病院：小林 健（作業療法士）、川尻 菊野
（看護師）、加藤 洋子（臨床検査技師）

30
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各病院のGRMの医療資格(2022/10月現在)

飯田市立病院：  薬剤師･専従GRM
飯田病院：   看護師･専従GRM
健和会病院：  看護師･専従GRM
輝山会記念病院： 臨床工学技士･専任GRM 
長野県立阿南病院： 看護師･専従GRM
下伊那厚生病院： 臨床工学技士・専任GRM
下伊那赤十字病院： 看護師・専任GRM

多職種がいい！

55



 医療は、多様化
 ケアも、多様化
 医師一人では、何もできない
 他の職種も多様化・複雑化

単一職種で、業務ができる時代ではない

多職種で、チームで、業務を行う

→医療安全のみならず、医療の質改善につながる

多職種がいい！
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長野県は多職種でやっている
長野県看護協会

×
長野県病院薬剤師会

×
長野県臨床工学技士会

×
長野県臨床検査技師会
4団体が合同で研修会を開催

33

研修会名・講師 開催日時 2023
多職種合同研修
「医療メディエーションの基礎を学ぶーいつでも、
どこでも、だれでも、医療メディエーションー」
講師：髙木宏明（諏訪中央病院）

7/22（土）
10:00～16:00

多職種合同研修
「地域で取り組む医療安全～医療安全推進
ネットワークの取り組みから学ぶ～」
講師：辰巳陽一（近畿大学病院）

10/28(土）
10:00～16:00
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① 定例会議（担当者会議）

② メーリングリスト（ML）
③ クラウドサーバー
④ 「医療安全 相互ラウンド」のコーディネート

3.地域連携の実践 で 紹介します

⑤ 共同行動：医療安全ポスター等の作成

⑥ 合同研修会の開催
⑦ 飯田警察署と情報交換
⑧ 誤接続防止コネクタに係る国際規格の導入

⑨ 「院内医療安全研修」の支援
⑩ インシデントアクシデント報告の地域内での分析支援
⑪ その他

ネットワークの取り組み
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 病院相互ラウンドの計画・実施・振り返り
 合同研修の計画：ImSAFER、チームSTEPPSなど
 各施設での課題や事例などについて情報交換や情報共有
 内服薬分包のまとめにステープラー（ホッチキス®）を使用することにつ

いて
 院内の時計の時刻合わせについて
 ハサミなど危険物の持ち込みと管理について
 転倒時対応フローチャート（頭部外傷）について
 ガストログラフイン使用時の承諾書について
 採血禁止上肢からの採血事例について

医療看護支援ピクトグラム 導入（飯田市立病院）

①定例会議：2か月に1回
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採血禁止側からの採血事例について

飯田市立病院 医療安全部 川上 善久 作成 36

医療看護支援ピクトグラムを導入

  

南信州医療安全ネットワーク
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ベッドまわりのサインづくり研究会 http://iryoupict.com/hello.html [2022.10.20閲覧]

設立経緯と現在の活動
2007年11月
第2回医療の質・安全学会学術集会で、医療施設用に試作したピクトグラムに関
する研究が、ベストプラクティス部門最優秀賞を受賞した
これを機に、実用化、サインを標準化図記号にするために「ベッドまわりのサインづ
くり研究会」が設立された
医療看護支援ピクトグラムを開発
→導入時の相談および導入後の評価等の調査・研究を行っている

メンバー：
横井 郁子（東邦大学）、橋本 美芽（首都大学東京）、
濱野 拓微（鹿島建設）、島津 勝弘（島津環境グラフィックス）、
藤原 康人（パラマウントベッド）、藤田 衛（山下設計）

医療看護支援ピクトグラム

1. 横井郁子, 橋本美芽, 濱野拓微, 甘粕敏昭, 岩井田英昭, 藤原康人, 鈴木美和子, 村野大雅, 森祐美子: 第2
回「ベストプラクティス」報告 最優秀賞, ヘルスケア情報をピクトグラムで. 医療の質・安全学会誌. 
2008;3:163-9.

2. 横井郁子: ヘルスケア情報をピクトグラムで. 医療の質・安全学会「医療の質と安全をめざすベスト
プラクティス賞」最優秀賞を受賞して. 看護管理. 2008;18:478-82.
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ベッドまわりのサインづくり研究会: 医療看護支援ピクトグラム. より転載
http://iryoupict.com/pdf/medi_pict2012.pdf [2022.6.15閲覧]

医療看護支援ピクトグラム
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②メーリングリスト（ML）で、情報伝達・情報交換

③ クラウドサーバー：共有ファイルの保存相互利用

④ 「医療安全 相互ラウンド」のコーディネート
（医療安全対策地域連携加算による）

3.地域連携の実践 で 紹介します

ネットワークの取り組み-2 
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⑤ 共同行動：医療安全ポスター等の作成
→参加病院で一斉に掲示

 PTPシート誤飲防止ポスター
地元医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力を得て、飯伊圏域の全病院、医院、歯科医院、薬

局に共通ポスターを掲示した

 患者確認ポスター
医療安全全国共同行動 行動目標8のポスターを使用

（フルネーム確認推進ポスター（患者さん向け））

 「検査結果を聞きましょう」ポスター
医療の質・安全学会と医療安全全国共同行動の、

「検査の見落とし対策の1つとして『患者さんの参加』
をお願いする」ためのポスターを使用

 患者・家族の安全対策 20ヵ条パンフレット
医療安全対策（入院）に患者さんとご家族に参加いただくための

パンフレットを作成し、説明・配布をしている

ネットワークの取り組み-3 
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PTPシート誤飲防止ポスター

二次医療圏全体で、
同じポスターを掲示す
ることで、患者や家族
へ繰り返し、アピール
できる

65



いいものは、どんどん利用する！

医療安全全国共同行動: フルネーム確認推進ポスター（患者さん向け）.
http://kyodokodo.jp/wp/wp-content/uploads/2016/06/
be25257aef653fe5bbff6f802d924bb6.pdf [2022.6.15閲覧]

医療安全全国共同行動, 医療の質・安全学会: 検査結果確認ポスター.
http://kyodokodo.jp/wp/wp-content/uploads/2019/08/
kensakekka_posuta20190801.pdf [2022.6.15閲覧]
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南信州医療安全ネットワークの飯田病院が作成67



ネットワークの取り組み-4 
⑥ 合同研修会の開催：院内研修のプラスα的位置づけ

ImSAFER研修： 年2回（ImSAFER研究会 協力）
チーム STEPPS 研修： 年2回（TSJA* 協力）

⑦ 飯田警察署と情報交換
「一定の病気等に係る運転者対策」 2015年

⑧ 誤接続防止コネクタに係る国際規格の国内導入
（PMDA)：経腸栄養分野
病院のみならず、開業医、各種施設、訪問看護STなど、飯田医師
会と連携

* TSJA：チームSTEPPS JAPAN ALLIANCE68



⑦合同研修会：ImSAFER研修
•講師は、ImSAFER研究会
 春日道也氏に依頼
•2015年10月に第1回を開催
•年２回、飯田市立病院で開催
•コロナ禍：グループワークではなく、
寺子屋方式も採用し、感染対策
しながら実施
•2021年までに約300名が参加
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ImSAFERの特徴
① 人間の行動モデルをベースにしている。
② 現場で実際に働いている人が使える。
③ 簡単な講義と実習を受けるだけで使えるようになる。
④ 最後の対策の評価までの手順が準備されている。
⑤ 各手順においてそれぞれ便利なツールが提供されている。
⑥ 対策立案の発想手順がある。
⑦ エラーメカニズムやリスク低減の考え方を学ぶためのツー
ルとしても利用できる。

46ImSAFER研究会
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⑦合同研修会：チーム STEPPS研修

•講師は、飯田市立病院 川上善
久氏（チーム STEPPS マスタート
レーナー）に依頼している
•2016年5月に第1回を開催した
•年２回、飯田市立病院で開催
•2021年までに約200名が参加
•コロナ禍では、中止となった
 2020年0回
 2021年1回
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チームSTEPPS 研修
チームSTEPPS ®は、医療専門家のために設計されたチームワークシステム

① 組織内の患者の安全性を向上させる強力なソリューション
② 医療専門家間のコミュニケーションとチームワークのスキルを向上さ

せる、証拠に基づいたチームワークシステム
③ すぐに使用できる資料のソースと、チームワークの原則を ヘルスケ

アシステムのすべての領域にうまく統合するためのトレーニングカリ
キュラム

④ 科学的に20年以上の研究とチームワーク原則の適用からの教訓
に根ざす

⑤ 米国国防総省とAHRQ*が共同で開発、現在、Ver3.0が公開

48

南信州医療安全ネットワークでは、
各病院に チームSTEPPS 研修などを支援しています

*AHRQ： Agency for Healthcare Research and Quality 
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チームSTEPPS 研修

講師役：川上 善久 氏（マスタートレーナー）
プログラム：

9:00-16:00（日曜日）：6時間（昼休憩 1時間）

 なぜ医療安全に取り組むのか。
 なぜチームトレーニングが必要なのか。
 チームに必要なコンピテンシー（実践能力）を理解する。
 チームSTEPPSを体験するための寸劇を行う。
 楽しく学ぶ。

参加人数：5-6名×3-4グループ

49
73



TeamSTEPPS研修・ImSAFER研修

飯田市立病院 医療安全部 川上 善久 撮影 50

研修

ImSAFER研修
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 一定の病気等に係る運転者対策
（平成26年6月1日 施行）

長野県警察本部職員   2名
東北信運転免許課職員  2名
飯田警察署職員   1名

の講師による学習会を実施

 改正道路交通法の中で「一定の病気
等に係る運転者対策」について整備

 この中で、一定の病気等に該当する者
を診断した医師による任意の届け出制
度が設定

 病院としてどのように対応したらよいのか

⑧飯田警察署と情報交換
【一定の病気等の例】

• 認知症

• 統合失調症

• てんかん

• 再発性の失神

• 無自覚性の低血糖症

• 躁うつ病

• 重度の眠気の症状を呈
する睡眠障害

• アルコール、麻薬等の
中毒

• そのほか安全な運転に
支障のあるもの
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 一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事
項について（通達）

（警察庁丁運発第232号 令和２年12月23日 警察庁交通
局運転免許課長）

第２ 運用上の留意事項 ６医師の届出等に関する留意事項
(1)内容
医師が、患者の病状からして運転に支障があると思われる場合、当
該患者の診察結果を公安委員会に任意に届け出ることができる
とともに、当該届出行為が守秘義務違反とならないことを明確化
したものである（法第101条の６第１項及び第３項）

⑧飯田警察署と情報交換
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⑨誤接続防止コネクタに係る
国際規格の国内導入：経腸栄養分野

医薬品医療機器総合機構: PMDA医療安全情報. No.58 改訂版 2022年5月 誤接続防止コネクタの導入について. より転載
https://www.pmda.go.jp/files/000246549.pdf [2022.6.15閲覧] 77



ネットワークの取り組み-5 
⑨ 「院内医療安全研修」の支援

⑩ インシデント・アクシデント報告の地域内での分析支援
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⑨「院内医療安全研修」の支援
「院内医療安全研修」（年2回）

厚生労働省「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修
プログラム作成指針」には、医療安全管理者の業務の一つとして「医療
安全に関する職員への教育・研修の実施」

• ネットワークメンバーが、要請されて派遣講師として対応して
いる。

• 各病院内の“医療安全の発表会”へネットワーク・メンバー
が参加出席し、自院に参考となる活動を持ち帰って、水平
展開しています。

55
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⑩地域内での分析支援
 ～インシデント・アクシデント報告

56

9年経過し、更に相互ラウンドを5年実
施し、病院相互での職種ごとの連携もとれ、その中で、掘り
下げた相談ができる環境が整ってきた。

ImSAFERを推奨している。
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実際に検討された事例（一部）
 眼科手術で点眼薬の左右取り違え

 採血時の神経損傷

 入院患者のスリッパによる転倒

 術中胆道造影時にガストログラフィン使用に関する承諾
書の必要性の有無

 経管栄養チューブの挿入確認の具体的な手順

 事前指示書の運用

57
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他の地域の医療安全活動
 南信州医療安全ネットワーク
 中信医療安全ネットワーク CAN
 山梨医療安全研究会

（2023年10月1日現在）

• 旭川医療安全ネットワーク会
• 道南いかネット（函館市 道南）
• J・Sネットワーク（小樽、後志：倶知安）
• Sapporo Safety Network（札幌市）
• Let‘s link up！（札幌市）
• 釧路医療安全ネットワーク
• 青森地域医療安全研究会
• 千葉県看護協会医療安全大会
• 医療安全推進ネットワーク（神奈川県看護協会）

• 医療安全ネットワーク浜松
• 藤田あんしんネットワーク（藤田医科大学と周囲）
• メディカルセミナーin北陸（福井、石川、富山）
• 奈良県医療安全推進センター
• 奈良県看護協会医療安全研修会

• 南大阪医療安全ネットワーク 代表 辰巳 陽一
• あかし医療安全ネットワーク 代表 田中 宏明
• 福岡県看護協会医療安全研修
• 大分リスクマネジャー交流会
• 日南・串間地区医療安全推進研修会（宮崎県看護協会）

 医療の質と安全 あずさセミナー
山梨大学と信州大学の医療安全部門

が核となり、山梨県と長野県の医療機関
の医療安全に関わる“ゆるい”地域連携

甲信以外の地域
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県単位の地域連携 山梨大学と信州大学が核となる

59

松本駅：信州大学

甲府駅：山梨大学

JR中央線
特急 あずさ
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4.地域連携の実践
医療安全相互ラウンドの実際をご紹介します
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はじめに 感染対策チーム(ICT)を参考に病院を相互訪問・見学し、
改善ポイントやヒントをつかみ、意見交換できたらと、誰からともなく提案
があり、医療安全 相互ラウンドを2017年6月に飯田市立病院で実施し
た。

導入されたベッドサイドのピクトグラムをテーマとし、ラウンドし、意見交換を行った。
その後、各病院でピクトグラムの導入が始まった（地域での医療提供の一貫性）

その後    2018年度診療報酬改定で、「医療安全対策地域連携加
算」（加算1、2）が新設され、ネットワーク定例会議で、ネットワークが
中心になって、医療安全 相互ラウンドを実施した。

2017年からやってます！
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第13回 医療の質・安全学会 （2018/11/24 名古屋） ポスター発表
南信州医療安全ネットワークにおける現場が喜ぶ相互ラウンド
～2018年4月から始まった医療安全対策地域連携加算を念頭に～
菅野 隆彦1、川上 善久2、赤羽目 千布子2、梶間 郁榮3、原 重樹3、木下 和賀子4、
串原 恵太5、清水 康裕5、熊谷 幸子6、熊谷 和夫1
1 下伊那厚生病院、2 飯田市立病院、3 飯田病院、4 健和会病院、5 輝山会記念病院、6 下伊那赤十字病院

第14回 医療の質・安全学会 （2019/11/30 京都） 口演発表
2年目（2巡目）入った病院間の相互ラウンド
～南信州医療安全ネットワークにおける活動報告、問題点ならびに今後の課題～
菅野 隆彦1、川上 善久2、山下 俊郎3、堀口 茂俊4、本田 晴康5、露久保 辰夫6、森下 浩7
1 下伊那厚生病院、2 飯田市立病院 医療安全部、3 飯田市立病院 泌尿器科、4 飯田病院 耳鼻咽喉科、
5 健和会病院 外科、6 輝山会記念病院 外科、7 下伊那赤十字病院 外科

第16回 医療の質・安全学会 （2021/11/27～28 オンライン） ポスター発表
南信州医療安全ネットワークにおける現場が喜ぶ相互ラウンド
～五年目のコロナ禍での工夫～
菅野 隆彦1、川上 善久2、小笠原 巧人1、赤羽目 千布子2、牧内 敦子3、木下 和賀子4、
串原 恵太5、田口 志保6
1 下伊那厚生病院、2 飯田市立病院、3 飯田病院、4 健和会病院、5 輝山会記念病院、6 下伊那赤十字病院

医療の質・安全学会で紹介しました
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1. 相手を知ることからはじめる。加算1病院でも弱いところがあり、加算2
病院でも強みはあるので、相互にリスペクトする
（加算1病院が加算2病院に対して、また加算1病院同士であっても規模の大きな
病院が上から目線になることがある）

2. 「全部は実施できなくても、一部なら実施できるかもしれない」というこ
とに気づくきっかけにする

3. 権威勾配を発生させない：検討会の席は、コの字型あるいはロの
字型とする

4. 南信州医療安全ネットワーク病院の全員参加：審査-受審病院
以外で相互ラウンドの枠に不参加であっても、オブザーバーとして参加
してもらい、相互ラウンドのスキルアップをはかる

南信州医療安全ネットワークの相互ラウンドの
基本的な考え
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1. 規模や機能、取り組みの異なる医療機関同士で実施する

2. 評価表はツールであり、評価をすることは相互評価の“手段”とし、
チェックすることを目的にしない

3. 『相互ラウンド 実施マニュアル』を作成し、「事前準備」から「実
施」、「事後評価」へと円滑に実施する

4. 相互ラウンドは、3時間以内に実施できる内容とする

5. 南信州医療安全ネットワーク以外の医療機関からのオブザーバー
参加も歓迎し、第3者目線でラウンドを見てもらう

南信州医療安全ネットワークの相互ラウンドの
特徴
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65

2018年度（初年度）
 事前審査：受審病院は、国立病院機構の「医療安全相互チェックシート」で

自己評価を行い、審査病院にあらかじめ送付し、チェックを受けた
 当日審査：受審病院は、日常的な院内ラウンドから医療安全改善記録をもと

に「相互ラウンド評価表」を作成し、相互ラウンド実施時の評価表とした
• 参加者は受審病院を含め、約25名/毎回
• 相互ラウンドの所要時間は、3時間/毎回

2019年度
 審査-受審病院の2018年度から組み合わせを変更し、相互ラウンドを実施した
 2018年度では、同じ部署のラウンドを行い、「相互ラウンド評価表」で、改善の

進捗状況と未達の部分について、受審病院から提示し、意見交換を行った

相互ラウンド （2018～2019）
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1. 2か月前
相互ラウンドの予定は、下記項目について、南信州医療安全ネットワークの定例会
議で、手上げしてもらい、調整した
① ラウンド日の設定：土曜日の午後、所要時間は約3時間

A) 受審病院の決定
B) 審査病院の決定

2. 2週間前
① 書類作成（受審病院）：「事前案内」、「医療安全相互チェックシー

ト」
② ラウンド部署選定（受審病院）：「相互ラウンド評価表」
③ 参加申し込み（書類A）：「参加者リスト」
④ 事前点検（審査病院）：「医療安全相互チェックシート」を事前点検

相互ラウンド 事前準備
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相互ラウンド 当日運営

ラウンドチームA ラウンドチームB

A-1 B-1

一般病棟 透析室

A-2 B-2

デイケアセンター 介護療養病棟

（2018/6/23 下伊那厚生病院 実施例）
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1. 審査病院：報告書作成
①（書類B）：（国立病院機構）医療安全相互チェックシート
②（書類D）：ラウンド評価表総評

2. 受審病院：保管
①（書類A）：事前案内
②（書類E）：ラウンド記録作成
③（書類F）：名簿＜自署＞⇒PDF化

自院でPDF化が不可の場合は事務局に複写を郵送

④（書類C）：相互ラウンド評価表

3. 事務局：保存:（関東信越厚生局監査を念頭に）
①（書類A）～（書類F）の6種類を保存

相互ラウンド 事後管理
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下伊那赤十字病院
一般

介護療養（112床）

下伊那厚生病院
一般

介護医療院（111床）

県立阿南病院
一般（85床）

瀬口脳神経外科病院
脳神経外科（66床）

(24hr対応)

①：加算1、②：加算2

飯田市立病院
地域中核病院

3次救急救命センター
(419床） ①

② ②

飯田病院
一般・透析

精神科
認知症疾患センター

（447床） ①

輝山会記念病院
一般

回復期リハ
透析（199床） ①

健和会病院
一般
透析

リハ（199床） ①

①

加算未取得

オブザーバー 参加

県立病院間の相互ラウンド

相互ラウンド 参加病院
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書類A：案内
70

B：医療安全相互チェック
94



書類D：相互ラウンド総評
71

C：相互ラウンド評価表 95



書類F：名簿<自署>書類E：ラウンド記録 72
96



7397



74
98



相互ラウンド 講評
I 病院のH院長

いい時代になったね。「隣は何をする人ぞ」だった時代は終
わりましたね。病院の垣根、組織の垣根を超えて、相互ラ
ウンドが実施できるようになった。地域の病院だからこそ、隣
の病院が何をどうやっているか知ることは、患者のためになる
しね。

K病院のS部長
講評のときに褒めるばかりでは、講評になりません。改善すべ
き点もしっかり指摘し、それをもとに改善することができれば、ラ
ウンドをやった価値があるというものです。
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相互ラウンド（2018-2019）：振り返り
⃝ よかったこと

• 「共通の運用フォーマット」を作成し、各病院で基本的に同じ運用
• 「当日の評価表」は、受審病院が作成するが、日頃実施している院内ラウンドを基本

に作成
• 「ラウンド時間」は3時間で、集中し実施できた
• 「ラウンドの報告書」は、持ち帰り、作成し、後日の提出を1週間以内とした
• 2018年の相互ラウンドで外部評価を受けた受審病院から、医療安全的な改善をや

りやすくなったことが、報告された
• 先進的な改善事例、労力・金をかけない改善事例などが紹介され、オブザーバー参

加病院にも役立つ情報を提供できた
• 受審病院で、病院幹部の参加があり、病院全体で相互ラウンドに取り組んでいた

（2019年度）

✖ 改善すべきこと
• 加算1が4病院、加算2が2病院で、ラウンドの組み合わせが難しかった
• ラウンドに医療安全担当医師の参加が必須のため、土曜日午後の実施した
• 国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」は、量が多く、評価ポイントが絞

りにくかった
76100



国立病院機構
医療安全相互チェックシート

77
101



医療安全における医療機関の連携による評価に関する研究
研究代表者 石川雅彦（公益社団法人 地域医療振興協会 地域医
療安全推進センター長）（平成31（2019）年3月 発表）

医療安全地域連携シート

「医療安全地域連携シート」を活用した相互評価の試行が、私たちが実践し
た相互ラウンド（2018年実施）と内容が酷似していた
• 1回の実施時間 3時間
• 独自の評価表の作成
• オブザーバー参加
• 自己評価した評価表を、あらかじめ審査する病院に送っておく
• ラウンドの流れ などなど

厚生労働科学研究成果データベース.
https://mhlw-grants.niph.go.jp/ [2022.6.15閲覧]
厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働科学特別研究事業: 医療安全における医療機関の連携による評価に関する研究.平成30年度 総括研究報告書.
http://www.jart.jp/news/ib0rgt000000500m-att/201806001A.pdf [2022.6.15閲覧]

102



https://mhlw-grants.niph.go.jp/
79

103

https://mhlw-grants.niph.go.jp/


厚生労働科学研究成果データベース
https://mhlw-grants.niph.go.jp/

80

① 研究代表者名に
”石川 雅彦”
と入力

② 検索

③ 一番上に石川先生の
”医療安全地域連携シート“の研究が
でてきます104
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• 新型コロナウイルス感染が 2020年初頭から始まった。
2020年４月７日に７都府県に緊急事態宣言

４月16日に緊急事態宣言の対象が全国に拡大（長野県も）

• 病院相互ラウンドについて、外部の他の病院から、病院
訪問が不可能となり、訪問審査ができなくなった。

新型コロナウイルス感染 パンデミック

81
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上
の臨時的な取扱いについて（その６）

厚生労働省保険局医療課
事務連絡

令 和 ２ 年 ３ 月 19 日
「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の 臨時的・特例的な取扱いに
ついて」（令和２年３月19日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。別添２参照。）に
関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基 準に係る臨時的な対応等について、別添１のとおり取りまとめたの
で、送付いたします。

82

問６
区分番号「A234」医療安全対策加算の注２医療安全対策地域連携加算及

び区分番 号「A234-2」感染防止対策加算の注２感染防止対策地域連携加
算の施設基準に規定 する年１回程度の評価について、新型コロナウイルスの感
染拡大防止のため実施できない 場合においても、届出を辞退する必要があるか。

（答）
届出を辞退する必要はない。ただし、実施できるようになった場合には、速やかに
評価 を実施すること。

COVID-19
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病院相互ラウンドの方法の再検討

 小規模ラウンド：６病院を「加算1の2病院＋加算2の1病院」の2チームに分
け、コンパクトにした。

 参加人数を限定：審査病院側〔最低：GRMと医療安全担当医師の2人〕、
受審病院側〔GRMと医療安全担当医師の2人に加えて、対応に係る職員〕とし、
全体でも10～12人規模にした。

 オブザーバー参加中止

 病院相互訪問方式は中止：現場には行かない対応とし、感染がまん延し
ないように実施した。

 方法：
 ZOOMリモート方式（プレゼンを予め作成した写真や動画を使用したパワー

ポイントで行う、またはライブカメラをZOOMに接続し中継しながら行う）
 大きな講堂での集合方式（プレゼンは、予め作成した写真や動画を使用し

たパワーポイントで行う）

相互ラウンド（2020-）

83
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相互ラウンド-実際（2020）

※①：加算1、②：加算2

Bチーム：2020/10/28（集合方式：於 飯田市立病院）
3病院がプレゼン資料を準備し、飯田市立病院講堂に集合し、1日で相互ラウンドを実施した
• 下伊那赤十字病院② （ 審査：飯田市立病院、輝山会記念病院 ）
• 輝山会記念病院①  （ 審査：飯田市立病院 ）
• 飯田市立病院①  （ 審査：輝山会記念病院 ）

Aチーム：
2020/8/22 下伊那厚生病院② （ 審査：飯田病院、健和会病院）
• ZOOMで、ラウンド部署をライブ中継しながら、リモートで相互ラウンドを実施

2020/9/26 飯田病院① （ 審査：健和会病院 ）
• ラウンド部署資料を動画撮影し、飯田病院会議室に集合し、相互ラウンドを実施

2020/10/17 健和会病院① （ 審査：飯田病院 ）
• ZOOMで、ラウンド部署資料（PPT、動画で作成）をプレゼンし、リモートで相互ラウンドを実施
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相互ラウンド（2020）：振り返り

⃝ 感染防止のため、マスク着用、検温、手指消毒を実施した上で行っ
た

⃝ 発表資料をPPT、静止画、動画であらかじめ作成し、発表したため、
時間を短縮できた

⃝ 検討会を、ZOOMで行った場合には、画面キャプチャー（写真撮
影）を利用して、参加者の確認とした

✖ 受審病院側の作成資料なので、評価対象が限定されるおそれがあっ
た

✖ 発表写真などがすでに選別されており、意見が出にくく、質疑応答が
低調だった

✖ 受審病院側で、評価される部署が、資料を作成するため、現場の負
担となった
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リモート方式
：ライブカメラ中継方式
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Windows PC
（Mac PC）

Windows PC
（Mac PC）

下伊那厚生病院（ホスト）：受審

（ホストPC）

現場直接案内用
スマホ（部分）

Xperia

現場間接案内用
タブレット（全景）

iPad

飯田病院
（クライアント）

：審査

健和会病院
（クライアント）

：審査

ZOOM

下伊那厚生病院ラウンド-1（2020/08/22）

Windows PC
（Mac PC）

Windows PC
（Mac PC）
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下伊那厚生病院ラウンド-2（2020/08/22）

検査科 介護医療院

ベース基地（会議室）ZOOM
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検査科 介護医療院

ベース基地（会議室）ZOOM

下伊那厚生病院ラウンド-2（2020/08/22）

スマホをジンバルに装着し、
ぶれ防止とした
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ZOOM画面

現場間接案内用
タブレット（全景）

ZOOM から
（他の参加者のビデオ

はOFFにする）

現場直接 案内用
スマホ（局所）

MS Teams からで
ZOOMから

（他の参加者のビデオ
はOFFにする）

下伊那厚生病院ラウンド-3 (2020/08/22)
COVID-19
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集合方式
：１病院 対 １病院
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飯田病院ラウンド （2020/09/26）

飯田病院（受審側）

健和会病院（審査側）
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集合方式
：全病院参加

93

COVID-19

117



相互ラウンド（2021）集合方式
時 間 発 表 2021/10/23 飯田市立病院

12:45～ 受付開始
13:00～13:10 事前説明：菅野 隆彦

13:10～13:40 1病院目【下伊那厚生病院②】
＜審査：飯田病院・健和会病院＞

13:40～14:10 2病院目【飯田市立病院①】
＜審査：飯田病院、（下伊那赤十字病院）＞

休憩

14:20～14:50 3病院目【飯田病院①】
＜審査：健和会病院、（下伊那厚生病院）＞

14:50～15:20 4病院目【健和会病院①】
＜審査：輝山会記念病院、（下伊那厚生病院）＞

休憩

15:30～16:00 5病院目【輝山会記念病院①】
＜審査：飯田市立病院、（下伊那赤十字病院）＞

16:00～16:30 6病院目【下伊那赤十字病院②】
＜審査：輝山会記念病院・飯田市立病院＞

16:30～17:00
総合討論

• 今後の相互ラウンドについて
• 今後のネットワークの活動について

※①：加算1、②：加算2
※（ ）内病院は、オブザーバーとして、評価表を作成した 94
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⃝ 各病院、持ち時間を30分としたため、全6病院で、4時間となった
⃝ 新型コロナウイルス感染対策について発表があり、お互いの参考に

なった

✖ 2020年同様、受審病院側の資料作成のため、評価対象が限定さ
れてしまった

✖ 質疑応答では、発表資料（写真など）が、選別されており、意見が
出にくい場面もあった

相互ラウンド（2021）：振り返り
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リモート方式
：全病院参加
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相互ラウンド（2022）リモート方式

98

時 間 発 表
13:45 ZOOMログイン開始

14:00-14:05 挨拶、事前説明：菅野 隆彦

14:05-14:20 1病院目【飯田市立病院①】 ＜審査：健和会病院①＞

14:20-14:35 2病院目【健和会病院①】 ＜審査：飯田病院①＞

14:35-14:50 3病院目【飯田病院①】 ＜審査：飯田市立病院①＞

休 憩

15:00-15:15 4病院目【下伊那厚生病院②】＜審査：健和会病院①＞

15:15-15:30 5病院目【輝山会記念病院②】＜審査：飯田病院①＞

15:30-15:45 6病院目【下伊那赤十字病院②】＜審査：飯田市立病院①＞

15:45-15:55 総合討論 （写真撮影）

15:55-16:00 【定例会議】今後の相互ラウンドについて
今後のネットワークの活動について

※①：加算1、②：加算2
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相互ラウンド（2022）：振り返り
 ZOOMで、パワーポイントを用いたプレゼンテーションを行い、審査病院から講評を

行った。
 そのほかの書類は、例年通り作成、保存した。

⃝各病院、持ち時間を15分とした。2021年の持ち時間を30分で、延長が多くなり、
合計時間４時間となった。そのため、今回は持ち時間を短縮し、ほぼ時間通りで実
施できた。

⃝今回の統一テーマとして、MACT(Monitor Alarm Control Team)を指定し、
MACTを実施している飯田市立病院の事例を学んだ。一方、MACTを実施してい
ない病院からは、モニターアラームに関連する問題点が提起され、検討することがで
きた。

⃝参加者の記録には、署名とZOOM画面の写真撮影を使用した。

✖ 現場に直接ラウンドできず、受審病院側の資料作成のため、評価対象が限定され
た。
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相互ラウンド（2023）

事前
 相互ラウンド方式 復活

• 審査病院と受審病院 1対1とした。
• 総勢 10名ほどとした。
• 国立病院機構の「医療安全相互チェックシート」で事前点検した。

 平日実施を導入した
• 参加人数も少ないので、所要2時間とした。

 オブザーバー参加は見送りとした
• 感染が０となった訳ではないので、感染対策を実施した。

事後
○ 現場のラウンドは、2019年以来であったが、多角的に評価されていた。
○ 所要時間 ２時間で終了できた。
○ 新型コロナウイルス感染対策がされ、“清掃”“清潔”については、実施されていた。

100

年５月８日 新型コロナウイルス感染 ５類となる
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相互ラウンド 参加病院2023

101①：加算1、②：加算2

①

飯田市立病院
地域中核病院

3次救急救命センター
(419床）

下伊那赤十字病院
一般

介護療養（112床）

下伊那厚生病院
一般

介護医療院（111床）
②

飯田病院
一般・透析

精神科
認知症疾患センター

（447床） ①

輝山会記念病院
一般

回復期リハ
透析（199床）

②

健和会病院
一般
透析

リハ（199床） ①
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南信州医療安全ネットワーク
病院相互ラウンド –まとめ
2017年 南信州医療安全ネットワークの独自のラウンド （於 飯田市立病院）

2018年度 医療安全対策地域連携加算 新設
2018年 病院相互ラウンド 現地開催（６病院各々）

 第13回医療の質安全学会で、ポスター発表（2018年11月24日 名古屋）
2019年 病院相互ラウンド 現地開催（６病院各々）

 第14回医療の質安全学会で、口演発表（2019年11月30日 京都）

2020年 新型コロナウイルス感染 パンデミック
2020年 病院相互ラウンド リモート方式、集合方式

2021年 病院相互ラウンド 集合方式（於 飯田市立病院）
 第16回医療の質安全学会で、ポスター発表（2021年11月27日 オンデマンド配信 ）

2022年 病院相互ラウンド リモート方式

2023年５月８日 新型コロナウイルス感染 ５類となる
2023年 病院相互ラウンド 現地開催 （1対1）
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相互ラウンド -今後の予定
I. 独自の評価表の作成：「医療安全地域連携シート」（石川 雅彦先生

作成）、「医療安全相互チェックシート」（独立行政法人国立病院機
構）を参考に、より実践的な評価表を作成する。

II. 効率的な相互ラウンド運用：リモートカメラなどの新たな手法を用いて、直
接現場に入れない状況でも、審査できる体制を整える。

III. 年度で統一テーマを1つ設定する：共通のテーマで検討する。もう1つは、
各病院自由に設定できるようにしておく。

IV. 日常業務となる医療安全業務体制作りを行う：平日業務時間内の病
院相互ラウンド実施を目指す。

V. オブザーバー参加の受け入れ：ネットワーク内のみならず、ネットワーク外の
医療機関からの参加を受け入れて、ラウンドのスキルアップを目指す。

VI. 更に将来的には、医療安全ネットワーク同士での交流会等を企画し、全
国規模で、“合理的手抜きをして” 医療の質や安全の標
準化を目指す。
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コンテンツ

1. イントロダクション
“おひとりさま”医療安全管理者を、地域で支える

2. 地域連携、なぜやるの？
 医療安全対策地域連携加算

3. 地域連携、どうやっているの？
南信州医療安全ネットワーク

4. 地域連携の実践
 医療安全相互ラウンドの実際
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“take-home message”
（まず やってみてください）
1. 日常的に診療などで交流のある近隣の病院と医療安

全を一緒にやってみてください。
2. その医療安全のつながりが、面になるように仲間を募って

ください。
3. 面ができたら、医療の質・安全学会などで、その活動を

紹介してください。
4. また、その面を別の地区の面とつなぐことができれば、全

国に広がります。
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おつかれさまでした。
ご質問、相互ラウンドのひな形ご希望 等がございましたら、
tasu-tmd@umin.ac.jp まで
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と              

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

地域の医療機関における医療安全対策の様々な連携の実際（工夫と課題） 

研究分担者 安田 あゆ子 藤田医科大学・大学院医学研究科 

病院経営学・管理学専攻・客員教授 

国立病院機構 名古屋医療センター 外科・医療安全管理部長 

研究要旨 

【背景】本分担研究においては、全国の医療機関に対し調査を実施した。それらに基づく今

後の医療安全における地域連携の発展性を提案することを目的とした。本年度実施したの

は、①アンケート調査にあたっての仮説形成、②調査詳細の検討、③アンケート調査実施・

回収・解析、④医療安全における地域連携の方向性への提案の４点である。 

【方法】① 文献および 1 年目の研究結果から仮説として、効果的な連携体制のある医療機

関は、連携のない医療機関よりも安全レベル、担当者の満足度が高いのではないかと考えた。

効果的な連携とは A)患者が施設を変わっても継続的な医療を安全に受けられるようケアの

移行期の安全性が確保されていること、B)連携施設の安全対策から学ぶことで自施設が安全

性改善につながっていること、C)連携により患者安全の専門家からの助言が得られることの

3 つを掲げた。②調査は全国の医療安全対策加算取得医療施設（約 4,000）の医療安全管理

者を対象とし、オンラインで回答を収集した。アンケートの項目は,①医療機関の現況につ

いて、②医療安全対策地域連携加算における連携について（2 の質問は加算算定医療機関のみ

回答）、③医療安全における地域連携について、④医療安全体制等の状況について、⑤⾃施設

の医療安全についての５つとした。 
【結果】2025 年１月-2月に実施し、回答は 873施設（回収率 21.6%）から得られた。一般病

院が 6割以上であり、長期療養型、精神、リハビリテーション、ケアミックス型の病院から

も回答が得られた。特定機能病院 65 施設、地域支援医療病院 301 施設を含んでいた。相互

評価時に使用しているチェックシートは様々であった。相互評価には連携加算１では専任医

師の、連携加算２では 1に比し病院幹部の参加割合が高かった。実施している連携は、連携

加算に係る連携が最も高く（77.0%）、自主的なネットワークや設置母体のグループに参加し

ている施設がそれぞれ 2割以上あった。連携加算取得施設では、訪問にて医療安全管理体制

を確認することや、定期的に情報交換することが役立つとの回答が 8割ほどだった。連携加

算のある施設で安全レベルの評価が高く、統計上も有意差があった（p<0.0001）。自施設の

医療安全が連携により向上したとする回答をどのような連携で説明できるか多変量解析を

実施した。定期的に情報交換(OR=4.23,95%CI:2.44-7.33, p<0.0001)が最も説明できる変数

であり、次に連携加算２施設である (OR=2.48,95%CI:1.32-4.66, p=0.005)、訪問にて医療

安全体制を確認、自施設での問題時に相談で有意差が認められた。現状の連携加算の施設要

件としてはケアの移行期の安全性確保については言及されていない。「患者の診療連携の施

設間問題発生時に相談」しているかは、連携加算ありの施設の方が実施しているとの回答割

合は高かった。しかし自施設の安全性向上に役立つ連携と回答しているものは 1 割程度で

あった。 

【結論】実施した調査から以下の結論が得られた。連携加算を取得している医療施設は、医

療安全の総合的レベルが高い。総合的安全レベルが高い医療施設では、連携加算１を取得し、

ネットワークや学会へ参加し、地域連携の効果は部分的である。連携加算取得施設の 8 割以

上が自施設の安全性向上を実感し、特に連携加算２取得施設で効果があり、施設間情報交換

や訪問しての体制確認、相談体制の構築が連携の要素として挙がった。相互訪問時のチェッ

クシートは、効果的・効率的に目的を達成するシートの検討が必要と思われた。患者の施設

間での移動に伴う医療安全上の情報共有の課題については、今後の対応が求められる。 

131



研究協力者 

辰巳 陽一  近畿大学病院・安全管理セ

ンター・医療安全対策部部長・教授 

      中島 勧  国家公務員共済組合連合会  

          虎の門病院・医療安全部・部長 

          水野 篤  学校法人聖路加国際大学 

聖路加国際病院循環器内科・医幹 

       研究協力者 

萩無里千史 相澤病院 医療安全推進室 

      医療安全管理者 科長 

菅野隆彦  下伊那厚生病院 医療安全管

理室 内科部長 室長 

 

 

Ａ．研究目的 

 

（背景）平成 29 年の医療法改正で追加さ

れた特定機能病院間のピアレビュー、そし

て、平成 30 年に新設された「医療安全地

域連携加算」により、医療機関間の医療安

全の連携が可能となったが、これらの連携

による医療経済や医療安全の観点での効

果は明らかにされていない。また超高齢社

会を迎え介護現場の医療安全の強化も喫

緊の課題である。  

 

（目的）そこで本研究課題では、医療経済

学及び医療安全学の観点から、医療安全地

域連携加算や特定機能病院間のピアレビ

ューによる効果を検証し、効率的かつ効果

的な医療安全の連携体制の構築（介護施設

等含む）に向けた提言を行う。  

＜各年度の目標＞本研究は２年間で実施

する：  

－研究１年目には、①既存の様々な医療安

全の地域連携体制（介護施設等含む）及び

特定機能病院間のピアレビューの担当者

の同定、②同定された地域連携体制及びピ

アレビューの運用実態・効果・課題等の抽

出を行い、同時に、③医療経済学的評価方

法の検討を２年目前半にかけて実施する  

－研究 2年目には、１年目に得られた現状

把握・効果検証のデータから、医療安全上

の効果を含む医療経済学的評価の分析を

実施する。その結果をもとにモデルとなる

医療安全の連携体制（介護施設等含む）の

検討・提示を行う。このとき連携を推進す

る医療安全上の技術的助言支援ツールも

作成する。  

本分担研究においては、1 年目に医療安

全地域連携についてのヒアリング等によ

る現状把握を行い、問題の焦点を絞りこん

だ。それらの基づき 2年目（本年度）に全

国の医療機関に対し調査を実施した。今後

の医療安全における地域連携の発展性を

提案することを目的とした。本年度実施し

たのは、①アンケート調査にあたっての仮

説形成、②調査詳細の検討、③アンケート

調査実施・回収・解析、④医療安全におけ

る地域連携の方向性への提案の４点であ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

①アンケート実施に当たっての仮説形成 

世界保健機関(WHO)が 2021 年に発行し

た Global patient safety action plan 

2021-2030には、７つの戦略的目標が示さ

れている。その 7番目が相乗効果、パート

ナーシップおよび連帯による医療安全の

実現であり、患者安全ネットワークに参加

して、経験や資源を交換し、日々の診療に

おける 患者安全の実践を改善すること、

患者安全のベストプラクティスを探し出

し、それらを組織内のサービスやプログラ

ムの設計に組み込むために、国内および国

家間の共同イニシアチブに参加すること、

組織間の共同イニシアチブの機会を特定

し、組織のスタッフがさまざまなシステム

間および状況間で問題解決や改善のアイ

デアを交換できるようなスキームを構築

することなどが謳われている。また、薬剤

安全に係る取組等でケアの移行期におけ

る安全対策が注目されるようになってき

ている。医療安全における地域連携の目指

す姿として、これらの要素を組み込むこと

とした。 

1 年目に実施した様々な役割をもつ医

療機関へのヒアリング、研究班内での意見

交換では、自主的な医療安全ネットワーク

では、安全対策の標準化や、新しい安全の

考え方の共有、事故対応支援などがなされ

ていることがわかった。また、連携加算 2

の施設にとっては、入院日数が長いため加

算による収益メリットが少なく施設が増

加しにくい現状がある。１と２の施設は役

割が異なり、１の施設で行われている安全

対策がそのまま２で利用できるわけでは
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なく、また２は機能特化した施設が多いた

め、特定の部分では優れた安全管理体制と

なっているところもあることもわかった。

中島らの実施した同一グループ内医療機

関へのアンケート調査では、地域連携加算

1 の施設にとって連携の効果は限定的で

あることがわかった。これらの情報を基に、

アンケート調査を実施するにあたっての

仮説を検討した。 

我々は、効果的な連携体制のある医療機

関の安全管理体制は、効果的でない連携、

もしくは連携のない医療機関よりも安全

レベル、担当者の満足度が高いのではない

かと考えた（図 1）。 

医療機関間における効果的な連携とは、

A)患者が施設を変わっても継続的な医療

を安全に受けられるようケアの移行期の

安全性（コミュニケーション）が確保され

ていること、B)連携施設の安全対策から学

ぶことで自施設が安全性改善につながっ

ていること、C)連携により患者安全の専門

家からの助言が得られることの 3 つを掲

げた。 

②調査詳細の検討 

施設の安全レベルに関し、客観的な指標

は存在しておらず、担当者の主観に基づく

ものになるが、安全文化調査の中の施設の

総合的な安全レベルに関する質問を目的

変数として設定した。他にも連携による安

全性向上や業務負担の状況も調査項目に

入れた。 

医療法に基づき各施設が整備してきた

施設内の医療安全体制についての悉皆性

のある調査がこれまでなされておらず、本

調査では、施設内の医療安全管理体制につ

いて詳細を各施設に伺い、医療法の改正な

どにより後押しされる形で 2000 年代以降

整備されてきた医療機関の医療安全の現

状を把握することとした。 

アンケート調査の目的は、日本全体での

医療安全に関する連携状況の把握ととも

に、施設内の医療安全体制の状況を把握す

ることとした。アンケート調査により、各

施設の医療安全担当者の考えを聞くとと

もに、上記目的を達成できるよう多くの方

にお答えいただく工夫が必要と考えた。 

アンケートデザインとしては、 

 対象者は全国の医療安全対策加算取

得医療施設（約4,000）の医療安全管

理者 

 オンライン(google form使用)で回答

を収集 
 施設名・回答者は匿名、１施設１回答 
 層別情報は、施設のタイプ、扱ってい

る診療内容等 
 実施している医療安全上の連携 
 実施している施設内の医療安全体制

や対策の状況 
 担当者の自施設に対する評価や考え 
 
具体的なアンケートの項目は以下のとお

りである。 
1 あなたの医療機関の現況について 
2 医療安全対策地域連携加算における

連携について（2の質問は加算算定医

療機関のみ回答） 

3 医療安全における地域連携について 
4 医療安全体制等の状況について 
5 ⾃施設の医療安全について 
 
統計解析には JMP Pro 16.2 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA)を使用

した。アンケート実施にあたっては、国立

病院機構名古屋医療センター研究倫理審

査委員会に諮り、人を対象とする内容は含

まれておらず、生命科学・医学系研究に関

する倫理指針の対象外との判断を得実施

することとなった。 

 

Ｃ．研究結果 

③アンケート調査実施・回収・解析 

2025 年１月-2月に全国の医療安全対策

加算取得医療機関 4,048 へアンケートへ

のアクセス QRコードを掲載した案内状を

郵送し実施した。回答は 873施設から得ら

れ、8通の送付不能施設があり、回収率は

21.6%となった。 

アンケート実施項目それぞれについて

の集計は分担研究者水野の報告書を参照

いただきたい。アンケートの解析は、医療

安全対策地域連携加算の施設間連携の状

況については、水野の分担研究として、施

設の医療安全体制の状況については中島

の分担研究としてそれぞれの報告書を参

照していただきたい。 

回答施設の種別としては一般病院が 6

割以上であったが、長期療養型病院、精神

科病院、リハビリテーション病院、ケアミ

ックス型の病院からも回答が得られた。病

院機能別には、特定機能病院 65 施設、地
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域支援医療病院 301施設を含んでいた（図

2）。取得加算別の回答医療機関数では医療

安全対策地域連携加算 1 および２を取得

している医療施設で 75％ほどであった

（図 3）。医療安全に係る対策加算取得別

病床数分布（図 4）をみると、医療安全対

策加算１のみ取得の医療機関の分布が病

床数の多いものと少ないものに分かれて

おり、特定機能病院は医療安全対策地域

連携加算が算定できないことによると思

われた。特定機能病院に関しては、安全対

策として求められているものや体制につ

いて異なる面が多く、以下の分析でもの

ぞいて解析している部分がある。 

 

1 医療安全対策地域連携加算(以下、連

携加算)の実践について 
1.1 相互評価時に使用している確

認項目チェックシート等（改変

も含む）（複数回答可,n=663) 
選択肢 回答数 

国立病院機構の「医療安全相互

チェックシート」 

295 

厚労科研による「医療安全地域

連携シート」 

219 

病院（病院グループ）独自の調査

票 

139 

全日本病院協会の「標準的安全

管理点検表」 

60 

労働者健康安全機構の「医療安

全チェックシート」 

18 

私立医科大学病院感染対策協議

会の「相互ラウンド・サイトビジ

ット評価表」 

11 

調査票を使用していない 4 

国立大学附属病院長会議の「医

療安全・質向上のための相互チ

ェックの項目」 

3 

その他 53 

その他の項目を設定し、自由記載していた

だいた。多かった回答としては、「私立医

科大学病院医療安全相互ラウンド自己評

価票」、「南大阪医療安全ネットワーク作成 

地域連携加算チェックリスト」、「日本赤十

字社医療安全チェックシート」などが複数

みられたが、表記が一致せず同一のものか

不明な回答もあり集計対象から外した。県

内で定めた独自のチェック表、連携先の指

定チェック表等の回答もみられた。 

1.2 相互評価の実施方法の研修を

うけたことがあるか 

回答 度数 割合 

いいえ 519 78.3% 

はい 144 21.7% 

合計 663 
 

どのような研修かは質問していない。 

1.3 相互評価時に参加している役

割（複数回答可,n=663）（図5） 
連携加算１では専任医師の参加割合が高

く、連携加算２では 1に比し病院幹部の参

加割合が高かった。設問となっている役割

の者が参加していないと回答した施設も

1割ほどあった。 

 

2 医療安全における地域連携について 
医療安全における様々な地域連携の状況

につき、各医療施設に質問している。 

2.1 現在実施しているまたは関わ

っている医療安全に関する連

携（複数回答可、n=873）(図6) 
連携加算に係る連携を実施している施設

割合が最も高く（77.0%）、自主的なネット

ワークや同一設置母体での医療安全グル

ープに参加している施設がそれぞれ 2 割

以上あった。 

2.2 どのように連携しているか 
各設問にはい・いいえの 2択で回答した結

果は、連携加算ありの医療施設ですべての

項目が X２乗検定の結果、有意差をもって

実施率が高かった。「患者の診療連携の施

設間問題発生時に相談」、および「設置グ

ループの医療安全の会に参加」ではそれ以

外の項目より p 値がやや大きかった((5)

では p=0.0001、(7)では p=0.003、他は

p<0.0001)。 

 
失

格 

悪

い 

ま あ

まあ 

と て

も 良

い 

特に優

れてい

る 

合

計 

特定機

能病院 

0 1 29 31 4 65 

地域支

援医療

病院 

0 23 217 59 2 301 

上記以

外 

4 43 390 67 3 507 

合計 4 67 636 157 9 873 
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2.3 自施設の患者の安全性向上に

役立つと思われる連携内容は

（上位3つまで選択）（図8） 
連携加算取得施設と取得なし施設に分け

て検討した。連携加算取得施設では、訪問

にて医療安全管理体制を確認することや、

定期的に情報交換することが役立つと 8

割ほどの施設が回答している。加算なしの

施設は全体に選択率が低い。 

 

3 患者の安全に関する連携の評価 
3.1 機能別の自施設の医療安全レ

ベルに対する総合評価 
5 段階にわけた選択肢から選んでいただ

いた。 

図 9に、上記のデータを割合として図示し

た。特定機能病院では、評価の高い施設が

多く、次に地域支援医療病院で評価が高い

割合が多かった。 

特定機能病院を除き、連携加算の有無で分

ける（図 10）と、連携加算のある施設で安

全レベルの評価が高く、統計上も有意差が

あった（下表 Wilcoxon 順位和検定にて 

p<0.0001）。なお、「連携加算あり」とは医

療安全対策地域連携加算 1 もしくは 2 取

得医療施設であり、「連携加算なし」とは

医療安全対策加算 1 もしくは 2 のみ、ま

たは医療安全に関する加算未取得の医療

施設をさしている。 

Wilcoxon 順位和検定の実施（失格:1～特

に優れている:5）  
度数 スコア平均 

連携加算あり 644 416.117 

連携加算なし 162 353.343 

3.2 連携による安全性向上に寄与

する因子（特定機能病院を除く） 
施設間連携が自施設の医療安全にもたら

す効果ついての回答を連携加算ありとな

しの施設に分けて分析した。 

 

連携

加算

あり 

割合 

(%) 

連携

加算

なし 

割合 

(%) 合計 

連携し

ていな

い 0 0.0 68 41.7 68 

医療安

全が向

上して

いない 28 4.3 7 4.3 35 

わから

ない 47 7.3 13 8.0 60 

やや医

療安全

が向上

した 497 77.1 71 43.6 568 

とても

医療安

全が向

上した 73 11.3 4 2.5 77 

合計 645 100 163 100 808 

連携加算のある施設ではやや、もしくはと

ても医療安全が向上したとの回答が 8 割

以上であった。 

自施設の医療安全に施設間の連携がもた

らす効果として「とても医療安全が向上し

た」、「やや向上した」との回答カテゴリを

目的変数１、それ以外を 0として、どのよ

うな連携で説明できるか検討した。投入し

た説明変数は、2.2の各設問および連携加

算１または 2を取得しているかどうか（は

い=1,いいえ=0）とした。χ²検定ではすべ

ての説明変数で有意差があった（表 1）。 

同様の目的変数を参照カテゴリとして、名

義ロジスティック回帰モデルを構築した。

全ての説明変数を強制投入法でモデルに

含めた。パラメータの推定には最大尤度法

を用いた。安全性が連携により向上したと

回答した群では、連携の内容として定期的

に情報交換 (OR=4.23,95%CI:2.44-7.33, 

p<0.0001)が最も有効であった。次に連携

加算２を取得している施設であること

(OR=2.48,95%CI:1.32-4.66, p=0.005)が

挙がった。訪問にて医療安全体制を確認し

ていること、自施設での問題時に相談して

いることも OR=2.05, 1.83 で有意差が認

められた。 

3.3 総合的な医療安全のレベルと

連携の関係性（特定機能病院を

除く） 
総合的な医療安全レベルの「特に優れてい

る」「とても良い」のカテゴリを目的変数

１、それ以下を 0として、どのような連携

と関連が高いか検討した。投入した説明変

数は 3.2同様、2.2の各設問および連携加

算１または 2を取得しているかどうか（は

い=1,いいえ=0）とした。単変量でのχ²検

定で有意差が見られたのは「訪問にて医療

安全体制を確認」、および「地域のネット

ワークや学会等に参加」、「連携加算 1を取

135



得している」であった（表 3）。多変量解析

は実施しなかった。 

 

4 ケアの移行期の安全性確保について 
 仮説の中で、医療機関間の効果的な連携

の 1 要素として、ケアの移行期の安全性

が確保されることを挙げた。現状の連携加

算の施設要件としてはそのような内容は

言及されていない。図 7 の 5 つ目の「患

者の診療連携の施設間問題発生時に相談」

のグラフでは連携加算ありの施設の方が

実施しているとの回答割合は高かった。し

かし、自施設の安全性向上に役立つ連携と

担当者が考える内容としては連携加算あ

り、なしに関わらず 1 割程度の回答者の

みが選択していた。安全性向上に寄与する

因子としては、単変量解析では有意差が認

められたが、多変量解析では有意差はなか

った。 
 
Ｄ．考察 

アンケート調査の対象施設は医療安全

対策加算算定の医療機関としたが、回答施

設の中には取得がないと回答したものも

あり、送付先と現状がやや異なっている部

分もあった。 
連携加算算定医療機関への質問の中で、

相互評価時に使用しているチェックシー

トについては、様々な回答が得られた。加

算要件の中に、例示されている国立病院機

構のものでも使用しているとの回答は 5
割に満たず、先の厚労科研の研究班が作成

したシートは知名度の問題かもしれない

が、さらに回答数が少なかった。これらは

各施設が訪問調査時に確認したいと考え

ている項目との乖離があるためかもしれ

ない。チェックシートを利用し、訪問調査

を標準化するのであれば、保健所等の外部

監査時の確認項目とは異なる、施設間での

情報交換の活性化が促されるようなシー

トの開発が必要かもしれない（水野の調査

結果自由記載解析も参照）。 
相互評価時の参加職種として、連携加算

１の施設では専任医師の参加が 8 割ほど

得られていることがわかった。連携加算２

の施設では専任医師の配置は求められて

いないが、相互評価時には病院幹部の参加

があるとする回答が 5 割ほどで、施設の

リーダーシップを巻き込む体制が相互評

価内で自然と作られている現状が明らか

となった。 
調査参加全施設に質問した、現在実施し

ている連携としては、回答者の 8 割弱が

連携加算取得施設の担当者のため、連携加

算施設基準のための連携という回答が最

も多くなった。次には何らかの医療安全の

グループに参加しているとの回答が 25％
であり、病院グループとして組織の標準化

のための会議体を持っているところや、情

報収集などを求めて地域の医療安全のネ

ットワークが形成されていることが示唆

された。連携加算取得の医療施設において

もネットワークに参加しているとの回答

は、加算取得なしの施設よりも多くみられ

た。施設間の連携にとどまらず、ネットワ

ークへの関わりの必要性を感じ、実現して

いる医療施設が多くある状況がわかった。 
実施していると思われる連携の状況ご

とに実施の有無を聞いたところ、連携加算

ありの施設は、すべての連携状況について、

加算のない施設よりも実施率が高いこと

がわかった。ただ、連携加算の施設要件と

なっていない、「患者の診療連携の施設間

問題発生時の相談」、「地域ネットワークへ

の参加」、および「設置グループの医療安

全の会に参加」に関しては連携加算の有無

による差は少なかった。 
回答者の医療安全担当者の考える、役に

立つ連携は何かという質問に対し、連携加

算のある施設では相互訪問、および定期的

な情報交換が多く選ばれていた。一方連携

加算のない施設では定期的な情報交換が

最も多く、相互訪問や、地域ネットワーク

や学会に参加する効果が続いた。連携加算

の要件としての相互訪問に負担感を感じ

る施設が取得していない可能性があると

思われた。 
総合的な医療安全のレベルの自己評価

は特定機能病院でかなり高く、求められる

基準の差が、自己評価の差にもなっている

と思われた。あくまで自己評価であり、レ

ベルが高いという回答の根拠は今回の解

析では実施できていない。 
自己評価ではあるが、連携加算を取得し

ている施設は、特定機能病院を除き検討す

ると、取得していない施設よりも安全レベ

ルが高いと考えていることがわかった。 
安全レベルが高いとの回答への寄与因

子を地域連携の状況から検討したが、相互

訪問を実施していること以外は、連携加算
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１を取得していることや、ネットワークや

学会に参加していることなどが解析から

は浮かび上がった。医療安全に関し、人的・

物的資源を投入している状況から安全レ

ベルが高いと判断する結果が得られてい

ると推察され、連携が安全レベルにどの程

度寄与しているかは不明であった。 
地域連携により自施設の患者の安全性

が向上したと考える回答は、連携加算取得

施設では「とても向上した」11.3%、「やや

向上した」77.1%と 8 割以上が評価してい

た。向上したと回答した施設がどのような

連携を行っていたのか単変量解析では連

携加算の取得含めすべての項目で有意差

が認められ、多変量解析で検討したところ、

「定期的に情報交換」「連携加算２を取得」

「訪問にて医療安全体制を確認」「自施設

での問題時に相談」で p<0.05 となった。

特に「定期的に情報交換」はオッズ比 4.23
であり、単独の施設内で対策等を検討する

よりも、担当者として安全性の向上が達成

されやすいと感じていると思われた。連携

加算２取得の施設に関しては、連携加算を

取得することで、情報交換の機会や訪問の

機会を得、自施設の問題の相談先を確保で

きていることが伺え、共変量の要素もある

とは思われたが、統計的には問題とならず、

変数として残した。連携加算２を取得して

いる施設の規模から推察すると、施設内で

医療安全に配置できる人員も限られ、その

ような中での医療安全体制構築に、地域連

携が大きな役割を果たしていることが推

察された。 
調査の仮説形成時に、患者のケアの移行

期の安全性向上に地域連携が寄与すると

考えたが、現状として施策の中では、その

ような要素が安全対策として抽出されて

おらず、地域包括ケア構想等は、施設内で

も医療安全とは別部署で対応実施されて

いると思われ、本調査の中でも、連携によ

り安全性が向上した証左は得られなかっ

た。患者が様々な施設で医療を受ける中で

の情報共有不備によるインシデント等へ

の対応を求めるには、現在の施設要件等で

は不十分であることがわかった。 
 

Ｅ．結論 

医療安全対策加算を取得している全国

の医療施設に対し、医療安全に関する地域

連携の状況と評価、そして施設内の医療安

全管理体制の現状を調査し、医療安全のレ

ベルや連携による効果を尋ねた。 

 医療安全対策地域連携加算を取得し

ている医療施設は取得していない同

等の医療施設に比し、医療安全の総

合的レベルは高い。 
 総合的な安全レベルが高いと回答し

ている医療施設は、連携加算１を取

得していることや、ネットワークや

学会への参加などを行い、医療安全

に対し、人材や様々な資源の投入を

実施していることがうかがわれ、地

域連携による効果は部分的と考えら

れた。 
 医療安全対策地域連携加算を取得し

ている施設の8割以上が自施設の患

者の安全性向上を実感しており、特

に連携加算２を取得している施設で

効果があり、施設間の情報交換や訪

問しての体制確認、相談体制の構築

が担当者の実感につながっていると

考えられた。 
 相互訪問時に使用する情報共有ツー

ルとしてのチェックシートは様々な

ものが使用されており、形態の違う

施設を結びつける内容の同定を含

め、効果的、効率的に目的を達成す

るシートの検討が必要と思われた。 
 患者の施設間での移動に伴う医療安

全上の情報共有の課題については、

医療安全のトピックとして認識され

ておらず、今後の対応が求められ

る。 
 
Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

なし（執筆中） 

2.  学会発表 

第 11回日本医療安全学会学術総会 

 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他  

 なし 
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安田分担研究報告書 別添図表 
 
図１ 調査実施にあたっての仮説、記号は安全レベルを抽象的に表す 
 
 
 
 
 
 
図 2 医療機関種別、機能別回答数および比率 

 
図 3 医療安全に係る対策加算取得別病床数分布 

 
 
 
図 4医療安全に係る対策加算取得別病床数分布 
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効果的な連携のあ

る施設 

効果的でない連携
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連携のない施設 ＞ ≒ 
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図 5 相互評価時に特定の役割は参加しているか（複数回答可） 

 
 
 
 
 
図 6 関わっている、もしくは実施している医療安全に関する連携 
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図 7 連携加算の有無による様々な連携の実施状況 
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図 8 自施設の安全性向上に役立つと思われる連携とは、3 つまで選択 

 
図 9 医療機関の機能別の総合的な医療安全レベル（n=873） 
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図 10 連携加算の有無による医療安全レベルの違い（特定機能病院除く） 
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表１ 連携によって自施設の安全性が向上した場合の連携内容（単変量χ2 検定） 

  

安全性向上 

P値 1 0 

訪問にて医療安全体制を確認 

1 510 62 

p<0.0001 0 135 101 

オンライン、書面にて医体制を確認 

1 365 49 

p<0.0001 0 280 114 

定期的に情報交換 

1 594 79 

p<0.0001 0 51 84 

自施設での問題時に相談 

1 494 67 

p<0.0001 0 151 96 

患者の診療連携の問題発生時に相談 

1 247 33 

p<0.0001 0 398 130 

地域ネットワーク、学会等に参加 

1 377 67 

p<0.0001 0 268 96 

設置グループの医療安全の会に参加 

1 263 45 

p=0.002 0 382 118 

連携加算１取得 

1 348 46 

p<0.0001 0 297 117 

連携加算２取得 

1 222 29 

p<0.0001 0 423 134 

 
表 2 連携によって自施設の安全性が向上した場合の連携内容（多変量解析） 

 
  

 対数価値 OR p値 

95%CI 

下側 上側 

定期的に情報交換 6.307 4.23  <.0001 2.44  7.33  

連携加算２取得 2.302 2.48  0.005  1.32  4.66  

訪問にて医療安全体制を確認 1.816 2.05  0.014  1.15  3.64  

自施設での問題時に相談 1.806 1.83  0.015  1.13  2.96  

連携加算１取得 1.184 1.92  0.062  0.97  3.81  

患者の診療連携の問題発生時に相談 0.418 1.25  0.384  0.76  2.05  

オンライン、書面にて医体制を確認 0.178 1.11  0.664  0.70  1.74  

地域ネットワーク、学会等に参加 0.068 1.04  0.855  0.68  1.60  

設置グループの医療安全の会に参加 0.039 0.98  0.915  0.62  1.54  
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表 3医療安全総合レベルと連携実施の関係（単変量χ2 検定） 

 
総合的な医療安全レベル  P値 

(*<0.05) 1 0 

訪問にて医療安全体制を確認 
1 104 468 p=0.018* 

0 27 209 

オンライン、書面にて医体制を確認 
1 72 342 p=0.352 

0 59 335 

定期的に情報交換 
1 116 557 p=0.078 

0 15 120 

自施設での問題時に相談 
1 92 469 p=0.829 

0 39 208 

患者の診療連携の問題発生時に相談 
1 53 227 p=0.127 

0 78 450 

地域ネットワーク、学会等に参加 
1 84 360 p=0.021* 

0 47 317 

設置グループの医療安全の会に参加 
1 58 250 p=0.113 

0 73 427 

連携加算１取得 
1 78 316 p=0.007* 

0 53 361 

連携加算２取得 
1 37 214 p=0.446 

0 94 463 
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医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と              

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

医療安全対策に対する地域連携の効果 

  
研究分担者 中島 勧 国家公務員共済組合連合会  

              虎の門病院・医療安全部・部長 

研究要旨 

【目的】初年度の研究では、特定の病院グループに対し、医療安全対策地域連携加算の効果

の検証を行った。今年度は初年度の結果を踏まえて、医療安全対策加算及び地域連携加算の

効果の検証として、加算取得施設の医療安全の状況を全国規模で調査した。 

【方法】2025 年１月-2 月に全国の医療安全対策加算取得医療機関 4,048 施設へアンケート

へのアクセス QR コードを掲載した案内状を郵送し、オンラインでの回答を依頼した。当研

究班では調査結果のうち、医療安全の状況に関する結果の分析を行った。病院機能による分

類（特定機能病院、地域医療支援病院、その他の一般病院）に加えて、医療安全に関する加

算の取得状況による分類を、医療安全対策加算１･２、及び医療安全対策地域連携加算１・

２で行い、分類ごとの医療安全の状況を確認した。なお特定機能病院は高度な医療安全管理

体制を有し、診療報酬のルール上全施設が医療安全対策加算１のみの取得となっているた

め、他の施設とは分けて検討した。 

【結果】873施設（特定機能病院 65、地域医療支援病院 301、その他の一般病院 507施設）

から回答があった。特定機能病院と回答した施設のうち、医療安全対策加算１のみ以外の加

算を取得していると回答した 20 施設を除外した。特定機能病院以外の医療安全の加算によ

る分類では、対策１及び連携 1（連携 1）394、対策１のみ（対策 1）56、対策２及び連携２

（連携２）251，対策２のみ（対策２）89であった。医療安全体制等の状況については、特

定機能病院のほぼ全施設で対応されている 5項目のうち、特定機能病院以外の全ての累計に

おいて、複数の医療職専従配置で約 3割以下、報告すべき事象が決められていることと医療

安全研修の到達目標の設定においては約 7割以下でしか対応されていなかった。インシデン

ト報告システムの電子化では連携１の施設では 95%で電子化されていたが、他の施設では電

子化は 6割前後に留まった。インシデントレポート数、うち３B以上の件数は、連携１、連

携２、対策１、対策２の順で多かった。医療安全管理委員会への医療安全の責任者の配置は、

対策 1を除き薬剤・機器・放射線の各安全管理責任者の配置が遅れていた。医療安全の手順

は特定機能病院のほぼ全施設で整備されていたが、他の施設では病理及び放射線診断報告書

確認、パニック値報告、院内迅速対応で不十分であった。 

【結論】全体を通じて、連携 1に次いで連携２の施設において安全体制が充実しており、地

域連携加算取得施設の非取得施設に対する医療安全体制の優位性が明らかになった。 
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Ａ．研究目的 

（背景）一般の医療機関における安全管理

体制は、2006 年度診療報酬改定で医療安全

対策加算が新設されたことから導入が始ま

った。当初は急性期病院に限定されていた

ことに加えて、看護師の専従配置が可能な

施設しか対象にならなかったため、取得で

きたのは一部の医療機関にとどまった。次

いで 2008 年度改定では、医療安全対策加

算が 2 段階になった。加算 1 は従来と同様

に専従の医療安全管理者の配置で入院時に

85 点と増額されたが、加算 2 は専任者の配

置で同 35 点となり、専従者が配置できな

い施設へも医療安全管理者の配置が促され

た。その後大きな変化はなかったが、2018

年の改定で、医療安全対策地域連携加算が

導入され、医療安全の地域連携を図ること

で経済的インセンティブが与えられること

になった。 

相互評価の実施目的及び実施の意義につ

いては、先行研究である平成 30 年度厚生

労働科学特別研究事業「医療安全における

医療機関の連携による評価に関する研究」

が行われ、医療安全対策地域連携加算が要

件とする相互評価の目的は「相互評価を実

施することにより、双方の医療機関におけ

る医療安全推進と医療の質向上に資するこ

と」とされた。 

初年度の研究では、特定の病院グループ

に対し、医療安全対策地域連携加算の効果

の検証を行ったところ、地域連携は、加算

1 施設同士の医療安全の推進には大いに役

立っていたが、加算 2 施設との連携は役に

立っていたものの、効果は限定的であっ

た。 

（目的） 

医療安全対策地域連携加算 1 は、医療安

全対策加算１を取得している医療機関が、

同加算１の施設と相互訪問し、また同加算

２の施設を訪問して安全対策の確認及び助

言を与えることに対する評価として設定さ

れている。同加算 2 は、医療安全対策加算

１を取得している医療機関が、同加算２の

施設を訪問して安全対策の確認及び助言を

与えることに対する評価として設定されて

いる。相互評価の実施目的及び実施の意義

については、平成 30 年度厚生労働科学特

別研究事業「医療安全における医療機関の

連携による評価に関する研究」が先行研究

として挙げられるが、その研究が加算の目

的として提示している「相互評価を実施す

ることにより、双方の医療機関における医

療安全推進と医療の質向上に資すること」

の有効性は確認されて来なかった。 

研究 2 年目の今年度は、１年目に得られ

た現状把握・効果検証のデータを基に調査

項目を決定し、全国の医療安全対策加算を

取得している施設に対して医療安全の状況

の調査を行い、加算の種類や取得の有無ご

とに医療安全管理体制の状況調査を行っ

た。結果的に地域連携加算の有効性が確認

できることを目標とした。 

 

Ｂ．研究方法 

2025 年１月-2 月に全国の医療安全対策

加算取得医療機関 4,048 施設へアンケート

へのアクセス QR コードを掲載した案内状

を郵送し、オンラインでの回答を依頼し

た。当研究班では調査結果のうち、医療安

全の状況に関する結果の分析を行った。病

院機能による分類（特定機能病院、地域医

療支援病院、その他の一般病院）に加え

て、医療安全に関する加算の取得状況によ

る分類を、医療安全対策加算１･２、及び

医療安全対策地域連携加算１・２で行い、

分類ごとの医療安全の状況を確認した。 

なお特定機能病院は高度な医療安全管理

体制を有しているが、診療報酬のルール上

医療安全対策地域連携加算は取得できな

い。そのため全施設が医療安全対策加算１

のみの取得となっている。他方医療安全対

策加算 1 のみで地域連携加算１を取得して

いない施設は、本研究の仮定「地域連携が

医療安全の水準を向上している」からすれ

ば、同じ医療安全対策加算 1 を取得する施

設の中では、医療安全の水準は高くはない

可能性がある。従って特定機能病院は他の

施設とは分けて検討しない限り、研究結果

が不正確になるおそれがある。そこで今回

の調査では特定機能病院は他の施設とは分

けて分析を行った。 

 なおアンケートは他の分担研究者と共に

作成し、本研究ではその一部として行っ

た。内容は別紙を参照していただきたい。 
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Ｃ．研究結果（詳細は別紙２参照） 

 回答は 873 施設から得られ、回答率は

21.6%であった。施設数の内訳は特定機能

病院 65、地域医療支援病院 301、その他の

一般病院 507 であった。 

 特定機能病院はその承認要件から医療安

全対策加算 1 が算定可能であるが、逆に医

療安全対策地域連携加算１や医療安全対策

加算２は算定できない。上記 65 施設のう

ち、20 施設は特定機能病院では算定できな

い加算を算定していることから検討から外

し、特定機能病院は 45 施設として分析及

び検討を行った。地域医療支援病院及びそ

の他の一般病院については、回答の通りで

分析及び検討を行った。 

 アンケートにおける質問は、「４．医療

安全等の状況について」の中で行った。 

医療安全対策加算１または 2 を算定して

いる施設はそれぞれ医療安全対策地域連携

加算１または 2 が算定可能であることか

ら、以下の 4 つに類型化できる。以下の表

で類型ごとの回答数と共に、以下で使用す

る略記法を示す。 

類型ごとの

略記法 

地域連携 

加算あり 

地域連携 

加算なし 

医療安全対

策加算１ 

394 施設 

（連携１） 

56 施設 

（対策１） 

医療安全対

策加算 2 

251 施設 

（連携２） 

89 施設 

（対策２） 

 

質問内容と結果の概要を記載する。 

4-1-1 医療安全管理部門が管理者直下の部

署と位置付けられていますか。 

特定機能病院の 98%で管理者直下の部署

と位置付けられていた。他の内訳は以下の

とおりであり、概ねすべての累計で達成さ

れていたため、連携の効果は確認できなか

った。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

98% 93% 96% 92% 

 

4-1-2 医療安全管理部門に 2 名以上の医

療職種の専従者配置がありますか。 

全ての特定機能病院で複数の医療従事者

が配置されていたが、これは承認要件に含

まれるため当然である。医療安全対策加算

１の施設は 1 名の専従者が必要であるのに

対し、医療安全対策加算 2 では専従者は必

要ない。結果として特定機能病院以外の全

ての類型で達成度は低く、地域連携の効果

は確認できなかった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

32% 19% 23% 26% 

 

4-1-3 報告を求める事象（オカレンス報

告）が具体的に決められ把握されています

か。 

 特定機能病院の 96%で、報告すべき事例

はあらかじめ決められていた。他の類型で

はいずれにおいても 7 割程度の達成度で十

分ではなく、地域連携の効果は確認できな

かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

74% 67% 66% 67% 

 

4-1-4 職員への医療安全研修について、

内容に基づいた到達目標を設定しています

か。 

特定機能病院の 89%で医療安全研修の到

達目標が設定されていた。他の類型ではい

ずれにおいても 7 割程度の達成度で十分で

はなく、地域連携の効果は確認できなかっ

た。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

70% 67% 71% 61% 

 

4-1-5 有害事象が発生したときの対応は

明文化されていますか。 

 特定機能病院の 96%で、報告すべき事例

はあらかじめ決められていた。他の類型で
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はいずれにおいても 7 割程度の達成度で十

分ではなく、地域連携の効果は確認できな

かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

74% 67% 66% 67% 

 

4-1 の全ての設問において、医療安全地域

連携加算の算定有無による差は確認できな

かった。 

4-2 インシデント報告を主にどのように

収集していますか。 

 インシデント報告は、いつ何時でも報告

できる仕組みが望ましい。また医療安全部

門による収集や分析なども考慮すれば、電

子化されたシステムが最も望ましい。市販

のシステムが汎用性を考慮すれば望ましい

と考えるが、自作のシステムでも機能が足

りていれば問題はない。結果として口頭の

みによる報告が行われている施設はなく、

全ての施設で記録が残るような仕組みは採

用されていた。しかし利便性の低い紙運用

の施設が連携 1 の 5％に対し対策 1 は 36%

と多く、連携 2 の 33%に対し対策 2 は 48%

とさらに多かった。連携加算算定施設では

非算定施設に対し電子化が進んでいた。 

 市販 自作 紙 口頭 

特定 82% 18% 0% 0% 

連携 1 85% 10% 5％ 0% 

連携 2 35% 31% 33% 0% 

対策 1 43% 21% 36% 0% 

対策 2 28% 24% 48% 0% 

 

4-3 2023 年度 1 年間のインシデント・ア

クシデント報告総数をお答えください。 

 年間の平均報告数は、特定機能病院で

5468 件、連携 1 で 2277 件、連携 2 で 1068

件、対策 1 で 1028 件、対策 2 で 738 件で

あった。 

4-4 2023 年度 1 年間のインシデント・ア

クシデント報告において有害事象またはア

クシデント（影響度３b 以上）の報告数 を

お答えください。 

 年間の 3B 以上の平均報告数は、特定機

能病院で 145 件、連携 1 で 42 件、連携 2

で 21 件、対策 1 で 14 件、対策 2 で 10 件

であった。 

 4-3、4-4 の両者で、医療安全対策加算

1・2 のいずれにおいても、地域連携加算算

定施設が非算定施設よりも明らかに報告数

が多かった。また医療安全体制は医療安全

対策加算で求められており、加算 2 取得の

連携 2 が、加算 1 取得の対策 1 より報告数

が多かった。以上より連携の効果であった

可能性がある。 

 

4-5 医療安全管理委員会には、以下の構

成員が含まれていますか（複数回答可） 

 医療安全管理委員会には医療安全の責任

者が出席することとされており、安全担当

副院長（医療安全管理責任者）、医薬品安

全管理責任者、医療機器安全管理責任者、

医療放射線安全管理責任者などが必須とい

うことになる。医療放射線安全管理責任者

は特定機能病院を含む全ての類型で充足さ

れていなかった。それ以外については、医

療安全対策加算 1・2 の両者において、地

域連携加算算定施設が非算定施設よりも体

制が充実していた。殊に連携 2 では対策 1

よりも薬剤・機器の責任者が多く含まれて

いた。 

 副院

長 

薬剤 機器 放射

線 

特定 100% 100% 100% 84% 

連携 1 96% 98% 91% 83% 

連携 2 91% 94% 84% 74% 

対策 1 93% 80% 82% 66% 

対策 2 96% 93% 76% 73％ 

 

4-6 以下の医療安全対策に関し、施設内

統一の手順が決まっていますか。 
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 回答として、はい・いいえ・該当業務な

しの 3 通りであり、該当業務なしの施設を

除外して、はい・いいえと回答した施設の

みで分析を行った。 

 患者確認、輸血投与、注射薬投与、内服

薬投与、転倒転落予防アセスメント実施に

ついては、全ての類型で 90%以上であっ

た。 

 手術の安全確認チェックリスト実施、急

変時対応（コードブルーなど）については

全ての類型で 85%以上であった。 

 病理診断報告書確認では連携のない施設

で手順の決まっていないところが多かっ

た。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

85% 75% 58% 61% 

 

放射線診断報告書確認手順でも病理と同

様に連携のない施設で手順の決まっていな

いところが多かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

88% 82% 69% 71% 

 

 パニック値報告は対策 2 施設のみで手順

の決まっていないところが多かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

94% 84% 87% 71% 

 

院内迅速対応手順（RRT など）は特定機

能病院では 98%で手順が決まっていたが、

それ以外の全ての類型で対応が遅れてい

た。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

58% 45% 43% 46% 

 

4-7 すべての部署に医療安全の役割を担

う担当者（ 以下、  部署リスクマネジャ

ー と表記 ）を配置していますか。 

 医療安全対策加算 1・2共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

90% 83% 82% 76% 

 

4-7-1 部署リスクマネジャーの自部署で

の役割が明文化されていますか。 

 医療安全対策加算 1・2共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

90% 73% 80% 65% 

 

4-7-2 部署リスクマネジャー向けの医療

安全研修を実施していますか。 

 特定機能病院でも 69%との回答であり、

全ての類型において実施施設は少なかっ

た。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

42% 31% 27% 30% 

 

4-7-3 部署内のインシデントや問題は、

部署リスクマネジャーが主体となって検討

していますか。 

 医療安全対策加算 1・2共に地域連携加

算の有の施設で配置が多かったが、差は小

さかった。 

連携 1 連携 2 対策 1 対策 2 

84% 78% 71% 74% 

 

Ｄ．考察 

 医療安全対策加算１は医療安全管理部門

に専従の医療安全管理者を配置する必要が
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ある点が対策加算 2 との最大の差である。

診療報酬は患者 1 入院当り対策加算１、2

でそれぞれ 85 点、30 点である。 

これに対して医療安全対策地域連携加算

1 は、医療安全対策加算１を取得している

医療機関が、同加算１の施設と相互訪問

し、また同加算２の施設を訪問して安全対

策の確認及び助言を与えることに対する評

価として設定されている。医療安全対策地

域連携加算 2 は、医療安全対策加算１を取

得している医療機関が、同加算２の施設を

訪問して安全対策の確認及び助言を与える

ことに対する評価として設定されている。

診療報酬は 1，2 に対してそれぞれ 50 点、

20 点である。 

医療安全対策地域連携加算は、1・2 共に

医療安全対策加算に比べて施設への負担は

少ないが、その効果について確認されてお

らず、効果が疑問視されることもあった。

今回の調査結果から、医療安全対策加算

1・2 の両者において、医療安全対策地域連

携加算の算定の有無で、医療安全対策に関

して大きな差があることが明らかになっ

た。さらに驚くべきことは、医療安全対策

加算 1 のみの施設は、専従の医療安全管理

者のいない医療安全対策加算 2 の施設で医

療安全対策地域連携加算 2 を算定する施設

よりも医療安全体制が充実していないこと

である。 

以上の原因については本研究では明らか

になっていないが、医療安全の推進に地域

連携が役立っている可能性については、今

後の研究が必要と考える。 

 

 

Ｅ．結論 

 医療安全対策地域連携加算を算定する施

設では、算定しない施設よりも医療安全対

策が充実していた。今後は地域連携の医療

安全に与える影響について、さらなる検討

が必要である。 

 

Ｆ．研究発表 

なし 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

中島勧．平成 30 年度診療報酬改定で新設

された医療安全対策地域連携加算 1 の効果

の検証. 第 26 回日本医療マネジメント学

術総会、2024 年 6 月 21 日、福岡. 

中島勧．医療安全対策地域連携加算の現状

について．第 11 回医療安全学会学術総

会、2025 年 3 月 15 日、福岡． 

Ｇ． 知的所有権の取得状況 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と              

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

医学部附属大学病院以外の特定機能病院におけるピアレビューの実際と 
医療安全地域連携加算における連携の実際 

 
研究分担者 水野 篤 学校法人聖路加国際大学・ 聖路加国際病院循環器内科・副医長 

 

研究協力者 

飯島久子 静岡県立静岡がんセンター

RMQC 室 参与 

 

Ａ．研究目的 

 

（背景と目的）初年度に実施したピアレビュ

ーの実態および課題に関する探索的調査や、

「医療安全対策地域連携加算」におけるピアレ

ビューの連携可能な施設配置の検討を通じ

て、地域連携加算の効果を適切に評価するた

めには、連携先病院の数や体制に関する実態

調査が必要であることが明らかとなった。そこで

本研究では、医療安全対策加算および地域連

携加算の効果を検証することを目的に、加算

取得施設における連携状況および医療安全の

取り組みの実態を評価する。 

Ｂ．研究方法 

2025 年１月-2 月に全国の医療安全対策加

算取得医療機関 4,048 施設へアンケートへの

アクセス QR コードを掲載した案内状を郵送

し、オンラインでの回答を依頼した。当研究班

では調査結果のうち、医療安全の状況に関す

る結果の分析を行った。病院機能による分類

（特定機能病院、地域医療支援病院、その他

の一般病院）に加えて、医療安全に関する加

算の取得状況による分類を、医療安全対策加

算１･２、及び医療安全対策地域連携加算１・２

研究要旨 

（背景と目的）初年度に実施したピアレビューの実態および課題に関する探索的調査や、「医療安

全対策地域連携加算」におけるピアレビューの連携可能な施設配置の検討を通じて、地域連携加

算の効果を適切に評価するためには、連携先病院の数や体制に関する実態調査が必要であるこ

とが明らかとなった。そこで本研究では、医療安全対策加算および地域連携加算の効果を検証す

ることを目的に、加算取得施設における連携状況および医療安全の取り組みの実態を評価する。 

（方法）2025 年１月-2 月に全国の医療安全対策加算取得医療機関 4,048 施設へアンケートへの

アクセスQRコードを掲載した案内状を郵送し、オンラインでの回答を依頼した。本分担研究におい

てはアンケート調査の概要と実際の加算取得病院の性質について整理を行った 

（結果と考察） 873 施設から有効回答が得られ、回答率は 21.6%であった。医療機関の種別では

「一般病院」が最も多く（590 施設、67.6%）、機能別では「地域支援医療病院」（34.5%）および「特定

機能病院」（7.4%）が含まれた。加算の取得状況では、「医療安全対策加算 1 および地域連携加算

1」の取得が最も多く 46.8%を占めた。地域連携加算の連携先としては、加算 1・加算 2 ともに「一般

病院」との連携が中心であり、次いで「リハビリテーション病院」「長期療養型病院」が続いた。また、

連携先の選定理由としては「同じまたは隣接する 2 次医療圏」が最多であったが、加算 2 取得施設

では「開設主体が同一」であることも連携理由として多く挙げられた。これらの結果から、医療安全

における地域連携体制の構築には、地理的近接性のみならず、法人や組織のつながりも重要な要

素であることが示唆された。 
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で行い、分類ごとの医療安全の状況を確認し

た。 

実際の調査票内容は添付資料１を参照 

（倫理面への配慮） 

アンケート実施にあたっては、国立病院機構

名古屋医療センター研究倫理審査委員会に

諮り、人を対象とする内容は含まれておらず、

生命科学・医学系研究に関する倫理指針の対

象外との判断を得実施することとなった。 

Ｃ．研究結果 

回答は 873 施設から得られ、回答率は 21.6%。

詳細な回答は添付資料２を参照。 

 

1-1.医療機関の種別については、「一般病院

（一般病床を 5 割以上有する病院）」が最も多

く、590 施設（67.6%）を占めた。これに続き、「ケ

アミックス病院（上記いずれかに該当する病床

を混在して有する病院）」が 89 施設（10.2%）、

「長期療養型の病院」が 65 施設（7.4%）、「リハ

ビリテーション病院」が 52 施設（6.0%）、「精神

科病院」が 43 施設（4.9%）であった。1-2. 医療

機関の機能別では、「地域支援医療病院」が

301 施設（34.5%）、「特定機能病院」が 65 施設

（7.4%）であった。 

 

1-6. 医療安全に係る診療報酬上の加算状況

については、「医療安全対策加算 1 および医

療安全対策地域連携加算 1」を算定している

医療機関が最も多く、409 施設（46.8%）を占め

た。次いで、「医療安全対策加算 2 および医療

安全対策地域連携加算 2」が 254 施設

（29.1%）、「医療安全対策加算 1 のみ」が 101

施設（11.6%）、「医療安全対策加算 2 のみ」が

89 施設（10.2%）であり、加算を取得していない

医療機関は 20 施設（2.3%）にとどまった。 

 

医療安全対策地域連携加算のうち、加算 1 を

算定している連携医療機関の数は、「1 施設」

が最も多く、392 施設（59.1%）であった。次い

で、「2 施設」が 150 施設（22.6%）、「3 施設」が

53 施設（8.0%）、「4 施設」が 31 施設（4.7%）、「5

施設以上」が 37 施設（5.6%）であった。 

 

また、加算 2 を算定している連携医療機関の

数については、「1 施設」が最も多く、311 施設

（46.9%）であった。次いで、「0 施設」が 183 施

設（27.6%）、「2 施設」が 95 施設（14.3%）、「3 施

設」が 40 施設（6.0%）、「4 施設」が 12 施設

（1.8%）、「5 施設以上」が 22 施設（3.3%）であっ

た。 

実際の 2-1～2-3 の回答については、医療安

全加算かつ地域連携加算を取得している施設

に限定して評価している。 

「医療安全対策加算 1 および医療安全対策地

域連携加算」と回答している 409 施設のうち有

効回答は 400 施設。また、「医療安全対策加

算 2 および医療安全対策地域連携加算 2」と

回答している 254 施設のうち、有効回答は 253

施設。 「医療安全対策加算 1 および医療安全

対策地域連携加算」取得施設 400 施設にお

ける連携状況 

ほとんどが、（１）一般病院と連携しており、連携

加算２の取得においても（１）一般病院が多く、

（４）リハビリテーション病院、（２）長期療養型の

病院が続く結果である。 

「医療安全対策加算 2 および医療安全対策地

域連携加算」取得施設 253 施設における連

携状況。こちらもほとんどが(1) ⼀般病院と連

携しており、連携加算２取得のためにも(1) ⼀
般病院と連携していること、また同じく(4) リハビ

リテーション病院が続く結果となっている 

（添付資料２別添 1 参照） 

 

「医療安全対策加算 1 および医療安全対策地

域連携加算」取得施設 400 施設における連

携状況 

（添付資料２別添２参照） 

 連携理由は約半数が(2) 同じ⼜は隣接する２

次医療圏内の医療機関であり、その次に(3) 

県内の医療機関を選択している。 

「医療安全対策加算 2 および医療安全対策地

域連携加算」取得施設 253 施設における連

携状況においても(2) 同じ⼜は隣接する２次医

療圏内の医療機関が多く、(3) 県内の医療機

関が続く傾向にあるが、加算２算定病院の選定

理由はどちらかというと、(1) 開設主体が同⼀ 

が多い傾向にある。 

 

 

Ｄ．考察 

 

本調査は、医療安全対策加算および医療安全

対策地域連携加算の取得状況と、連携先医療

機関の属性や選定理由に関する実態を明らか

にした点で、今後の政策立案や加算制度の改

善に向けた重要な示唆を提供するものである。 

 

地域連携加算の取得における連携先の実態と

しては、加算 1・加算 2 ともに「一般病院」との
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連携が中心であり、これに「リハビリテーション

病院」や「長期療養型病院」が続く傾向が見ら

れた。このことは、地域における連携の中核を

一般病院が担っていることを反映しており、一

般病院が他の種別の医療機関とのハブ的な役

割を果たしていることを示している。また、加算

2 取得のための連携でも同様の傾向が確認さ

れ、より高度な医療安全体制の構築において

も、一般病院の果たす役割が大きいと考えられ

る。 

連携先の選定理由については、「同じまたは隣

接する 2 次医療圏内の医療機関」との連携が

最も多く、地理的な近接性が大きな要因となっ

ていることが分かった。これは、日常的な連絡

や協働のしやすさを重視していることを意味し

ており、現場レベルでの実効性ある連携を支え

る合理的な判断といえる。一方で、加算 2 取得

施設では「開設主体が同一」であることが連携

理由として多いという傾向が見られ、より制度

的・組織的な枠組みの中で連携が進められて

いる可能性も示唆される。 

Ｅ．結論 

、医療安全における地域連携の構築にあたっ

ては、地理的な近接性と法人・組織的な繋がり

の両方が重要な要素となっていることが明らか

となった。したがって、今後の制度設計におい

ては、単なる加算要件の整備にとどまらず、地

域ごとの連携体制構築支援や、法人を超えた

連携促進策（例：共有研修や情報共有インフラ

の整備など）を検討する必要がある。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

Mizuno, A. (2024). Current status of local 

network system for patient safety in Japan. J. 

Natl. Inst. Public Health, 73(4), 323–329. 

2.  学会発表 

水野 篤 日本の医療安全地域連携体制。第

19回医療の質・安全学会学術集会 2024年 11

月 30 日（土） 13:15～14:15 

 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他  

 なし
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医療安全における施設間連携の効果に関するアンケート調査質問項目一覧 

実際の回答は web 上のアンケートフォームにおねがいします。 

すべての項目は、2025 年 1 月 15 日現在の状況をお答えください。 

1 あなたの医療機関の現況について 

1-1 あなたの医療機関の種別を以下から一つ選んでください。 

1-2 あなたの医療機関の機能を以下から一つ選んでください。 

1-3 2025 年１月１５日現在の許可病床数（総数）をお答えください。 

1-4 ２０２５年１月１５日現在の標榜診療科数をお答えください。 

1-5 ２０２３年度の年間新規入院患者数をお答えください。 

1-6 現在あなたの医療機関が算定している医療の安全に係る診療報酬上の加算状況をお答えください。 

 

2 医療安全対策地域連携加算における連携について（2 の質問は加算算定医療機関のみ回答） 

2-1 連携医療機関の数を、連携先が算定している加算ごとにそれぞれお答えください。 

連携先医療機関ごとにお答えいただく項目 

2-2 連携している医療機関それぞれの施設種別をお答えください。 

2-3 当該連携医療機関と連携するようになった理由をお答えください。 

医療安全対策地域連携加算の実践について 

2-4 医療安全対策地域連携加算における相互評価時に以下の確認項目チェックシート等を活用（改変も

含む）していますか。 

2-5 医療安全対策地域連携加算における相互評価の実施方法について研修を受けたことがあります

か。 

2-6 医療安全対策地域連携加算による相互評価時に以下の役割の方は参加していますか。 

2-7 医療安全対策地域連携加算における相互評価を実施する際に工夫していることについて教えてく

ださい。 

2-8 医療安全対策地域連携加算における相互評価を行う上で困難を感じていることについて教えてく

ださい。 

 

3 医療安全における地域連携について 

以下の質問は、医療安全対策地域連携加算の有無に関わらず、医療機関間での医療安全における地域連携

について、お答えください。 

3-1 現在あなたの医療機関が行っている、または関わっている、医療安全に関する連携についてあては

まるものをお答えください。 

3-2 現在どのように連携を実施していますか、下記の内容についてそれぞれお答えください。 

3-3 あなたの医療機関において、患者の安全性向上に役立つと思われる連携内容はどれでしょうか。上

位３つまでを選択してください。 
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4 医療安全体制等の状況について 

4-1 あなたの医療機関の医療安全体制等の状況についてお答えください。 

4-1-1 医療安全管理部門が管理者直下の部署と位置付けられていますか。 

4-1-2 医療安全管理部門に 2 名以上の医療職種の専従者配置がありますか。 

4-1-3 報告を求める事象（オカレンス報告）が具体的に決められ把握されていますか。 

4-1-4 職員への医療安全研修について、内容に基づいた到達目標を設定していますか。 

4-1-5 有害事象が発生したときの対応は明文化されていますか。 

4-2 インシデント報告を主にどのように収集していますか。   

4-3 2023 年度 1 年間のインシデント・アクシデント報告総数をお答えください。 

4-4 2023 年度 1 年間のインシデント・アクシデント報告において有害事象またはアクシデント（影響度３

b 以上）の報告数をお答えください。 

4-5  医療安全管理委員会には、以下の構成員が含まれていますか。   

4-6  以下の医療安全対策に関し、施設内統一の手順が決まっていますか。 

4-7 すべての部署に医療安全の役割を担う担当者（以下、部署リスクマネジャー と表記 ）を配置してい

ますか。   

部署リスクマネジャーについて(配置のある医療機関のみ回答) 

4-7-1 部署リスクマネジャーの自部署での役割が明文化されていますか。 

4-7-2 部署リスクマネジャー向けの医療安全研修を実施していますか。 

4-7-3 部署内のインシデントや問題は、部署リスクマネジャーが主体となって検討していますか。 

 

5 自施設の医療安全について 

5-1 医療安全について、あなたの医療機関における総合的なレベルとして当てはまる番号を一つだけえ

らんでください。 

5-2 自施設の医療安全に施設間の連携がもたらす効果を、安全性向上と業務負担の面から評価してくだ

さい。 

5-2-1 安全性向上の面 

5-2-2 業務負担面 

5-3 上記 5-2（自施設の医療安全に施設間の連携がもたらす効果：安全性向上および業務負担）の理由

を具体的に記載ください。 

5-4 医療安全における地域連携を行うことにより向上した項目をお答えください。 

5-5 医療安全における地域連携の地勢的評価のため医療機関の郵便番号（ハイフンなし 7 桁の数字）を

お答えください（任意回答）。 

5-6 ご回答いただきました内容につきまして、後日詳細等をお伺いさせていただく可能性がございま

す。差し支えなければ、メールアドレスを入力ください。本調査の趣旨をご理解の上、ご協力承りますよう

お願い申し上げます。ご記載いただきました連絡先情報は本研究以外には使用いたしません（任意回答）。 
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医療安全における施設間連携の効果に関するアンケート調査 集計結果 

医療機関の基本情報に関する集計結果（n = 873） 

 

1 あなたの医療機関の現況について 

  

1-1. あなたの医療機関の種別を以下から一つ選んでください。 

医療機関の種別 n % 

一般病院（一般病床を 5 割以上有する病院） 590 67.6% 

長期療養型の病院（療養病床を 5 割以上有する） 65 7.4% 

精神科病院（精神科病床を 5 割以上有する病院） 43 4.9% 

リハビリテーション病院（リハビリ病床を 5 割以上有する） 52 6.0% 

ケアミックス病院（(1)〜(4)に該当し） 89 10.2% 

その他 34 3.9% 

 

1-2. あなたの医療機関の機能を以下から一つ選んでください。 

医療機関の機能 n % 

特定機能病院 65 7.4% 

地域支援医療病院 301 34.5% 

上記以外 507 58.1% 

 

1-3. 2025 年 1 月 15 日現在の許可病床数（総数）をお答えください。 

• 平均（標準偏差）：369.6（1585.7） 

• 中央値（最小〜最大）：212（0〜34,420） 

• 四分位範囲（IQR）：265 

• 変動係数（CV）：4.3 

 

1-4. 2025 年 1 月 15 日現在の標榜診療科数をお答えください。 

• 平均（標準偏差）：17.4（21.1） 

• 中央値（最小〜最大）：14（1〜381） 

• 四分位範囲（IQR）：18 

• 変動係数（CV）：1.2 

 

1-5. 2023 年度の年間新規入院患者数をお答えください。 

• 平均（標準偏差）：11,139.7（30,710.1） 

• 中央値（最小〜最大）：2,200（0〜347,743） 

• 四分位範囲（IQR）：7,734 

• 変動係数（CV）：2.8 

 

1-6. 現在あなたの医療機関が算定している医療の安全に係る診療報酬上の加算状況をお答えくださ
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い。 

加算の種別 n % 

医療安全対策加算 1 および医療安全対策地域連携加算 1 409 46.8% 

医療安全対策加算 1 のみ 101 11.6% 

医療安全対策加算 2 および医療安全対策地域連携加算 2 254 29.1% 

医療安全対策加算 2 のみ 89 10.2% 

取得なし 20 2.3% 
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2 医療安全対策地域連携加算における連携について 

（2 の質問は加算算定医療機関のみ回答） 

 

 

貴院の連携している医療機関の数のうち、医療安全対策地域連携加算 1 を算定している施設数をお答

えください。 

加算 1 を算定している施設数 n % 

1 施設 392 59.1% 

2 施設 150 22.6% 

3 施設 53 8.0% 

4 施設 31 4.7% 

5 施設以上 37 5.6% 

 

 

 

貴院の連携している医療機関の数のうち、医療安全対策地域連携加算 2 を算定している施設数をお答

えください。 

加算 2 を算定している施設数 n % 

0 施設 183 27.6% 

1 施設 311 46.9% 

2 施設 95 14.3% 

3 施設 40 6.0% 

4 施設 12 1.8% 

5 施設以上 22 3.3% 

 

実際の 2-1～2-3 の回答については、医療安全加算かつ地域連携加算を取得している施設に限定した

結果を以下記載する。 

 

1-6 において「医療安全対策加算 1 および医療安全対策地域連携加算」と回答している 409 施設のうち

有効回答は 400 施設。また、「医療安全対策加算 2 および医療安全対策地域連携加算 2」と回答してい

る 254 施設のうち、有効回答は 253 施設。 

 

「医療安全対策加算 1 および医療安全対策地域連携加算」取得施設 400 施設における連携状況 

ほとんどが、（１）一般病院と連携しており、連携加算２の取得においても（１）一般病院が多く、（４）リハ

ビリテーション病院、（２）長期療養型の病院が続く結果である。 
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（以下別添 1 参照） 

 

 

 

 

 

「医療安全対策加算 2 および医療安全対策地域連携加算」取得施設 253 施設における連携状況 

 

 

 こちらもほとんどが(1) ⼀般病院と連携しており、連携加算２取得のためにも(1) ⼀般病院と連携してい

ること、また同じく(4) リハビリテーション病院が続く結果となっている 

 

注釈； 連携している医療機関の施設種別の数は以下の通りでそれぞれ 1,2,3,4,5,6 として表内に記載されている  

(1) ⼀般病院（⼀般病床を５割以上有する病院） 

(2) ⻑期療養型の病院（療養病床を 5 割以上有する病院） 

(3) 精神科病院（精神科病床を５割以上有する病院） 

(4) リハビリテーション病院（リハビリ病床を５割以上有する病院） 

(5) ケアミックス病院（(1)から(4)に該当しない病院） 

(6) その他 
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当該連携医療機関と連携するようになった理由（複数回答可）  

注：割合については述べ施設数での計算 

 

「医療安全対策加算 1 および医療安全対策地域連携加算」取得施設 400 施設における連携状況 

（以下別添２参照） 

 

 

 

連携理由は約半数が(2) 同じ⼜は隣接する２次医療圏内の医療機関であり、その次に(3) 県内の医療機

関を選択している。 

 

 

「医療安全対策加算 2 および医療安全対策地域連携加算」取得施設 253 施設における連携状況 

 

 

 

こちらも(2) 同じ⼜は隣接する２次医療圏内の医療機関が多く、(3) 県内の医療機関が続く傾向にあるが、 

加算２算定病院の選定理由はどちらかというと、(1) 開設主体が同⼀が多い傾向にある。 
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医療安全対策地域連携加算の実践について 

 

 

2-4. 医療安全対策地域連携加算における相互評価時に以下の確認項目チェックシート等を活用（改変

も含む）していますか（複数回答可）。 

活用しているチェックシート等 件数 %（有効回答ベース） 

国立病院機構の「医療安全相互チェックシート」 295 33.8% 

厚労科研による「医療安全地域連携シート」 219 25.1% 

病院（病院グループ）独自の調査票 139 15.9% 

全日本病院協会の「標準的安全管理点検表」 60 6.9% 

その他 53 6.1% 

労働者健康安全機構の「医療安全チェックシート」 18 2.1% 

私立医科大学病院感染対策協議会の評価表 11 1.3% 

調査票を使用していない 4 0.5% 

国立大学附属病院長会議のチェック項目 3 0.3% 

 

2-5. 医療安全対策地域連携加算における相互評価の実施方法について研修を受けたことがあります

か。 

研修受講状況 n %（有効回答ベース） 

いいえ 519 78.3% 

はい 144 21.7% 

 

2-6. 医療安全対策地域連携加算による相互評価時に以下の役割の方は参加していますか（複数回答

可）。 

参加している役割 件数 %（全体ベース） %（有効回答ベース） 

専任（または専従）医師 479 54.9% 72.2% 

医療安全管理者歴が長い者 295 33.8% 44.5% 

病院幹部（病院長等） 262 30.0% 39.5% 

特定機能病院の医療安全専従者 66 7.6% 10.0% 

上記のものは参加していない 62 7.1% 9.4% 

※ 有効回答：663、無回答：210（欠損 24.1%） 

 

 

 

2-7 医療安全対策地域連携加算における相互評価を実施する際に⼯夫していることについて教えてく

ださい（⾃由記載）。 

 

【クラスター1】互いに役立つ情報の互換を重視 

ラベル: 相互成長型情報共有 

• ただの確認やチェックにとどまらず、相互に役立つ情報を交換しようとする意識が高い 
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「悪い点や困っている事項を互いに話し合うようにしている」 

「悪い点の指摘だけでなく、良い取り組みを学び同じゃない意見も歓迎する」 

 

【クラスター2】この年のテーマに基づいた相互評価 

ラベル: テーマ基相互評価 

• 每年の医療安全の努力や発生事例をもとに、テーマを設定しその課題を相互に確認 

「每年テーマを決めて実施している」 

「前回の指摘項目が改善されたかどうかを確認している」 

 

【クラスター3】事前の情報共有と課題の添えあわせ 

ラベル: 事前課題提示型 

• ラウンド前に問題意識やチェックリストを互いに提示し、実践的なアドバイスや意見をもら

う 

「事前に自己評価表を送付し、問題点をラウンド時に確認」 

「事前に問題を提示し、後日の意見交換を充実させている」 

 

【クラスター4】現場ラウンドや多職種参加を中心に経験を切り取る 

ラベル: 現場体験型 

• 現場を見ることや多職種の意要を重視し、深い意見を得るようにしている 

「現場で実際に実践していることも重視」 

「現場の試行のようすをみてもらい、より実践的な指摘をもらう」 

 

【クラスター5】相互評価の効率化を意識 

ラベル: 効率性優先型 

• 短時間であっても質の高い相互評価を実現するための工夫がみられる 

「短時間で効果的な相互評価ができるように事前の情報換信をしっかり行っている」 

「事前打合せやラウンドの計画をすることで効率的にしている」 

 

【クラスター6】機能や組織に合わせた評価デザイン 

ラベル: 各立場対応型 

• 相手の病院の機能、要素を考慮したり、評価の実行可能性や実情に基づいた評価を行

おうとする 

「病院の機能や組織を考慮した評価を行うようにしている」 

「績極たな指摘ではなく、実行可能な改善策を提案する」 

 

【クラスター7】相互評価の進化や機能の協調 

ラベル: 相互プロセス制度化 

• 年間計画、評価者のローテーション、公式なテーマ設定など、相互評価自体の進化を意
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識した工夫 

「年間計画を作成し、テーマを送るようにしている」 

「評価者が同じにならないようローテーションを意識」 

 

 

 

 

2-8 医療安全対策地域連携加算における相互評価を行う上で困難を感じていることのクラスタリング要

総 

 

＃クラスター1：日程調整の難しさ 

ラベル: 日程調整の障害 

• 調整すべき方が多く、とりわけ医師や多職種の勤務を考慮しないといけない 

「参加者の日程調整（医師、薬剤師など）」 

「日程を合わせることは困難。相手方の専属医師が大変忙しいので」 

 

＃クラスター2：評価形式やシートの難解さ 

ラベル: シート解釈・正式の難しさ 

• チェックリストが抽象的、文章が難解、使いづらいといった意見が多数 

「使用しているチェックシートがフィットしない場面が多い」 

「相互チェックシートを使用しているが、項目が抽象的、例年同じなので迷うことがある」 

 

＃クラスター3：機能の違いによる評価の困難 

ラベル: 機能・種別差当の困難 

• 性質や基盤が違う病院同士で相互評価をすること自体が難しい 

「医療機能が異なる場合、インシデントの内容が違うため評価が困難」 

「評価する相手が平成でないので評価の意味が気になる」 

 

＃クラスター4：毎年同じ方面への評価によるマンネリ化 

ラベル: 相手固定化による新規性不足 

• 同じ病院の同じ部門との相互評価を繰り返し、指摘が減り、発見が難しくなる 

「毎年同じ病院との相互評価となるので、新しい視点が持ちにくい」 

「同じ評価表だと、×の項目がいつも同じで毎年同じ話になる」 

 

＃クラスター5：必要人員の確保の困難 

ラベル: 人員確保・多職種参加の困難 

• 医師や他職種の参加が必要だが、常に確保できるわけではない 
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「医師が忙しく参加が困難」 

「専属者以外の参加調整が難しい」 

 

＃クラスター6：経験不足とプロセスの不明 

ラベル: 経験・知識不足による不安 

• 新任の医療安全管理者などによる、進め方や量り方の不明 

「経験不足でどのようなことに問題があるのか、わからない」 

「新任の場合、知識が不足し一線倒の確認になってしまう」 

 

＃クラスター7：効果性への疑問 

ラベル: 効果性の不明、評価後の活用性の問題 

• 評価の手間の割に、実際に改善への連絡が引き出されていないという疑問 

「相手方への評価が役立っているのか、今一つ実感しにくい」 

「実際に行われているのか、反映につながっているのか、わかりにくい」 
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3 医療安全における地域連携について 

 

3-1. 現在あなたの医療機関が行っている、または関わっている、医療安全に関する連携についてあて

はまるものをお答えください（複数回答可）。 

連携の種類 
件

数 

% （ 全 体 ベ ー

ス） 

医療安全対策地域連携加算の施設基準のため連携している 672 77.0% 

地域ネットワーク等の自主的な医療安全を通じたグループに所属している 218 25.0% 

施設設置母体等に由来する医療安全のグループに所属している 187 21.4% 

安全連携加算の施設基準届出をしていない以外の施設と連携している 112 12.8% 

特定機能病院間のピアレビュー・相互チェック・相互ラウンドのグループに所属して

いる 
66 7.6% 

他医療機関と連携していない 99 11.3% 

 

3-2. 現在どのように連携を実施していますか、下記の内容についてそれぞれお答えください 

 

実施内容 回答状況 

(1) 連携施設を訪問し、医療安全体制を確認している 
はい  623（71.4%） , いいえ  250

（28.6%） 

(2) オンラインまたは書面で医療安全体制を確認している 
はい  444（50.9%） , いいえ  429

（49.1%） 

(3) 定期的（年 1 回以上）に情報交換の場を持っている 
はい  732（83.8%） , いいえ  141

（16.2%） 

(4) 自施設で問題があったときに連携先に相談している 
はい  596（68.3%） , いいえ  277

（31.7%） 

(5) 診療連携上の問題が生じた際に相談している 
はい  308（35.3%） , いいえ  565

（64.7%） 

(6) 医療安全の専門家を交えた会（地域ネットワーク・学会等）に参加

している 

はい  484（55.4%） , いいえ  389

（44.6%） 

(7) 設置母体等の医療安全に関する会に参加している 
はい  341（39.1%） , いいえ  532

（60.9%） 

 

 

3-3. 患者の安全性向上に役立つと思われる連携内容（上位 3 つまで選択、複数回答） 

効果があると考えられている連携内容 件数 %（全体ベース） 

(3) 定期的（最低 1 年に 1 回以上）に情報交換の場を持つ 643 73.7% 

(1) 連携施設を訪問して、医療安全体制を確認する 616 70.6% 

(4) 自施設で問題があったとき連携先に相談する 439 50.3% 

(6) 医療安全の専門家を交えた会に参加する 341 39.1% 

(2) オンラインや書面で医療安全体制を確認する 147 16.8% 

(7) 設置母体等の医療安全に関する会に参加する 132 15.1% 
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効果があると考えられている連携内容 件数 %（全体ベース） 

(5) 患者診療連携上の問題が生じたときに相談する 110 12.6% 

(8) 連携していないためわからない 50 5.7% 

 

自由記載：医療安全連携に関する具体的取り組み・意見（全例抜粋） 

• 看護協会主催の研修会や交流会に参加し、各施設の取り組みや新たな情報を得る。 

• グループチャットでリアルタイムに情報交換・確認している。 

• 当院がグループ母体のため、相談を受けることが多い。 

• 相手病院が大学病院であり、研修会や教育機会の提供を受けたい。 

• 上層部の考え方が変わらないと実行が難しいため、上層部に対する研修や意識改革が必要。 
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4 医療安全体制等の状況について 

 

 

4-1. あなたの医療機関の医療安全体制等の状況についてお答えください 

質問項目 はい n（%） いいえ n（%） 

医療安全管理部門が管理者直下の部署と位置付けられている 834（95.5%） 39（4.5%） 

医療安全管理部門に 2 名以上の医療職種の専従者配置がある 275（31.5%） 598（68.5%） 

オカレンス報告が具体的に決められ把握されている 627（71.8%） 246（28.2%） 

職員への医療安全研修に到達目標を設定している 590（67.6%） 283（32.4%） 

有害事象発生時の対応が明文化されている 851（97.5%） 22（2.5%） 

 

4-2. インシデント報告の収集方法（n = 873） 

回答選択肢 件数（%） 

市販の電子報告システムで収集 528（60.5%） 

紙媒体で収集 179（20.5%） 

自作の電子報告システムで収集 166（19.0%） 

 

4-3. 2023 年度のインシデント・アクシデント報告総数（n = 873） 

• 平均（標準偏差）：1815.4（3591.3） 

• 最小値 ≦ 中央値 ≦ 最大値：0 ≦ 1008 ≦ 83717 

• 四分位範囲（変動係数）：1654（2.0） 

4-4. 有害事象またはアクシデント（影響度 3b 以上）の報告数（n = 873） 

• 平均（標準偏差）：35.2（134.7） 

• 最小値 ≦ 中央値 ≦ 最大値：0 ≦ 11 ≦ 2764 

• 四分位範囲（変動係数）：23（3.8） 

 

4-5. 医療安全管理委員会の構成員（n = 873） 

構成員 件数 割合（%） 

医療安全担当副院長（または院長・院長補佐など） 826 94.6% 

医薬品安全管理責任者 826 94.6% 

医療機器安全管理責任者 756 86.6% 

医療放射線安全管理責任者 683 78.2% 

いずれも含まれていない 3 0.3% 

 

4-6. 以下の医療安全対策に関し、施設内統一の手順が決まっていますか（n = 873） 

対策項目 はい n（%） いいえ n（%） 該当なし n（%） 

患者確認手順 846（96.9%） 26（3.0%） 1（0.1%） 

輸血投与手順 790（90.5%） 11（1.3%） 72（8.2%） 

注射薬投与手順 860（98.5%） 12（1.4%） 1（0.1%） 

内服薬投与手順 851（97.5%） 20（2.3%） 2（0.2%） 
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病理診断報告書確認手順 554（63.5%） 142（16.3%） 177（20.3%） 

放射線診断報告書確認手順 674（77.2%） 129（14.8%） 70（8.0%） 

手術の安全確認チェックリスト実施手順 654（74.9%） 44（5.0%） 175（20.0%） 

転倒転落予防アセスメント実施手順 847（97.0%） 24（2.7%） 2（0.2%） 

パニック値報告手順 749（85.8%） 96（11.0%） 28（3.2%） 

急変時対応手順（コードブルーなど） 816（93.5%） 42（4.8%） 15（1.7%） 

院内迅速対応手順（RRT など） 398（45.6%） 319（36.5%） 156（17.9%） 

 

4-7. 部署リスクマネジャーに関する状況（n = 873） 

質問項目 回答 件数（%） 

すべての部署にリスクマネジャーを配置しているか はい 746（85.5%） 
 一部の部署のみ配置 90（10.3%） 
 いいえ 37（4.2%） 

部署リスクマネジャーについて(配置のある医療機関のみ回答)（n = 836） 

質問項目 はい n（%） いいえ n（%） 

自部署での役割が明文化されている 715（85.5%） 121（14.5%） 

医療安全研修を実施している 334（40.0%） 502（60.0%） 

部署内の問題を主体的に検討している 705（84.3%） 131（15.7%） 
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5 ⾃施設の医療安全について 

 

 

 

5-1 医療安全について、あなたの医療機関における総合的なレベル 

選択肢 件数 %（全体ベース） 

1. 特に優れている 9 1.0% 

2. とても良い 157 18.0% 

3. まあまあ 636 72.9% 

4. 悪い 67 7.7% 

5. 失格 4 0.5% 

5-2 自施設の医療安全に施設間の連携がもたらす効果：安全性向上の面 

選択肢 件数 %（全体ベース） 

1. とても医療安全が向上した 88 10.1% 

2. やや医療安全が向上した 618 70.8% 

3. わからない 62 7.1% 

4. 医療安全が向上していない 36 4.1% 

5. 連携していない 69 7.9% 

5-2-2 自施設の医療安全に施設間の連携がもたらす効果：業務負担の面 

選択肢 件数 %（全体ベース） 

1. どちらともいえない 223 25.5% 

2. とても業務負担感がある 94 10.8% 

3. やや業務負担感がある 271 31.0% 

4. 業務負担感はあまりない 192 22.0% 

5. 業務負担感はまったくない 20 2.3% 

6. 連携していない 73 8.4% 

 

5-3 上記 5-2 の理由（自由記載） 

 

医療安全に関する施設間連携の自由記載内容はクラスタリング分析を行い、内容の傾向を整理・要約し

たものである。全体として、連携による安全性向上への実感は広く共有されている一方で、業務負担の

大きさや制度的課題に関する意見も多く寄せられた。 

 

クラスタ 1：効果を実感しつつも業務負担は小さくない 

• 要約：連携によって得られる効果は認めつつも、準備・調整等に伴う業務負担が無視できないと

いう意見。 

• 代表的記述： 

o 「連携カンファレンス後の調整で安全性の向上は自覚できているが業務負担について

は、現状自覚していない」 

o 「他院との意見交換が参考になるが、日程や調整が難しい」 
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クラスタ 2：安全性向上はあるが制度や働き方に壁 

• 要約：安全性の向上という目的は達成できているが、働き方改革や加算制度とのギャップが障

害になっている。 

• 代表的記述： 

o 「連携によって指摘された事項を整備することで、明らかに安全性は向上している。しか

し、働き方改革のため訪問の整備には業務負担感がある。」 

o 「加算点数も少ないため、人材を含めたシステム化するための費用も不足している。」 

クラスタ 3：他施設の取り組みからの学び 

• 要約：他施設の優れた活動を視察・評価することで、自施設の改善に生かしているという前向き

な意見。 

• 代表的記述： 

o 「連携先の取り組みが参考になり真似することができる。」 

o 「当院にない診療科の取り組みを知ることができ、自院の体制構築に役立った。」 

クラスタ 4：連携の継続による新たな気づき 

• 要約：継続的な連携を通じて、自施設内の改善点を見出し、スタッフの意識改革にもつながって

いる。 

• 代表的記述： 

o 「連携を取る事で他施設での工夫などが確認できる。」 

o 「ラウンドによって現場の職員も改善意識が高まった。」 

クラスタ 5：業務負担の大きさに悩む声 

• 要約：評価・資料作成・日程調整等の負担が大きく、特に少人数で対応している施設では深刻

な課題となっている。 

• 代表的記述： 

o 「施設訪問に伴う日程調整が難航し、開催が遅くなってしまった。」 

o 「評価や報告書の文書作成に時間がかかる」 

クラスタ 6：客観的視点の有効性とその影響 

• 要約：外部からの指摘により、改善点が明確になり、職員の意識改革や上層部への説明がしや

すくなる効果がある。 

• 代表的記述： 

o 「外部からの評価で、コストがかかる改善にも上層部の了承が得やすくなった。」 

o 「自施設の活動を認められたことで職員の意欲が向上した。」 

 

全体として、施設間連携は医療安全向上の観点で有意義であるとの意見が多く、特に「他者からの視点」

や「他施設の事例」が改善の契機として有効であることが確認された。一方、制度的な支援の乏しさや、

少人数体制での対応による業務負担といった現場の課題も浮き彫りとなった。今後の制度設計や支援

の在り方を検討するうえで、これらの声は重要な示唆を含んでいる。 
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5-4 医療安全における地域連携を行うことにより向上した項目（複数回答可） 

向上した項目 件数 %（全体ベース） 

① 自施設の組織としての医療安全部門の位置づけ 207 23.7% 

② 医療安全マニュアル等の整備 517 59.2% 

③ インシデント報告システムの整備 142 16.3% 

④ 報告を求める事項（オカレンス報告）の検討 139 15.9% 

⑤ 名前確認、チェックリストなどの各医療安全対策の手順 277 31.7% 

⑥ 有害事象発生時の対応 143 16.4% 

⑦ 職員への医療安全研修 255 29.2% 

⑧ 部署リスクマネージャーの業務内容 83 9.5% 

⑨ 医療安全に関する新しい情報の取得 466 53.4% 

⑩ 施設内での様々な情報伝達の標準化 161 18.4% 

⑪ 多職種で安全を推進するチーム力 250 28.6% 

⑫ 医療安全への患者参加の仕組み 99 11.3% 

⑬ 施設間での患者の移動における安全性 45 5.2% 

⑭ 医療安全に関するデータ収集・分析 199 22.8% 

⑮ 特になし 74 8.5% 
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組み合わせです

参考各番号は以下の施設を指します

施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合
1 185 217 85.3 1, 1 86 106 81.1 1, 1, 1 22 27 81.5 1, 1, 1, 1 12 24 50 1, 1, 1, 1, 1 21 26 80.8
4 20 217 9.2 1, 4 10 106 9.4 1, 1, 4 3 27 11.1 1, 1, 1, 2 3 24 12.5 1, 1, 1, 2, 4 2 26 7.7
3 7 217 3.2 1, 2 4 106 3.8 1, 1, 2 2 27 7.4 1, 1, 1, 4 2 24 8.3 1, 1, 1, 1, 3 1 26 3.8
2 4 217 1.8 3, 4 3 106 2.8 1, 1, 2, 2 2 24 8.3 1, 1, 4, 4, 4 1 26 3.8
6 1 217 0.5 1, 3 1 106 0.9 1, 1, 2, 4 2 24 8.3 1, 4, 4, 4, 4 1 26 3.8

2, 2 1 106 0.9 1, 1, 1, 3 1 24 4.2
2, 3 1 106 0.9 1, 1, 6, 6 1 24 4.2

施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合
1 157 169 92.9 1, 1 35 41 85.4 1, 1, 1 21 26 80.8 1, 1, 1, 1 6 7 85.7 1, 1, 1, 1, 1 6 10 60
4 5 169 3 1, 4 4 41 9.8 1, 1, 3 2 26 7.7 1, 1, 1, 6 1 7 14.3 1, 1, 1, 1, 2 1 10 10
6 4 169 2.4 1, 3 2 41 4.9 1, 2, 2 2 26 7.7 1, 1, 1, 1, 3 1 10 10
3 2 169 1.2 1, 1, 4 1 26 3.8 1, 1, 1, 1, 4 1 10 10
2 1 169 0.6 1, 1, 1, 2, 4 1 10 10

施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合
1 132 258 51.2 1, 1 24 75 32 1, 1, 1 8 31 25.8 1, 1, 1, 4 2 10 20 1, 1, 1, 1, 1 3 15 20
4 54 258 20.9 1, 4 11 75 14.7 1, 1, 2 4 31 12.9 1, 1, 1, 1 1 10 10 1, 1, 1, 1, 4 2 15 13.3
2 39 258 15.1 1, 2 10 75 13.3 1, 2, 2 3 31 9.7 1, 1, 1, 6 1 10 10 1, 1, 1, 1, 3 1 15 6.7
3 20 258 7.8 2, 2 9 75 12 4, 4, 4 3 31 9.7 1, 1, 2, 3 1 10 10 1, 1, 2, 2, 4 1 15 6.7
6 13 258 5 2, 4 6 75 8 1, 1, 4 2 31 6.5 1, 1, 3, 3 1 10 10 1, 1, 2, 3, 3 1 15 6.7

4, 4 5 75 6.7 1, 2, 4 2 31 6.5 1, 2, 2, 4 1 10 10 1, 1, 4, 4, 4 1 15 6.7
4, 6 4 75 5.3 1, 4, 4 2 31 6.5 1, 2, 4, 4 1 10 10 1, 2, 2, 2, 2 1 15 6.7
3, 3 2 75 2.7 2, 2, 3 2 31 6.5 1, 3, 4, 4 1 10 10 1, 2, 2, 2, 3 1 15 6.7
6, 6 2 75 2.7 1, 2, 3 1 31 3.2 2, 2, 2, 4 1 10 10 1, 2, 2, 4, 4 1 15 6.7
1, 3 1 75 1.3 1, 3, 3 1 31 3.2 1, 2, 2, 4, 6 1 15 6.7
2, 3 1 75 1.3 1, 4, 6 1 31 3.2 2, 2, 2, 2, 4 1 15 6.7

2, 4, 6 1 31 3.2 2, 3, 3, 4, 4 1 15 6.7
3, 4, 4 1 31 3.2

施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合 施設組み合わせ n 全体件数 割合
1 34 47 72.3 1, 1 7 18 38.9 1, 1, 1 3 9 33.3 1, 1, 1, 4 1 2 50 1, 1, 1, 1, 1 1 7 14.3
4 7 47 14.9 4, 4 4 18 22.2 1, 1, 3 1 9 11.1 4, 4, 4, 4 1 2 50 1, 1, 1, 1, 2 1 7 14.3
3 3 47 6.4 1, 3 3 18 16.7 1, 2, 3 1 9 11.1 1, 1, 1, 2, 2 1 7 14.3
2 2 47 4.3 1, 4 1 18 5.6 1, 2, 4 1 9 11.1 1, 1, 1, 2, 3 1 7 14.3
6 1 47 2.1 1, 6 1 18 5.6 1, 3, 4 1 9 11.1 1, 1, 1, 4, 4 1 7 14.3

2, 4 1 18 5.6 2, 3, 6 1 9 11.1 1, 1, 4, 4, 4 1 7 14.3
3, 3 1 18 5.6 2, 4, 4 1 9 11.1 4, 4, 4, 4, 4 1 7 14.3

医療安全加算１地域連携加算１：相手が連携加算１

医療安全加算２地域連携加算２：相手が連携加算１

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：5

医療安全加算２地域連携加算２：相手が連携加算2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：5

医療安全加算１地域連携加算１：相手が連携加算2
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：1
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：2
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：3
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：4
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：5

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：5
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組み合わせ理由

参考各番号は以下の施設を指します

理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合
2 109 217 50.2% 2 130 212 61.3% 2 50 81 61.7% 2 45 96 46.9% 2 70 130 53.8%
3 74 217 34.1% 3 73 212 34.4% 3 32 81 39.5% 3 34 96 35.4% 3 57 130 43.8%
1 40 217 18.4% 5 28 212 13.2% 5 18 81 22.2% 7 27 96 28.1% 7 15 130 11.5%
5 34 217 15.7% 7 22 212 10.4% 7 18 81 22.2% 4 16 96 16.7% 5 12 130 9.2%
6 25 217 11.5% 1 20 212 9.4% 4 8 81 9.9% 5 9 96 9.4% 4 8 130 6.2%
7 25 217 11.5% 4 12 212 5.7% 8 5 81 6.2% 1 8 96 8.3% 8 5 130 3.8%
4 23 217 10.6% 6 11 212 5.2% 1 3 81 3.7% 6 4 96 4.2% 1 4 130 3.1%
8 4 217 1.8% 8 4 212 1.9% 6 2 81 2.5% 8 1 96 1.0%

理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合
2 71 169 42.0% 3 45 82 54.9% 2 48 78 61.5% 2 20 28 71.4% 2 24 50 48.0%
3 61 169 36.1% 2 40 82 48.8% 3 47 78 60.3% 3 8 28 28.6% 3 12 50 24.0%
5 40 169 23.7% 5 18 82 22.0% 5 20 78 25.6% 1 10 50 20.0%
4 29 169 17.2% 4 13 82 15.9% 4 15 78 19.2% 4 8 50 16.0%
1 22 169 13.0% 1 9 82 11.0% 7 7 78 9.0% 5 4 50 8.0%
7 12 169 7.1% 7 6 82 7.3% 8 6 78 7.7% 7 1 50 2.0%
6 9 169 5.3% 6 3 82 3.7% 1 5 78 6.4% 8 1 50 2.0%
8 9 169 5.3% 8 2 82 2.4% 6 3 78 3.8%

理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合
1 132 258 51.2% 1 70 150 46.7% 1 46 93 49.5% 1 20 40 50.0% 1 37 75 49.3%
2 39 258 15.1% 2 35 150 23.3% 2 18 93 19.4% 2 7 40 17.5% 2 19 75 25.3%
4 32 258 12.4% 4 17 150 11.3% 5 11 93 11.8% 4 5 40 12.5% 4 9 75 12.0%
5 22 258 8.5% 5 14 150 9.3% 4 10 93 10.8% 3 4 40 10.0% 3 6 75 8.0%
3 20 258 7.8% 6 8 150 5.3% 3 6 93 6.5% 5 3 40 7.5% 5 3 75 4.0%
6 13 258 5.0% 3 6 150 4.0% 6 2 93 2.2% 6 1 40 2.5% 6 1 75 1.3%

理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合 理由 n 延べ件数 割合
1 34 47 72.3% 1 19 36 52.8% 1 14 27 51.9% 5 4 8 50.0% 1 20 35 57.1%
5 5 47 10.6% 5 8 36 22.2% 2 4 27 14.8% 1 3 8 37.5% 5 10 35 28.6%
3 3 47 6.4% 3 5 36 13.9% 3 4 27 14.8% 4 1 8 12.5% 2 4 35 11.4%
2 2 47 4.3% 4 2 36 5.6% 4 2 27 7.4% 3 1 35 2.9%
4 2 47 4.3% 2 1 36 2.8% 5 2 27 7.4%
6 1 47 2.1% 6 1 36 2.8% 6 1 27 3.7%

医療安全加算１地域連携加算１：相手が連携加算１

医療安全加算２地域連携加算２：相手が連携加算１

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算１算定医療機関
連携加算1算定施設数：5

医療安全加算２地域連携加算２：相手が連携加算2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算1算定施設数：5

医療安全加算１地域連携加算１：相手が連携加算2
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：1
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：2
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：3
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：4
医療安全対策地域連携加算１算定医療機関

連携加算2算定施設数：5

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：1

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：2

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：3

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：4

医療安全対策地域連携加算2算定医療機関
連携加算2算定施設数：5
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分担研究報告書  
特定機能病院におけるピアレビューの運用の実際と改善案の探索～質的分析から～ 

 
研究分担者 山口 悦子（中上 悦子）  大阪公立大学大学院医学研究科/  

                       医療の質安全管理学・准教授  
                                    医学部附属病院/医療の質・安全管理部・ 
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研究協力者 

徳和目 篤 大阪公立大学医学部附属病院 

  医療の質・安全管理部 

  副部長 

 

Ａ．研究目的 
（背景）平成 29 年の医療法改正で追加され

た特定機能病院間のピアレビュー、そして、

平成 30 年に新設された「医療安全地域連

携加算」により、医療機関間の医療安全の連

携が可能となったが、これらの連携による医

療経済や医療安全の観点での効果は明らか

にされていない。また超高齢化社会を迎え

介護現場の医療安全の強化も喫緊の課題

である。  

（目的）そこで本研究課題では、医療経済学

及び医療安全学の観点から、医療安全地域

連携加算や特定機能病院間のピアレビュー 

 

による影響を検証し、効率的かつ効果的な

医療安全の連携体制の構築（介護施設等含

む）に向けた提言を行う。 

＜本分担研究の目標＞全体の研究計画に

基づき、全国の特定機能病院で行われてい

るピアレビューの運用面における実態と医療

安全への影響、課題を分析し、より効果的な

ピアレビューの運営を目指した短期的・中長

期的改善案について探索する。 

 

Ｂ．研究方法 

【データの収集と分析方法】 

１．フォーカスグループ・インタビュー 

対象：研究班以外の国公立大学附属病院４

施設に依頼し、うち２施設から期間内に協力

を得た（以下、施設名を A、B とする）。 
 
  

研究要旨：本分担研究では、全国の特定機能病院で行われているピアレビューの運用実態、医療

安全への影響、および課題を分析し、より効果的なピアレビューの運営に向けた改善案を探索し

た。研究方法として、まず研究班以外の国公立大学附属病院 2施設の協力を得て、オンラインでフ

ォーカスグループ・インタビューを実施し、協力 2 施設の議事録の要約を基に質問紙を作成した。

次に全国の特定機能病院の関係者にウエブアンケートフォームで回答を依頼したところ、95 名から

回答を得た。回答のうち、アンケートの自由記載項目である「短期的な方向性に関する提案（ピアレ

ビューで検討したい重点項目）」「現行のピアレビューについて」「死亡事例の検討とピアレビューに

関する意見」「そのほかの意見」について内容分析を行った。ピアレビューで検討したい重点項目

は、近年の医療安全管理部門における担当業務範囲の拡大傾向を反映し、多岐にわたっていた。

現行のピアレビュー制度は、厚生局や保健所の立入検査や監査委員会とは異なり、実務者レベル

の具体的な意見交換・情報交換の場として機能している。また、医療安全管理業務や病院の医療

安全活動の改善のための実効的な手段として、多くの実務者がその意義を実感していることが明ら

かとなった。死亡事例や医療事故調査制度に関する議論をピアレビューで行うことについては、慎

重な意見や反対意見も一定数存在した。そのため、まずは各施設が相談したい内容を互いに提示

し、「指摘」ではなく「情報交換」として始めることが、今後につながる取り組みと考えられた。さらに、

年々増加する医療安全管理部門の業務負担に対応するため、日常業務に支障をきたさないよう、

ピアレビュー関連業務の効率化や運用の標準化が求められていることも明らかとなった。 
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施設 A は医師と事務職員、施設 B は医師、

看護師、事務職員、薬剤師が参加した。 

データ収集：オンライン会議システムを用い

て、フォーカスグループ・インタビューを実施

した。オンライン会議システムの録画機能か

ら出力された音声データを書き起こし、分担

者が議事録を作成し、施設側と共有した。 

分析；２施設の議事録を比較し、①現行のピ

アレビューの評価、②現行のピアレビューの

課題、③今後のピアレビューの改善案、④そ

のほかの意見について要約した。 

２．質問紙調査 

対象：全国の特定機能病院 

データ収集：(1)で収集した意見を基に、質問

紙を作成した（別添〇）。 

 
表 1. 質問項目 

＜質問項目＞ 

①ピアレビュー制度の改善を目指した短期的な

方向性に関する提案（選択肢、自由記載） 

②ピアレビュー制度の改善を目指した短期的な

運用上のアイデア（選択肢） 

③中長期的な提案についての意見（選択肢） 

④現行のピアレビューについて（自由記載） 

・ピアレビューに期待したいこと 

・医療安全上の改善に結びついた事例 

・ピアレビューの結果に関する自施設内の共有

方法 

・ピアレビュー以外の連携や取り組み 

⑤死亡事例の検討とピアレビューに関する意見

（選択肢、自由記載） 

⑧そのほかの意見（自由記載） 

調査はウエブアンケートフォーム（Google フ

ォーム, Google 社）を用いて実施した。QR コ

ードを印刷した用紙を、特定機能病院の医

療安全管理部門宛てに郵送し、回答者の職

種や人数は制限せず、任意で回答を依頼し

た。 

分析：本分担研究では、上述の項目のうち

「①短期的な方向性に関する提案（ピアレビ

ューで検討したい重点項目）」、「④現行のピ

アレビューについて」、「⑤死亡事例の検討と

ピアレビューに関する意見」、「⑧そのほかの

意見」に回答された自由記述のテキストに対

し、質的データ分析ソフト（Nvivo ver.14, 

Lumiere 社）を用いて内容分析を行った。 

【倫理的配慮】分担者の所属する施設の倫

理委員会に相談し、本分担研究が倫理的な

配慮を必要とする被検者・対象者を含まない

ことを確認した。インタビューデータの分析に

際しては、意見提供施設および発言者の個

人名を特定せず、回答も匿名で収集した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．フォーカスグループ・インタビュー 

以下に協力 2 施設の意見をまとめる。 

 
表２. 協力 2 施設の意見 

(1) 現行の評価 

共

通 

・同業者の視点で話ができ、他施設の意見

を聞きやすく、気づきの機会。 

・業務の見直しや改善の機会。 

(2) 現行の課題 

共

通 

・共通の意見：チェックリストは毎年、ほぼ同

じ内容で、現地でのチェックが形骸化してい

るのではないか。 

独

自 

・院内の日程調整に難渋する。 

・移動距離が長く日常業務に影響がある。 

・来訪者の指摘にばらつきがあり対応に困

る。 

・立ち入り検査等と時期が重なり業務負担

となる。 

・立ち入り検査等との違いが不明瞭。 

(3) 改善案の提案 

共

通 

・ペアの組み合わせを一つにしてほしい。 

・オンラインも活用してほしい。 

・内容を見直し、特定のテーマについて話し

合う場にしてほしい。 

独

自 

・事前の書類（チェックリスト）はウエブアン

ケートフォームを活用して収集してほしい。 

(4) その他の意見 

共

通 

・死亡事例の検討については難しい。管理

者同士で話してもらう必要があるのでは。 

独

自 

・管理者や医療安全管理責任者の医療安

全の知識レベルに差がある。研修や役割、

資格を見直してはどうか。 

・国公立大学では「ピアレビュー」と「相互チ

ェック」が両方行われていて負担であり、見

直しを望む。 

２．質問紙調査の分析結果 

(1)回答者の施設と医療安全における役割 

総計 95 名から回答を得た。所属と医療安

全における役割は下記に示すとおりである。 
表３ 回答者の施設と医療安全における役割 
  

  
総
計 

管
理
者 

管
理
責
任
者 

医
療
安
全 

医療安全管理者 そ
の
他 

専
任
事
務 

医
師 

看
護
師 

薬
剤
師 

そ
の
他 

公
立 

国
立 

 69 1 6 19 17 12 1 13 

他 

私
立 

23  2 12 3 1  5 

不
明 

3  1 1 1    

総
計 

95 1 9 32 21 13 1 18 

(2)自由記述の内容分析 
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①ピアレビューで検討したい重点項目 

検討したい重点項目として、以下の意見

が挙がった。 

・医療事故調査制度に関わること 

・医療の安全に資する診療内容のモニタリングと

改善状況 

・事例の報告と検討 

・マニュアルの中央管理 

・患者誤認 

・システムズアプローチ 

・安全文化の醸成 

・院内迅速対応システムに関すること 

・生体情報モニタの管理 

・高難度新規医療技術・未承認医薬品等 

・身体拘束最小化チームの活動 

・医療倫理活動 

・IC や診療録適正記録のチェック体制 

・働き方改革への対応 

・医療の質向上を目指した取り組み 

その他、「形式的なチェックリストの確認を

せずに重点項目を優先すべき」という意見、

「重点項目の議論だけでなく、網羅的な確認

は必要」という意見も見られた。 

②現行のピアレビューについて 

1) ピアレビューに期待したいこと 

 ピアレビュー制度に対して、「他の監査・検

査体制とは異なる、実務者レベルの具体的

な意見交換や情報交換の場」として期待する

意見が多く見られた。具体的な意見は以下

のような内容であった。 
・困っていることを相談できる 

・専門家同士による、懲罰的ではない指摘や意

見交換を行う 

・現地に立ち入り、他院の取り組みを自院の改善

に活かす 

・自施設の取り組みを見直すきっかけとする 

・課題解決の工夫や進んだ取り組みを議論・共

有する 

・調査票以外のことも相談・共有する 

・重点項目の深い議論を行う 

その他、「自施設の経営陣や他の部署に対

する強制力」としての意義や、施設間の「ネッ

トワークづくり」、「体制や取り組み内容、人員

配置に関しての特定機能病院間の平準化」

に対する期待があった。 

2) 医療安全上の改善に結びついた事例 

 「業務上の様々な気づきと改善につながっ

た」という意見が多く見られた。具体的な事例

として、医療安全管理部門の業務改善に関

する事例が多く見られた。 
・インシデント報告の活性化 

・医療安全に資するモニタリング 

・医療安全のマニュアル 

・医療安全研修 

・定期院内ラウンドの方法 

・医療安全管理部門への人員配置に関すること 

・医療安全管理業務の効率化やコスト削減 

 また、特定機能病院の要件に関する改善

事例として、以下の事例があった。 

・高難度新規医療技術・未承認新規医薬品等の

体制・運営・実務 

・監査委員会に関する業務 

 その他、「死亡事例報告や医療事故調査

制度」、「病院全体の医療安全活動」「その他

の活動」について事例が挙がった。 
・死亡事例報告や医療事故調査制度に関するこ

と 

・病院全体の医療安全活動 

- 院内迅速対応システム等急変対応に関す

ること 

- 中心静脈穿刺に関するライセンス制度導入 

- 生体モニタに関すること 

- 薬剤管理に関すること 

・その他 

- DNAR の情報を共有する仕組み 

- Patient Flow Management の体制構築 

3)ピアレビューの結果に関する自施設内の

共有方法 

 自施設内で最も多かった共有方法は「医

療安全管理委員会」で、「部署担当者を通じ

た共有」、「病院運営に関する全体会議」、

「医療安全研修」と続いた。「共有していない」

と回答した施設もあった。 

図１ ピアレビューの結果に関する共有方法 

4)ピアレビュー以外の連携や取り組み 

 ピアレビュー以外の連携としては、大学病

院間や職種ごとの GRM の会合およびメーリ

ングリスト、都道府県内の病院間、厚生局管 
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内や地域の病院との取り組みが多かった。

連携やネットワークを持たない施設もあった。 
図２ ピアレビュー以外の連携や取り組み 

③死亡事例の検討とピアレビュー 

 死亡事例の検討や医療事故調査関係の

議論をピアレビューで行うことについて、職

種ごとに意見を集約した。いずれの職種も約

半数以上が賛成であった。 

図３ 死亡事例の検討をピアレビューで行うことに対

する意見の内訳 

 

条件付きの賛成意見や反対意見は、以下

のような内容であった。 

・一般論としての意見交換やアドバイスなら有意

義。標準化された判断基準は難しいのでは。 

・各病院で背景や事情が異なっているため、意

見交換や改善は難しいのでは。 

・懲罰的な指摘や「事故調査をすべし」といった

指摘があると困る。 

・個人情報など機密情報も含むので難しいので

は。 

・議論するとなれば、準備に時間が必要。 

・他の項目もある中で時間が足りないのでは。 

また、そもそも制度が異なるのでピアレビュー

で行うのは適切ではないという意見や、導入

するとしてもよく検討してから、といった意見

があった。 

③そのほかの意見 

 そのほかの意見として最も多かったのは、

「業務負担の低減」に関するものであった。

具体的な内容は以下である。 

・現状の負担感と効率化への期待 

・厚生局の立ち入り検査等との重複を避け、書式

を早く配布するなど事務業務の負担を軽減 

・日程調整の方法の標準化 

・移動を考慮した効率化 

・組み合わせの効率化と負担軽減 

・訪問者を限定して、受け入れ側の負担と訪問

側の日常業務への影響を少なくする 

・検食の手配を強制しない 

・資源を投入してほしい 

 その他、「現地に立ち入ることの意義」や

「項目を絞って有効な議論をする」ことへの

期待も見られた。さらに「組み合わせの相手

によって指摘が異なる」ことへの困惑も見ら

れた。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、2 つの特定機能病院の職員

に対するフォーカス・グループインタビューの

結果をもとに調査用紙を作成し、全国の特定

機能病院の関係職員に対してアンケート調

査を実施し、結果のうち、自由記述で回答さ

れたデータを分析した。 

(1) ピアレビューの現状と意義 

 回答者は、三分の 2 が国公立大学医学部

附属病院に、三分の一が私立大学医学部附

属病院とその他の特定機能病院に属してい

た。職種別にみると、回答者の 4 割強が医師

であったが、そのほとんどは専従の医療安全

管理者で、管理者は 1 名、医療安全管理責

任者は 9 名であった。郵送先が医療安全管

理部門であったことで、管理者・医療安全管

理責任者までは依頼が回らない施設が多い

中、回答した 10 名の管理者・医療安全管理

責任者は、医療安全に対して高い関心を持

っていることが推測された。 

 自由記述のテキストデータを内容分析した

結果、回答者らがピアレビューの重点項目と

して検討したい事項は多岐にわたっていた。

これは、近年の医療安全管理部門における

担当業務範囲の拡大傾向と関連している。

現場では対応に苦慮することも多いと推測さ

れ、「ピアレビューに期待したいこと」として

「他の監査・検査体制とは異なる、実務者レ

ベルの具体的な意見交換や情報交換の場」

や「ネットワークづくり」が挙がっていたことも、

この状況を反映している。医療機関の連携

状況については、多くの施設が大学病院間

や地域の病院間でネットワークを構築してい

たものの、そのような連携体制を持たない施

設も存在した。このような施設にとって、ピア

レビューは医療安全管理体制の改善におけ

る重要な機会および仕組みとなっている。 

 一方で、「医療安全上の改善に結びついた

事例」として、「医療安全管理部門の業務改
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善」や医療安全管理部門が主導・関係する

業務の改善事例が多く報告されていた。この

ことから、現時点でのピアレビューの仕組み

は、現場レベルでの有意義な情報交換の場

として機能し、実効性のある改善の手段とな

っていることが伺える。 

(2) 今後に向けた課題 

 今後の課題の一つとして、現行のチェックリ

ストに基づく確認作業を現地で実施するか

否かという点が挙げられる。重点項目を議論

したいという意見が多い中、網羅的な確認の

重要性も指摘されており、今後はオンライン

の活用などによる効率的な確認体制の構築

が求められる。この網羅的な確認体制は、ピ

アレビューへの期待として挙がっていた「体

制や取り組み内容、人員配置に関しての特

定機能病院間の平準化」や「自施設の経営

陣や他の部署に対する強制力」とも密接に

関連している。効率的な確認体制が確立さ

れ、全国の特定機能病院の体制・活動内

容・人員配置が公表・共有され、標準的な

「あり方」が示されることで、各施設の設置者・

管理者・経営陣への説得力となり、特定機能

病院全体の医療安全管理体制の向上につ

ながることが期待される。 

 次に、死亡事例や医療事故調査制度に関

する検討をピアレビューで行うべきかという課

題がある。死亡事例報告および医療事故調

査に関する意見は、実務上の相談事項や運

用上の改善事例として多く挙がっていた。一

方で、検討事項として取り上げることについ

ては、各施設の背景や事例ごとの事情、個

人情報などの機密性の高い情報を扱うこと、

また別制度であることなどを理由に、慎重な

意見や反対意見も一定数存在した。さらに、

「べき論」や懲罰的な指摘を懸念する声も聞

かれた。現状、立ち入る医療安全管理責任

者の実務経験や医療安全活動へのエフォー

トには大きな差があり、また医療安全管理者

たちには実務上のニーズがあることを考える

と、まずは各施設が相談したい内容を互いに

提示し、「指摘」ではなく「情報交換」として始

めることが、今後につながる取り組みと考える。 

三つ目の課題は、ピアレビューに伴う業務

負担の軽減である。現場ではその意義が十

分に理解されている一方で、今後の業務の

効率化と運用の標準化を求める声が多い。

具体的には、書類作成の効率化、日程調整

などの関連業務の標準化、立入者数の適切

な制限など、日常業務を妨げない運用方法

が求められている。さらに、厚生局・保健所

の立入検査や監査委員会との役割の区別を

明確にすることも必要とされている。 

 

Ｅ．結論 

 現行のピアレビュー制度は、厚生局や保健

所の立ち入り検査や監査委員会と異なり、実

務者レベルの具体的な意見交換・情報交換

の場として、医療安全管理業務や病院の医

療安全活動の改善のための実効的な手段と

して機能しており、多くの実務者が意義を実

感していることがわかった。一方で、年々増

加する医療安全管理部門の業務負担に対

応するため、日常業務に支障をきたさないよ

う、ピアレビュー関連業務の効率化や運用の

標準化が求められていることも明らかとなっ

た。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

１．山口（中上）悦子. ピアレビューについて.

第11回医療安全学会シンポジウム（患者安

全を高める施設同士の連携 「―厚労科研

から見えた患者安全ネットワークの現状とこ

れから―」）. 2025.3.16 ウインク愛知. 名古

屋. 

 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他  

 なし 
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別添）質問紙 

質問項目 質問項目（詳細１） 質問項目（詳細 2） 回答方法 選択肢詳細 
メールアドレス     記載 

（必須） 
  

医療安全管理にお

ける役割を選択

して下さい 

    選択肢 管理者、医療安全管

理責任者、医療安

全管理者（医師、

看護師、薬剤師）、

専任事務職員、そ

の他 
１．ピアレビュー制

度の改善を目指

した短期的な方

向性に関する 3
つの提案につい

てお聞きします 

1- 1) ベストプラクティスを互いに共有する機会とする   選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 
1-2）体制についてチェックリストで網羅的に確認するのでは

なく、重点項目を絞って深く議論する 
  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

1-2a) 具体的な重点項目について案があればお聞かせく

ださい 
  自由記載 

（任意） 
  

1-3) 医療事故調査制度における事例の検討や判断につ

いて、意見交換をする 
  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 
２．ピアレビュー制

度の改善を目指

した 6 つの短期

的な運用上のア

イデアについて

お伺いします。 

2-1) 継続的に調査すべき項目は書面調査（データ収集と

確認）のみや、現地で行う場合は短時間にして、重点的に

話し合う時間を確保する。 

  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

2-2) Excel ではなく Web アンケートフォームを活用し、事務

局および各施設での配布やデータ収集を効率化する 
  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

2-3) 組み合わせは、1 年あたり訪問・被訪問の一組にする

（現行では、国立・公立のグループでは、訪問する大学と

訪問を受ける大学が異なっていて、調整に難渋している） 

  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

2-4) 現地視察や管理者へのアドバイスが必要な項目だけ

現地派遣して、立ち入る人数を減らす 
  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 
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2-5) オンラインを活用する（体制の確認などの継続的なチ

ェック項目は、同日あるいは別日にオンラインで行う、な

ど。同日の場合は、現地立ち入り者とオンライン対応者に

分かれるという意味。日常業務を遂行する人員が自施設

に残れるようにするため。） 

  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

2-6) 重点項目のみを深く議論する年と、チェックリストで体

制を確認し合う年を交互に行う。いずれも現地に立ち入る 
  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 
３．中長期的な提

案についてお伺

いします  
  
  
  
  

3-1) 業務量は確実に増えているので、経営の課題を優先

して医療安全の担当者を減らされないように、承認要件と

なる専従職員の職種や人数を増やしたり、病床数に合わ

せて人数を規定したりする。（専従事務を●名おく、専任と

専従医師 1 名ずつにする、看護師の専従は●名以上とす

る、薬剤師以外のメディカルスタッフの専従を 1 名以上お

く、など） 

  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-2) 特定機能病院の見直しの中で、立ち入り、第三者評

価、監査との違い、ピアレビューの目的と役割を明確化す

る 

  選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-3) 管理者や医療安全管理責任者についての要望に係

る以下の提案についてお伺いします 
  
  
  
  

3-3-1) 管理者や医療安全管理責任者の、全体の会議

（特定機能病院医療安全連絡会議）への出席や、ピア

レビューでの役割などを具体的にしてほしい 

選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-3-2) 管理者や医療安全管理責任者の教育をより一層

強化してほしい 
選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-3-3) 管理者や医療安全管理責任者の資格条件を充

実させてほしい 
選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-4) 継続調査項目については、項目を決めて参加して

いる特定機能病院が年次推移のデータを閲覧できるデ

ータベースを作る 

選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 

3-5) 全ての特定機能病院間でピアレビューを行うなら、

厚生局管内あるいは２～３の近隣の厚生局管内グルー

プを組み合わせて実施し、事務局を持ち回りとする 

選択肢 そう思う、どちらでもよ

い、そう思わない 
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4．現行のピアレビ

ューについて下

記質問について

ご意見をお聞か

せください   

4-1) ピアレビューの内容を、自施設内でどのように公表・共

有していますか 
  自由記載

（任意） 
  

4-2) ピアレビューでしかできないこと、いいかえるとその他

の評価システム（厚生局および保健所の立ち入り検査、監

査委員会、第三者機関による評価）と比べて、ピアレビュ

ーに期待したいことは何でしょうか 

  自由記載

（任意） 
  

4-3) 特定機能病院間ピアレビューが、医療安全上の改善

（たとえば効率化や病院のコスト削減）につながった事例

があったら教えてください 

  自由記載

（任意） 
  

4-4) ピアレビュー以外に、他院との連携を強化するために

行われている効果的な取り組みや有効に機能しているネ

ットワークがあれば教えてください 

  自由記載

（任意） 
  

4-5) 医療事故調査制度にかかる死亡事例の検討につい

て、検討体制の情報共有、悩んだ事例の共有や事例検討

へのアドバイスなどを、ピアレビューで行うことについて、ど

う思われますか？ 

  自由記載

（任意） 
  

５． そのほかピア

レビューに関し

て、ご意見があれ

ば何なりとお聞か

せください。 

    自由記載

（任意） 
  

後日、詳しい情報

をお伺いする二

次調査員ご協力

いただけます

か？ 

    選択肢 協力してもいい、協

力したくない 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）  
医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と  

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究  
 

分担研究報告書  
国公立大学病院における２つのピアレビュー（「医療安全・質向上のための相互チェッ 

ク」、「特定機能病院間相互のピアレビュー」）の事務局からみた、 
特定機能病院間相互のピアレビューの効率的かつ実効性のある調査手法の検討 

 
 研究分担者 北村 温美  

国立大学法人大阪大学・ 医学部附属病院・特任准教授（常勤）
 

       

Ａ．研究目的 

 
（背景） 

現在、国公立大学附属病院間では、平

成 12年より国立大学附属病院間で開始さ

れた「医療安全・質向上のための相互チ

ェック（以下「相互チェック」）」およ

び、平成 29 年の医療法改正で追加された

「特定機能病院間相互のピアレビュー

（以下「特定ピアレビュー」）」が実施

されており、それぞれの特徴を生かした

率直な意見交換、具体的な現場の課題を

解決するグッドプラクティスの共有、さ

らなる改善の推進がなされている。 

一方で、当該研究 1年目（2023 年度）

の調査により、国立大学病院長会議常置

員会診療担当（医療安全管理）校では事

務局としての非常に大きな負荷がかかっ

ており、また訪問調査に際しての日程調

整や資料準備等の各大学の負担も大きい

ことが明らかになった。抽出された課題

は、                   

1）事務局機能としての負担：2つのピア

レビューに対して事務職員が毎日ほぼ専

研究要旨 

昨年度報告書の通り、特定機能病院間相互のピアレビュー（以下、特定ピアレビュー）

について、当事者間での率直な意見交換による学びと安全対策の推進が確認されている。

一方で、事務局校、参加校いずれにとっても業務負荷が大きく、実効性を維持しつつ効率

的に実施できる体制へと修正する必要性が把握されており、対策の一つとして調査項目を

絞ることが挙げられていた。そこで、令和 6年度の特定ピアレビューでは、調査項目を全

体的に見直し、特に医療安全領域では「死亡症例を含む重大な有害事象への対応」に焦点

を当てた。次年度以降の調査手法の改善につなげるため、今回の調査手法が有用な意見交

換を導いたか否か、また訪問調査によるどのような学びが得られていたかについて検証し

た。また、訪問調査に係る人的・経済的負担についても検証した。  

その結果、１）人的・経済的負担については重要職責者の多数の参加があり、多額の旅

費も要していると推算された。２）重大事例の把握・検討・対策の一連の流れを実際の事

例をもとに当事者間で意見交換することで、具体的な学びや助言が得られた。症例の検証

のための仕組みについては多くの病院で特に良いと評価されていた。助言としては、患者

影響度別の報告階層化、議事録の整備等についてなされていた。３）調査項目以外にも、

多岐にわたる議論が多職種で行われ学びが得られていることが示された。また、訪問調査

にステークホルダーが参加し課題意識を共有することを通じて、自院の人員体制や仕組み

の改善につなげた病院もあった。 

以上から、訪問調査を通じた実際の事例を基にした当事者間・重要職責者間の意見交換

が、質の高い医療安全の推進に寄与しうると示唆された。調査項目を絞り込むことによる

弊害は見られず、現地では広く医療安全に係る意見交換が多角的に実施されていることが

確認された。ただし、人的・経済的負担は大きいため、継続的に実効性を維持しつつ効率

化を図る工夫の検討が求められる。 
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従として関わる必要性（調査結果集計と

平行して次年度調査のためのワーキン

グ・グループ（WG：相互チェックおよび

ピアレビューのそれぞれに対し、全国か

ら多職種の専門家が参画）の委員委嘱、

日程調整と会議準備、調査票作成（エク

セルマクロ設計）、多量のエクセル集計

とデータ確認、全国への発出と問い合わ

せ対応等）があること、および、医療安

全部門の教員、部員も全員が、調査票作

成、報告書とりまとめ等にかなりの時間

を費やしており、院内業務・大学教員業

務との両立の負も大きいこと 2）各大学

の負担：訪問校・被訪問校との病院幹部

を含む日程調整、院内多部署との調整、

各種調査（厚生局立ち入り調査、年 2回

の外部監査委員会、第 3者評価等）と重

複する事項への回答準備負担等が挙げら

れた。 

働き方改革が推進されている状況や、

いずれの大学病院も経済的余裕のない状

況を踏まえると、事務局としても参加校

としても、実効性を維持しつつ、限られ

た人員で効率的に実施できる調査へと軌

道修正する必要性があると考えられる。 

  
（目的） 

そこで昨年度（2023 年度）抽出された

課題を踏まえ、今年度（2024 年度）は特

定ピアレビューでの調査項目を全体的に

見直したので、それを検証することを目

的とした。特に医療安全領域では、従来

調査していた医療安全の体制が整備さ

れ、専門医維持の障壁に関する設問につ

いては一定の見解を得ることができ、専

門医機構でも同様の取組みが為されてい

ることから当該調査項目は調査終了とし

た。令和 6年度は特に「死亡症例を含む

重大な有害事象への対応」の状況調査に

焦点を当てることとし、相互訪問時には

実例をもとに、対応について意見交換を

行った。次年度以降の調査手法の改善に

つなげるため、今回の調査手法が有用な

意見交換を導いたか否か、また訪問調査

によるどのような学びが得られていた

か、その効果について検証した。そし

て、訪問調査を継続するために、それに

係る人的・経済的負担と効率化について

も検証した。  

 

Ｂ．研究方法 

令和 6 年度特定機能病院間相互のピア

レビューにおいて、訪問大学校が事務局に

提出した報告書から、①訪問調査参加メン

バー（職責・職名等）、②死亡症例を含む

重大な有害事象への対応に関する調査回

答、③講評のうち医療安全体制およびその

他の領域に関する記載のデータを集計・分

析した。 

 

Ｃ．研究結果 

①訪問調査参加メンバー 

令和 6 年度の特定ピアレビューにおい

て訪問側として同行した人数は全 51 大学

で計 389名であった。１大学あたりの参加

者は最小 3名、最大 15名、中央値 7名で

あった。職種別では、医師 124名、看護師

83 名、薬剤師 87 名、事務 88 名、歯科医

師 3名、臨床工学技士 3名、その他 1名で

あった。職責別では、副病院長（医療安全

管理責任者）が 34名であり、記載のある

だけでも医師の大半が教授、部長クラスで

あった。高難度医療機器、未承認新規医薬

品ともに調査内容は深化しており、それぞ

れの審査担当部門長と事務の同行が、実り

ある意見交換のためには必要であること

も、参加メンバーが増える一因と考えられ

た。（令和 6 年度は相互チェックについて

は改善状況調査年であるため、参加メンバ

ーは特定ピアレビューのために選定され

たと考えてよい。） 

また、相互訪問に係る旅費の推算では、

全国で特定ピアレビュー相互訪問のため

に 1,397 万円ほどが必要であった可能性

がある（参考：正確には全大学病院に出張

旅費を問い合わせる必要があるが、ここで

はあくまでも費用負担を検討する目安と

して、Google Map と旅費計算サイトを用

い、かつ移動に要する時間とコストを踏ま

えて長距離の場合は全員が飛行機を使用

する、宿泊はしない等の仮定で計算した）。 

 

②死亡症例を含む重大な有害事象への対

応に関する調査回答 

 院内で発生する重大な事象を医療安全

管理部門がどう把握し、組織横断的な検

討の必要性をどう判断し、どう検証し、

外部報告の必要性に関する判断をどのよ
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うに行ったか、また再発防止策の PDSAサ

イクルをどう回しているか等を確認事項

とした。その結果の詳細は「令和６年度 

特定機能病院間相互のピアレビュー 報告

書」に示す通りである

（https://nuhc.jp/wp-

content/uploads/2025/04/%E4%BB%A4%E5%

92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%89%B9%E5%

AE%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%97%85%E9%9

9%A2%E9%96%93%E7%9B%B8%E4%BA%92%E3%81

%AE%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%

93%E3%83%A5%E3%83%BC%E5%A0%B1%E5%91%8

A%E6%9B%B8.pdf）。 

訪問調査における率直な意見交換の結

果、特に注目した良い取組みとして「症

例の検証のための仕組み」を 8割以上の

大学病院が挙げており、重大事例に関す

る検証の仕組みがほぼ構築され根付いて

いるものと考えられた。具体的には、病

院長等の指示を通じて迅速に検証を行う

仕組みが確立していること、複数診療科

や多職種、必要時は外部委員を含めて多

角的視点で検証することなどが評価され

ていた。M＆Mカンファレンスの工夫につ

いても様々な形態があり定まっていない

ため、興味深く意見交換されていた。訪

問大学から改善の提案がなされた事項と

しては、患者影響度レベル別に迅速性を

階層化した報告フローの整備、判断プロ

セスの議事録記載の必要性、検証メンバ

ーの多職種性、等が挙げられた。 

また、医療安全対策の職員への周知・

意識向上については、周知のみでなくボ

トムアップ型で安全対策に取り組み発表

を行う仕組み等が評価されていた。 

 

③講評シートの分析 

 講評シートからは、ピアレビューで

は、設定された設問以外にも多岐にわた

る議論がなされ、多くの学びが得られて

いることが示唆された。画像診断報告書

の確認に関する安全対策の発展について

取組みを共有するとともに、他院での改

善を助言していた。現場の安全文化醸成

のための参加型リスクマネジャー会議の

工夫や現場ラウンドの取組みについても

多く意見交換されていた。サテライトフ

ァーマシー（病棟薬局）の取組みや、手

術室指示のセット化など、薬剤師の視点

からのグッドプラクティスの提示や課題

の共有もなされており、ピアレビューに

おける薬剤師の役割も重要であった。医

療安全管理部門の確認業務や参画委員会

が増え続けることについての課題の共有

や助言も、ピアだからこそ可能であると

考えられた。 

  

 

Ｄ．考察 

特定機能病院間相互のピアレビューの相

互訪問には重要職責の多くの人的リソース

が費やされており、遠距離の場合はコスト

も大きくなっている。参加メンバーを限る

ことも可能ではあるが、他大学からの貴重

な学びの機会であるため、医療安全部門以

外の病院幹部、要職を務める人たちが医療

安全部門とともに現場で実際に意見交換、

見学を行い、課題意識を共有することが、自

院の体制やシステムの改善につなげるため

に有用と考えられる。実際に、高難度新規医

療技術に関する安全対策については、医療

法で求められている事項以上に自律的に体

制の改善やシステム化の検討が行われてい

る（例：当該医療提供後の遠隔期モニタリン

グを実施している病院が増加（令和 4 年度

38 病院、5 年度 45 病院）、高難度として申請

されないものにも該当する技術がないかを

拾い上げる仕組みのある病院が増加（令和 4

年度 24 病院、5 年度 32 病院）等）。事務局

の把握する範囲でも、高難度新規医療技術

や未承認新規医薬品を用いた医療を提供す

る際の説明書の項目を病院として標準化す

ることについて、ピアレビューを契機に取

り組んだ大学病院や、電子的な院内死亡症

例把握システムや高難度新規医療技術等の

データベースの構築について、自院で実施

可能とするためにピアレビュー後も連絡を

とりあう大学病院もあった。以上のように、

改善策導入のために必要な組織横断的な検

討やコストについて、意思決定をし得る重

要職責のメンバーが参加するピアレビュー

は、それらの実現にむけた契機となりうる

と考えられる。 

重大な事象への対応については、大学病

院の状況を把握しているピアどうしで、実

際の事例を基に意見交換を行うことで、行

政の監査的な立ち入り調査では気づき難

い改善点も見出されていた可能性がある。

特に、どのようにすべきか正解のない課題

（例えば、死亡症例に関する自律的な振り

返りの仕組み、医療安全対策の PDSA サイ

クルの回し方等）について、互いの良い取
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組みを知り新たな展開を得ることのでき

る機会であるとも考えられた。今後も、課

題意識の共有を通じて率直な意見交換を

引き出し、多職種での多角的な意見交換を

推進する工夫について、調査票作成に係る

ワーキング・グループで検討していく必要

があると考えられた。 

 また、ピアレビューでは、調査項目にと

どまらず、様々な課題の共有や助言がなさ

れていた。医療安全・質には、タスク・シ

フト/シェア、システム化、テクノロジー

の活用、医薬品安全管理の高度化、地域医

療・連携の充実化、人材不足など、幅広い

背景要素が関わっており、薬剤師、事務も

含め、多職種の幅広い積極的な意見交換が

ピアレビュー相互訪問時に自由になされ

ることも、医療全体の質向上のために貢献

すると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

前年度調査を踏まえ、相互訪問の実効性

を維持・改善しつつ、効率化するための取

組みを検討した。事例対応に関する調査項

目については、焦点を絞ることで、より具

体的な意見交換が可能であった。また、調

査項目を絞ることによる弊害は見られず、

現地では相互に抱いている課題を共有し

助言を得る姿勢が確認された。今回は医療

安全領域において、特に焦点を絞ったが、

今後、他の領域（高難度新規医療技術や未

承認新規医薬品、外部監査委員会）におい

ても調査の焦点を絞ることや、あるいは、

重点を置く領域そのものの数を絞る（例え

ば 4領域を 2 領域にする等）ことも、効率

化の方策として提案される。また、1年目

報告書に提案したが、継続検討が必要な課

題として、調査用紙のオンライン化による

集計・回答督促等の効率化について、その

デメリットや障壁等について情報通信の

専門家等との議論が必要と思われる。 

実際にどの程度効率化が図れるかにつ

いては、数値的評価が困難である。令和６

年度は医療安全領域における調査方法の

変更であったが、記述回答の作成、分析等

に労力を要するため、参加校・事務局校と

もに効率化には影響しなかったと思われ

る。今後、記載をカテゴリ化しやすいよう

工夫する等の対策も必要であると考えら

れた。但し今後においても、回答者は毎年

同じではないこと、調査項目数や回答形式

は一定でないこと、回答に要した時間を集

計することは困難であること等から、参加

校全体における効率化の数値化は難しい。 

多くの人的リソースとコストを要して

いるが、要職メンバーが実際に現地を見て

意見交換することによる、自院での安全対

策推進も期待される。但し、医療安全部門、

担当事務を中心に業務負荷は多大であり、

継続的な効率化への検討は重要と考える。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

なし 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他  

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と 

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

私立大学病院等におけるピアレビューの実際と課題 

   
研究分担者 宮﨑 浩彰 関西医科大学・医療安全管理センター・ 

                  副センター長・理事長特命教授(医療安全担当) 
 

 

      研究協力者 

中島 勧（国家公務員共済組合連合会 虎

の門病院・医療安全部・部長）、水野 篤（学

校法人聖路加国際大学・聖路加国際病院循

環器内科・医幹） 

 

Ａ．研究目的 

 
（背景）平成 29 年の医療法改正で追加さ

れた特定機能病院間のピアレビュー、そ

して、平成 30 年に新設された「医療安

全地域連携加算」により、医療機関間の

医療安全の連携が可能となったが、これ

らの連携による医療経済や医療安全の観

点での効果は明らかにされていない。ま

た超高齢化社会を迎え介護現場の医療安

全の強化も喫緊の課題である。  

 

（目的）そこで本研究課題では、医療経

済学及び医療安全学の観点から、特に私 

 

立医科大学病院本院を中心とした特定機

能病院間のピアレビューによる効果を検

証し、効率的かつ効果的な医療安全の連

携体制の構築に向けた提言を行う。  

＜各年度の目標＞本研究は２年間で実施

する：  

－研究１年目には、①私立医科大学病院

本院を中心とした特定機能病院間のピア

レビューの担当者の同定、②同定された

ピアレビューの運用実態・効果・課題等

の抽出を行う。  

－研究 2年目には、１年目に得られた現

状把握・効果検証のデータから、ピアレ

ビューをより効率的かつ効果的に実施す

るために医療安全管理部門職員（医療安

全管理者）を対象としたアンケート調査

研究要旨 

【目的】平成 29 年の医療法改正で追加された特定機能病院間のピアレビューによる医療安全の

連携は医療経済や医療安全の観点での効果は明らかにされていない。そこで本研究課題では、私

立大学病院を中心として実施されているピアレビューに焦点を当て、その効果を検証し、効率的

かつ効果的な医療安全の連携体制の構築に向けた提言を行う。【方法】ピアレビューの実際につ

いて実務担当者ならびに研究分担者への聞き取り、各種資料の検討を行った。さらに、医療安全

管理者を対象としたアンケート調査を行うなど情報収集し、合わせて検討した。【結果と考察】

私立大学病院等における医療安全に関するピアレビューは平成 18 年に始まり、診療報酬改定や

医療法施行規則の改正を受けて、その実施体制の改善を図っており、およそ適切に対応している

ことが確認できた。また、最近では具体的な医療安全活動のモニタリングとその結果の共有が図

られ、安全対策の均てん化や底上げが期待される。さらに一地域内の規模と機能が類似した病院

で情報共有を図ることも有用であることが確認された。また、アンケート調査では、他の監査と

の違いを明確化し、網羅的な調査よりも重点項目に絞った深い議論を現地で行なうことと、医療

安全管理部門の拡充やデータベースの構築など、ピアレビューで得られた知見を十二分に活用で

きる環境改善が期待されていることなどが明らかになった。【結論】私立大学病院等における医

療安全に関するピアレビューについて、その立ち上げから変遷を確認し、今後の改善について検

討した。得られた知見をもとにピアレビューをより効率的かつ効果的に行ない、議論を深める体

制を構築することで患者安全の向上に資することが期待される。 

186



を行う。さらにその結果をもとにピアレ

ビューの運用について改善策の提案を行

う。  

 

Ｂ．研究方法 

私立大学病院等におけるピアレビューの実

際について実務担当者である研究分担者な

らびに研究協力者への聞き取り、日本私立

医科大学協会発出のピアレビューに関する

資料、相互ラウンド実施報告書の検討を行

った。 

また、関連する取り組みについても医療安

全管理部門の職員にアンケート調査するな

ど情報収集し、合わせて検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は病院の医療安全管理部門の職員を

対象に業務の改善を目的にアンケート調査

ならびに聞き取りを行った。調査実施時に

は研究目医的や方法を明示し、個人情報は

一切公表されない。 

Ｃ．研究結果 

１．日本私立医科大学協会主催医療安全相

互ラウンドの成り立ちと経緯 

下記のようであることが明らかにされた

（図）。 

１）平成 18(2006)年 相互ラウンド開始 

平成 14 年に医療安全対策委員会が発足し、

平成 18 年から特定機能病院本院 29 施設

（私立 27、公的 2）、分院 56施設の体制で

相互ラウンドが開始された。 

２）平成 24(2012)年 全本院・分院参加 

平成 24 年度診療報酬改定で新設された感

染防止対策加算１・２、地域連携加算は本

院と分院の区別なく届出するため原則と

して、すべての協会加盟大学附属病院（特

定機能病院本院 29施設、分院 56施設）が

相互ラウンドを実施した。 

３）平成 28(2016)年度 本院・分院分離 

医療法施行規則改正の際、大学病院本院に

特定機能病院の承認要件に多数の規定が

導入され、本院（特定機能病院 29施設）

は分院（53 施設）と異なる基準による安

全管理となる。 

令和 3(2021)年 異なる機能の病院加入 

特定機能病院本院は令和 2(2020)年に聖

路加国際病院が加わり 30施設になった。

さらに、ナショナルセンター等 7施設が加

わり 37施設による相互ラウンドが分院 53

施設間とともに行われ、令和 5年度からは

本院に愛知県がんセンター、令和 6年度に

は東北医科薬科大学病院が加わり 39 施設

体制で現在に至る。 

なお、令和 3年度から情報共有ならびに更

なる改善を図るために国立大学附属病院

安全管理協議会と相互にオブザーバー参

加している（図）。 

 

 

平成18(2006)年
平成30(2018)年

医療法施行規則改正の際
大学病院本院に特定機能病院の承認
要件に多数の規定が導⼊された

分院と異なる基準による安全管理

日本私立医科大学協会

（医大協）

特定機能病院

（大学病院本院）
大学病院分院

平成24(2012)年

平成24年度診療報酬改定で新設された感染防⽌対策加算１・２
地域連携加算は本院と分院の区別なく届出するため

原則として、すべての協会加盟大学附属病院が相互ラウンド実施

日本私立医科大学協会

（医大協）

特定機能病院

（大学病院本院）

特定機能病院

大学病院分院

日本私立医科大学協会

（医大協）

特定機能病院

（大学病院本院29施設）

大学病院分院

56施設

相互ラウンドを開始

おおまかな流れ図

日本私立医科大学協会
（医大協）

特定機能病院
（大学病院本院30施設）

令和2(2020)年
聖路加国際病院が追加

大学病院分院

ナショナルセンター等
7施設

＋

37施設での
相互ラウンド体制

令和3(2021)年
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２．主なラウンド結果 

ピアレビューの目的は、「①医療事故防⽌

を図るため、第三者的視点から検証し、そ

れぞれの病院の医療安全の強化、改善につ

なげる（Peer Review) ②病院間のコミュ

ニケーションおよび情報の共有を図り、訪

問する側、受け⼊れ側の双⽅が医療事故防

⽌の創意工夫を学ぶ。」である。コロナ禍

明けの令和 5 年度は多くの施設で実地訪

問が行なわれ、診療録記載内容や職員の声

などから実践活動を確認することができ

た。 

令和 4年度における検討では、１）達成率

100%の項目：問題事象への対応及び報告、

医師の報告件数増加対策、アクシデント発

生時の診療録確認、専従看護師・薬剤師の

配置、異状死届け出・医療事故公表基準、

内部通報窓口の周知、診療録記載の指導、

医療技術のモニタリング、パニック値報告、

画像・病理結果見落としの確認に対するシ

ステム対応 

２）達成率 50%程度の項目：安全文化調査

結果を安全対策に活用、タイムアウト順守

状況の確認、であった。 

令和 5年度の検討によると、従来のピアレ

ビュー項目において、基本的な医療安全管

理体制は大半の病院で整備されているこ

とが確認された。その一方で、近年の安全

対策の課題であるコミュニケーションや

画像・病理レポートの共有状況について実

施している施設は半分以下であった。また、

医薬品に係る安全管理のための体制の確

保についても三分の一の施設で十分な対

応ができていない状態であり、中心静脈穿

刺や心肺蘇生シミュレーション訓練が行

なわれていない施設も 6 ヶ所あることな

ど、病院間で対策に差異がある項目がある

ことが明らかになった（図）。 

なお、令和 5年度は重点項目として新たに

「医療の質の管理体制」が取り上げられ、

実践的なチームトレーニングや Rapid 

Response Systemの稼働状況など医療事故

防止に直結する安全対策についても検討

されていることが確認できた。 

一方、厚生局の立入検査等で行なわれてい

るような医療事故事例の具体的な検討が

どのように行なわれているかは判然とし

なかった。 

 

３．その他の取り組み 

神奈川県内の大学附属病院本院では 2010

年から協議会を発足し、毎回テーマを決め

て年数回の会議を開催している（図）。 

このような連携は遠方の施設よりも直接

顔を合わせる機会が多くなり、互いの病院

の状況も把握しやすい。規模と機能が類似

しているため、手順やマニュアルの交換が

有効で、小さな疑問を相談することができ、

教育・研修に関する協働もしやすいという

利点が挙げられる。 

４．「特定機能機能病院間相互のピアレビ

ュー」に関するアンケート調査結果 
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１）目的 

特定機能機能病院間相互のピアレビュー： 

以下、ピアレビュー）について、より効果 

的、効率的なあり方を検討する 

 

２）方法 

私立医大協会主催令和 5 年度医療安全相

互ラウンドに参加した 38病院の医療安全

管理部門スタッフ（医療安全管理責任者含

む）への web アンケート 

選択肢のある設問に対する回答は 3 件法、

自由記載による設問に対する回答はアフ

ターコーディングにより取りまとめた。 

 

３）結果 

(1) 回答病院数、回答者数ならびに属性 

38病院中 22 病院（58%）、26名から回答を

得た。回答者の職種別内訳は、医師 15名、

看護師 5名、薬剤師 1 名、事務職員 5名

と医師からの回答が最も多かった。 

（参考）私立医大協会主催令和 5年度医療

安全相互ラウンドに参加した 38 病院 

岩手医科大学附属病院、日本大学医学部附

属板橋病院、日本医科大学付属病院、東邦

大学医療センター大森病院、東京医科大学

病院、東京女子医科大学病院、東京慈恵会

医科大学附属病院、慶應義塾大学病院、昭

和大学病院、順天堂大学医学部附属順天堂

医院、関西医科大学附属病院、大阪医科薬

科大学病院、久留米大学病院、北里大学病

院、杏林大学医学部付属病院、川崎医科大

学附属病院、聖マリアンナ医科大学病院、

帝京大学医学部附属病院、藤田医科大学病

院、兵庫医科大学病院、愛知医科大学病院、

福岡大学病院、自治医科大学附属病院、埼

玉医科大学病院、金沢医科大学病院、獨協

医科大学病院、近畿大学病院、東海大学医

学部付属病院、産業医科大学病院、国立が

ん研究センター東病院、国立国際医療研究

センター病院、国立がん研究センター中央

病院、公益財団法人がん研究会有明病院、

静岡県立静岡がんセンター、国立循環器病

研究センター、大阪国際がんセンター、聖

路加国際病院、愛知県がんセンター 

 

(2) 設問と回答結果 

１．ピアレビュー制度の改善を目指した短

期的な方向性に関する 3 つの提案につい

てお聞きします  

1- 1) ベストプラクティスを互いに共有

する機会とする 

 

1-2）体制についてチェックリストで網羅

的に確認するのではなく、重点項目を絞っ

て深く議論する 

 

1-2a) 具体的な重点項目について案があれ

ばお聞かせください 

【コーディング結果】 

1. 医療安全管理体制 

 マニュアルの中央管理 

 組織の安全文化の状況確認 

 アクシデント事例の検討会の状況確

認 

2. 医療安全対策 

 RRS（Rapid Response System）の運

用状況 
 alarm fatigue（アラーム疲弊） 

 画像見落とし対策 

 パニック値の対応（医療安全調査や提

言に基づく具体的な事例） 

3. 外部情報・提言の活用 

 医療事故収集事業や PMDAからの安全

情報 

 日本医療安全調査機構の提言を参考

にした実践的な安全対策 

4. 教育 

 医療倫理活動（研修だけでなく継続的

な活動） 
5. その他の意見 

 医療安全部門の抱える課題のうち、解

そう思う,
(23), 88%

そう思わない, 
(2), 8%

どちらでもない, (1), 4%

そう思う,
(17), 65%

そう思わな
い, (3), 12%

どちらでもない, (6), 23%
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決が難しいと考えられるもの 

 病院管理者や執行部を巻き込んだ議

論の必要性 

 全体像を把握した上での議論の重要

性 

 重点項目だけの議論ではなく、全体像

を踏まえた議論の必要性 

 現状の体制をチェックリストで網羅

的に確認し、全体像を把握する重要性 

 実情に即した議論と問題の本質の把

握 

 

1-3) 医療事故調査制度における事例の検

討や判断について、意見交換をする 

２．ピアレビュー制度の改善を目指した 6

つの短期的な運用上のアイデアについて

お伺いします。  

2-1) 継続的に調査すべき項目は書面調査

（データ収集と確認）のみや、現地で行う

場合は短時間にして、重点的に話し合う時

間を確保する。 

2-2) Excel ではなく Web アンケートフォ

ームを活用し、事務局および各施設での配

布やデータ収集を効率化する 

 

2-3) 組み合わせは、1 年あたり訪問・被訪

問の一組にする（現行では、国立・公立のグ

ループでは、訪問する大学と訪問を受ける

大学が異なっていて、調整に難渋している） 

 

 

2-4) 現地視察や管理者へのアドバイスが

必要な項目だけ現地派遣して、立ち入る人

数を減らす 

 

2-5) オンラインを活用する（体制の確認

などの継続的なチェック項目は、同日ある

いは別日にオンラインで行う、など。同日

の場合は、現地立ち入り者とオンライン対

応者に分かれるという意味。日常業務を遂

行する人員が自施設に残れるようにする

ため。） 

 

 

 

 

そう思う,
(14), 54%

そう思わない, (5), 19%

どちらでもない, (7), 27%

そう思う,
(18), 69%

そう思わない, (3), 12%

どちらでもない, (5), 19%

そう思う,
(19), 73%

そう思わない, (2), 8%

どちらでもない, (5), 19%

そう思う,
(7), 27%

そう思わない, 
(12), 46%

どちらでもない, (7), 27%

そう思う,
(18), 69%

そう思わない, (1), 4%

どちらでもない, (7), 27%
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2-6) 重点項目のみを深く議論する年と、

チェックリストで体制を確認し合う年を

交互に行う。いずれも現地に立ち入る 

 

３．中長期的な提案についてお伺いします   
3-1) 業務量は確実に増えているので、経営

の課題を優先して医療安全の担当者を減ら

されないように、承認要件となる専従職員

の職種や人数を増やしたり、病床数に合わ

せて人数を規定したりする。（専従事務を●

名おく、専任と専従医師 1 名ずつにする、看

護師の専従は●名以上とする、薬剤師以外

のメディカルスタッフの専従を 1 名以上お

く、など） 

3-2) 特定機能病院の見直しの中で、立ち

入り、第三者評価、監査との違い、ピアレ

ビューの目的と役割を明確化する 

 

 

 

 

3-3) 管理者や医療安全管理責任者につい

ての要望に係る以下の提案についてお伺

いします    

3-3-1) 管理者や医療安全管理責任者の、

全体の会議（特定機能病院医療安全連絡会

議）への出席や、ピアレビューでの役割な

どを具体的にしてほしい 

 

3-3-2) 管理者や医療安全管理責任者の教

育をより一層強化してほしい 

 
 

3-3-3) 管理者や医療安全管理責任者の資

格条件を充実させてほしい 

そう思う,
(15), 58%

そう思わない, (3), 11%

どちらでもよい, (8), 31%

そう思う,
(7), 27%

そう思わない, 
(12), 46%

どちらでもない, (7), 27%

そう思う,
(7), 27%

そう思わない, (14), 54%

どちらでもない, (5), 19%

そう思う,
(20), 77%

そう思わな
い, (2), 8%

どちらでもない, (4), 15%

そう思う,
(24), 92%

そう思わな…

どちらでもない, (2), 8%

そう思う,
(19), 61%そう思わな

い, (2), 7%

どちらでもよい, (10), 32%

そう思う,
(15), 58%

そう思わない, (1), 4%

どちらでもよい, 
(10), 38%
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3-4) 継続調査項目については、項目を決

めて参加している特定機能病院が年次推

移のデータを閲覧できるデータベースを

作る 

 

3-5) 全ての特定機能病院間でピアレビュ

ーを行うなら、厚生局管内あるいは２～３

の近隣の厚生局管内グループを組み合わせ

て実施し、事務局を持ち回りとする 

 

４） 現行のピアレビューについて下記質問

についてご意見をお聞かせください 
4-1) ピアレビューの内容を、自施設内で

どのように公表・共有していますか 

【コーディング結果】 

1. 会議体での共有 
・医療安全管理委員会 
・リスクマネージャー会議 
・管理職層の会議 

２． 研修 
・技術的提言を中心とした医療安全講演会

での共有 

・全職員対象の研修 

３． 取組み 
・一部の優れた取組については自施設内

での展開検討 
４． その他 
・病院長までの決裁を通じた周知 
・活用できていない状況や課題の存在 

4-2) ピアレビューでしかできないこと、い

いかえるとその他の評価システム（厚生局

および保健所の立ち入り検査、監査委員会、

第三者機関による評価）と比べて、ピアレビ

ューに期待したいことは何でしょうか 

【コーディング結果】 

1. 現場の課題共有と相談 

 お互いの困りごとの相談 

 現場感覚を共有した指摘 

 職種間・施設間の情報交換 

 施設間の医療安全レベル比較 

 施設間の関係構築 

2. 情報収集と実践的な対策共有 

 現場での問題解決に役立つ情報収集 

 具体的な医療安全対策の情報共有と活

用 

 改善策の tips 共有 

 他施設の取り組みや実例を見ること 

3. 現場レベルの意見交換 

 医療安全管理の専門家同士の相互支

援・意見交換 

 業務負担や高度な見識が必要なため、

調査・調整の課題 

 自由な意見交換の時間確保 

 社会的責任のないピアレビューの利点

（責任負担の軽減、ざっくばらんに意

見交換できる） 

 軍事的・官僚的ではない現場感のある

指摘 

 懲罰的でない、建設的な意見交換 

 実行者同士の現場感覚の共有 

4. 他の外部評価との比較 

 外圧や外部評価（厚生局、保健所、監査

委員会等）との関係 

 外部評価とピアレビューの役割の違い

と補完性 

 他の評価システムとの比較（定型評価 

vs. 自由意見交換） 

 

4-3) 特定機能病院間ピアレビューが、医療

安全上の改善（たとえば効率化や病院のコ

スト削減）につながった事例があったら教

えてください 

【コーディング結果】 

1. 安全管理・リスク対応の具体的施策 

 RRS（Rapid Response System） 

 院内感染対策のための施設改善 

 救急カートの薬剤整理・配置見直し 

 中心静脈穿刺に関するライセンス制

度導入 

 予薬時のシングルチェック化 

 モニターアラームに関する他院の取

り組みを参考にした購入検討 

 他院の取り組みやシステムを参考に

した改善策やフローチャート作成 

そう思う,
(20), 77%

そう思わ
ない, (1), 

4%

どちらでもよい, (5), 19%

そう思う,
(5), 19%

そう思わない, (13), 50%

どちらでもよい, 
(8), 31%
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 相互ラウンドでの現場目線の技術的

助言と対応報告 

 医師のインシデント報告を増やす工

夫 

2. 標準化・マニュアル 

 マニュアル交換や見学報告による取

り入れ事例 

 相手校のシステムを参考にしたフロ

ーチャート作成 

3. 教育・研修 

 職員研修会の WEB 化 

 医療安全研修の e ラーニング導入 

4. 組織の取り組みと文化の醸成 

 指摘事項により病院側の理解と協力

獲得、実現可能性の向上 

 Patient Flow Managementの体制構築

に対する前向きな認識の定着 

5. その他 

 効率化やコスト削減の評価の難しさ

についての言及（ただし具体的な施策

は示されていない） 

 

4-4) ピアレビュー以外に、他院との連携を

強化するために行われている効果的な取り

組みや有効に機能しているネットワークが

あれば教えてください 

【コーディング結果】 

 1. 地域・学術団体・ネットワークによる連

携・交流 

・近畿圏私大医療安全連絡会議でのディ

スカッションと知識共有 

 地域連携加算関連の小規模病院への

ラウンドと情報共有（診療報酬のイン

センティブはなし） 
 北河内メディカルネットワークでの

医療安全講演（年 1 回、複数病院参加） 
 神奈川県大学病院連絡会（神奈川県内

の大学病院の集まり） 
 東京都内私大医療安全連絡会議（4 会

議） 
 東京都内 11 私大病院、医大協、研究

を通じたネットワーク形成 
 県や地域のがん診療連携拠点病院の

PDCA サイクル部会 
 学校法人内の医療安全会議 
 国公立相互 C での重点テーマディス

カッションと知識・メンタルモデルの

共有 
 国立病院間の医療安全管理者会議  
 地域病院と定期的に自施設に医療安

全情報を持ち帰る研修会 
２. 第三者検証 

・第三者事例検証会への参加依頼 

 

4-5) 医療事故調査制度にかかる死亡事例

の検討について、検討体制の情報共有、悩ん

だ事例の共有や事例検討へのアドバイスな

どを、ピアレビューで行うことについて、ど

う思われますか？ 

【コーディング結果】 

1. 運用の共有と標準化 

 事例の考え方について共有できると考

える 

 他の施設の状況を知ることで判断基準

や調査内容の標準化が可能 

 現場感覚を活かした指摘が得られる 

2. 懸念や課題 

 懲罰的な体制の施設との情報共有に危

機感を感じる 

 センシティブな内容や個人情報の関わ

る内容の取り扱いに慎重さが必要 

 時間や情報提示の方法の難しさ（実質

的な議論や情報提供に時間と労力がか

かる） 

 制度や制度理解の不足や制度自体の理

解不足 

3. その他意見 

 とても有益だと感じる 

 参考になる、制度や内容の理解促進の

必要性 

 反対・不要と考える意見（しない方が良

い、必要性を感じていない） 

 実施の必要性が薄いと考える（既に検

討済み、十分に情報共有されている） 

 可能であれば実現したい 

 特定機能病院の外部評価や院内検討で

十分と認識されている 

 賛成だが準備や時間が必要と認識 

 内容を絞る必要性や、議論のための準

備の重要性 

 アドバイスや意見交換は良いと考える 

 事故調査については実施していない 

 

５． そのほかピアレビューに関して、ご意

見があれば何なりとお聞かせください。 

【コーディング結果】 

1. 資源・コスト・効率化に関する意見 
・ 資源投入の要望 
・コストパフォーマンスや経費負担に

関する考え方（交通費や補助金のアウト

カムとの関係） 
・ 医療の質管理と医療安全の切り離し、

効率化・コスト削減の仕組み構築の提案 
・報告書式の早期提示希望 
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2. ピアレビューの意義と期待 
・ 医療安全専門家による相互ピアレビ

ューの有効性と課題抽出の期待 
・重要課題の自律的抽出と有効なディ

スカッションの実現 
・より効果的なピアレビューの実現に

向けた意見 
3. 訪問・相互確認の方法と課題 

・訪問・被訪問の時間・経費負担とその

課題 
・相互確認・助言方式への移行提案（訪

問の廃止やオンライン等） 
・日程調整の難しさと調整方法の提案 

4. ピアレビューのマッチング・組み方 
・組み方の不明確さとやる気・積極性の

影響 
・マッチング制や共有情報を活用した

アイデア提案 
・マンパワーや予算の制約による難し

さ 
5. 継続性 

・継続実施の要望 
 

３）アンケート結果のまとめ 

アンケート調査は、まずピアレビュー制度

の改善を目指した短期的な方向性について

3 種類の方向性と 6 つのアイデアについて

質問したところ、肯定的な回答が過半数を

占めた設問と肯定的な意見が 3 割以下で否

定的な回答が半数前後と多かった設問に分

かれた。 

肯定的な回答が多かった設問は、「ベストプ

ラクティスの共有」、「重点項目を絞って深

く議論」、「医療事故調査制度の事例検討や

判断についての意見交換」、「重点的に話し

合う時間の確保」、「データ収集の効率化」、

「1 年あたり訪問・被訪問の一組にする」、

であった。一方、否定的な意見が多かった設

問は、「オンラインの活用」、「重点項目の議

論とチェックリストを年ごとに交互に行な

う」、であった。なお、重点項目に関する自

由回答では、医療安全管理体制やいくつか

の医療安全対策が挙げられた一方で、全体

像を踏まえたり、執行部を巻き込んだ議論

を求める改善意見があった。 

一方、中長期的な提案については、「医療安

全管理部門の拡充」や「ピアレビューの目的

と役割の明確化」、「データベースの構築」に

肯定的な意見が多かった。また管理者や医

療安全管理責任者について、「医療安全に係

る会議の出席やピアレビューでの役割の明

確化」、「教育の強化」、「資格条件の充実」を

求める意見が比較的多く見られた。一方、

「事務局の持ち回り」については否定的な

意見が多かった。また、ピアレビューに関す

る自由記載では、ピアレビューで得られた

知見が会議体における情報共有や研修での

活用が行なわれていることが示された。ま

た、ピアレビューに期待していることにつ

いては、現場での情報収集とする意見が多

かった。 

さらに、ピアレビューが効果的であった事

例については具体的な医療安全対策などが

挙げられていた。また、他院との連携につい

ては二次、三次医療圏内の特定機能病院間

や病院間など様々なチャネルで連携が図ら

れていた。なお、医療事故調査制度にかかる

死亡事例の検討については運用の標準化を

期待する意見がある一方で、慎重な取り扱

いを求める意見もみられた。 

 

Ｄ．考察 

私立大学病院等における医療安全に関する

ピアレビューは、日本私立医科大学協会内

に平成 14年に医療安全対策委員会が発足し

たことを契機に平成 18年に特定機能病院本

院 29 施設（私立 27、公的 2）、分院 56 施設

で始まった。その後、診療報酬改定や医療法

施行規則の改正を受け、その実施体制の改

善を図ってきた。また、その目的である、医

療事故防⽌を図るため、第三者的視点から

検証し、それぞれの病院の医療安全の強化、

改善につなげる（Peer Review)、②病院間の

コミュニケーションおよび情報の共有を図

り、訪問する側、受け⼊れ側の双⽅が医療事

故防⽌の創意工夫を学ぶ、ということから

医療安全管理体制の確保状況に加えて支援

体制についても比較検討を加えている。こ

れにより医療法ならびに診療報酬改定につ

いておよそ適切に対応していることが確認

できた。また、最近では実践的なチームトレ

ーニングや Rapid Response System の稼働

状況など具体的な医療安全活動のモニタリ

ングとその結果の共有が図られている。規

模や機能が類似した病院群でこのような活

動が進むことで、安全対策の均てん化や底

上げが期待される。 

さらに神奈川県内の大学病院連絡協議会の

ように一つの地域で規模と機能が類似した

病院で情報共有を図ることも有用であり、

たとえば相互ラウンドの組み合わせ方法に

地域性を考慮することなどが考えられる。 

また、医療安全管理部門職員を対象とした、

より効果的、効率的なピアレビューのあり
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方を検討するアンケート調査では、短期的

な方向性としては、網羅的な調査よりも重

点項目に絞った効率的な運用でベストプラ

クティスの共有や深い議論を現地で行なう

ことを求めていることが明らかになった。

中長期的な改善としては、他の監査との違

いを明確化し、効率的に監査を行なう一方、

医療安全管理部門の拡充やデータベースの

構築など、ピアレビューで得られた知見を

十二分に活用できる環境改善が期待されて

いる。なお、ピアレビューの進行における執

行部や医療安全管理責任者の関わりについ

ては改善を求める意見があり、医療事故調

査制度における死亡事案の検討についても

慎重な意見が見られた。これらの運用につ

いては検討を考慮する必要があるものと考

えられた。 

 

Ｅ．結論 

私立大学病院等における医療安全に関する

ピアレビューについて、関係者の聞き取り

調査ならびに収集した資料の検討により、

その立ち上げから変遷を確認し、今後の改

善について検討した。得られた知見をもと

にピアレビューを現行よりも効率的に行な

い、議論を深める体制を確立することで患

者安全の向上に資することが期待される。 

 

（参考文献） 

 宮崎浩彰. 医療安全対策地域連携加算. 
患者安全推進ジャーナル 2020;別冊:32-
33. 

 宮崎浩彰. ピアレビュー. 患者安全推進

ジャーナル 2020;別冊:28-29. 
Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

2.  学会発表 

種田 憲一郎、中島 勧、安田 あゆ子、山口 

悦子 第 11 回 日本医療安全学会学術総会 

患者安全を高める施設同士の連携  － 

厚労科研から見えた患者安全ネットワーク

の現状とこれから ー2025年 3 月 16 日 

 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 なし 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他  

 なし

195



厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と              

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

特定機能病院と地域の医療機関における医療安全対策の連携の実際（工夫と課題） 

地域連携への助言:地域ネットワークの視点：「南大阪医療安全ネットワーク」の経験から 

 

研究分担者 辰巳 陽一 近畿大学病院・安全管理センター・ 

医療安全対策部部長・教授 

 

研究要旨 
我が国の医療機関のうち、300 床以下の中小病院が約 8割を占める一方で、医療安全体制
は特定機能病院や大規模急性期病院を中心に整備されてきた。これにより、中小病院では
医療安全管理者が一人で業務を担う“ワンオペ”体制が常態化し、業務負担の偏在や質の
確保の難しさが課題となっている。さらに、医療安全に関する制度的なキャリアパスの不
備により、担当者が短期間で交代しやすく、知識や経験が組織に継承されにくいという構
造的な問題も浮かび上がっている。 
このような状況を背景に、本研究では、2013 年から南大阪地域で実施されている「南大
阪医療安全ネットワーク」活動の効果を検証するとともに、平成 29年の医療法改正によ
り導入された「医療安全対策地域連携加算 1・2」に基づく病院間連携の実態とその意義
を明らかにすることを目的とした。特に、中小規模医療機関や介護施設を含む地域全体で
の医療安全水準の底上げに向けた取り組みの有効性を、定量的および定性的な観点から
評価した。 
2年目となる本年度は、ネットワーク活動および地域連携体制が医療従事者の安全意識や
行動変容にどのような影響を与えるか、またその経済的効果の検討可能性を主軸に分析
を行った。再度実施したアンケートでは、インシデント件数や医療事故に関する損害額
等、費用対効果の評価に必要なデータの提供は事務部門からの懸念により得られず、詳細
な経済分析は断念せざるを得なかった。最終的な回答は 23 施設（回収率 28%）で、加算
1 病院が多数を占めていたことから、比較的安全活動に積極的な施設が中心となった可能
性がある。 
アンケート分析では、他施設との合同研修や症例検討会への参加は継続的に行われてい
た一方で、医療安全情報を他施設と共有している割合は 52%にとどまり、小規模病院では
共有率が特に低かった。ただし、情報共有を実施している施設では、インシデント情報が
研修資料やマネジメント、チーム内の注意喚起に活用され（活用率 23～34%）、84%の施設
が教育的・予防的な効果を実感していた。情報共有の障壁としては、人的・時間的リソー
スの不足に加え、他施設との比較を避けたいという意識、自施設の体制に対する自信のな
さといった「心理的安全性」の欠如も浮き彫りとなった。 
さらに、「地域病院間連携が患者安全に影響を与えると感じるか」という設問に対しては
96%の施設が「強くそう思う」と回答し、地域連携の意義について高く評価する姿勢が示
された。一方で、「地域病院間連携に費用対効果があると思うか」という質問に対しては、
「非常にそう思う」28%、「ある程度そう思う」12%に対し、「あまりそう思わない」「まっ
たくそう思わない」が合わせて 44%を占め、経済的効果については評価が分かれた。現場
における実感値の差は、病院間連携の適切な施行に関する情報提供体制の不足やそこか
ら得られた効果の可視化の不足などが関係している可能性がある。 
なお、ネットワーク活動全体への満足度は 91%と高く、今後は情報共有体制の強化や年間
計画の提示、事務部門との連携強化といった、より制度的・実行可能な支援の構築が求め
られる。 
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A．研究目的 

（背景） 

平成 29 年の医療法改正により特定機能

病院間のピアレビューが制度化され、

平成 30 年には「医療安全地域連携加

算」が新設され、医療機関間の医療安

全に関する制度的連携が可能となっ

た。しかし、これらの取り組みが医療

経済や医療安全の実態に与える影響に

ついては十分な検証がなされておら

ず、特に中小規模病院や介護施設を含

めた地域全体での安全水準の向上とい

う視点が不足している。さらに、急速

な高齢化の進展により、介護現場にお

ける医療安全体制の整備も喫緊の課題

となっている。 

（目的） 

本研究では、南大阪医療安全ネットワ

ークをはじめとした地域連携活動を対

象に、医療安全対策地域連携加算や特

定機能病院間のピアレビューによる連

携体制の実態とその効果について、医

療安全学および医療経済学の観点から

検証することを目的とする。とくに中

小病院や介護施設を含む広域連携体制

の実効性、費用対効果、情報共有の促

進因子および阻害因子（心理的安全

性・人員不足など）を明らかにし、持

続可能な地域医療安全連携モデルの構

築に資する知見を提示する。 

＜各年度の目標＞ 

本研究は 2年間で実施する： 

• 研究 1年目では、①既存

の医療安全地域連携体制および

特定機能病院間のピアレビュー

に関与する担当者の同定、②そ

れらの運用実態・効果・課題の

整理、③医療経済学的評価の枠

組みの検討を行う。 

• 研究 2年目では、南大阪

地域におけるネットワーク活動

を通じて、連携体制が医療安全

に与える影響を検証し、共有さ

れた情報の有効性や活用実態に

関する分析を行う。さらに、地

域全体の安全レベル向上に寄与

するモデル的な連携体制のあり

方について検討し、その費用対

効果を含め連携を推進するため

の技術的助言や支援手法の可能

性についても検証する。 

 

Ｂ．研究方法 

１）南大阪医療安全ネットワーク研

修会活動内容について南大阪医療安全

ネットワーク事務局から、参加医療機

関にアンケートを行い、回答および活

動に対する要望を抽出した。 

２）南大阪医療安全ネットワーク内

での 1-2連携の現状と報告結果を 1-2

連携担当者と協力し収集した。 

３）2年目では、南大阪医医療安全

ネットワークおよび医療安全地域連携

の意義とその評価について、費用対効

果検討の可能性について話し合いおよ

び情報収集を、アンケート形式で行う

こととした。 

４）医療安全地域ネットワーク・医

療安全地域連携の費用対効果について

検証については、以下の方法で実施予

定であった。 

1) 定量的検証 

・ROI（投資利益率）: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅=活動によるコスト削減額−活動

費用×100/活動費用 

（南大阪医療安全ネットワークは、

活動費用ゼロ、必要なのは 1-2 連携加

算額 

加算１病院 85点ｘ患者数（年

間）、2病院 30点ｘ患者数（年

間）） 

・インシデント（医療事故/過誤）1

件当たりの予防コスト計算 

インシデント（医療過誤）予防コス

ト  =活動費用/減少したインシデン

ト件数 
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残念ながら、事前聞き取りにて、各

施設の実患者数及び活動費用・インシ

デントの件数の共有が難しいという意

見が多くを占め今回は断念した。 

 

（倫理面への配慮） 

倫理目で配慮すべき調査項目はない

が、個々の病院が特定されないように

配慮した。 

 

Ｃ．研究結果 

１）南大阪医療安全ネットワーク活

動内容 

南医療安大阪全ネットワーク（SO-

PSNET）は、2013年 8月に発足し、現

在まで 44回を数えている（43回は中

止）。 背景としては、①医療安全に

ついての情報・ノウハウが足らない、

②医療安全に対する金銭的援助を受け

ることが困難、③ 医療安全管理者が

兼任であることによる時間の不足、④

医療安全スタッフの不足、⑤経営陣の

医療安全活動への必要性理解の不足と

いう、南大阪地域の 100床程度の病院

の孤立した医療担当者の意見を受け

て、医療安全に関する悩みを地域で共

有し、解決を図るための試みとして、

南大阪地域（堺市二次医療圏と南河内

二次医療圏）の医療機関を対象として

開始した。運営方針として、定期的な

研修活動を中心に、①基本的に、職

種、医療安全レベル、地域の制限を設

けない、② 参加費無料（2024年 4月

から、100円に変更）、③研修テーマ

を参加病院も含めて決定、④研修関係

資料の利用制限のない完全持ち帰り

（マニュアル、プロトコール、スライ

ド）、⑤個別相談用メーリングリスト

の設置、⑥研修テーマを各施設でその

場で話し合い、自施設に持って帰れる

状態まで咀嚼・加工することを目的と

したワークショップを中心に活動を行

っている。 

開催においては、近畿大学病院を含

む、堺・南河内医療圏 8病院を幹事病

院とし、①事前に参加施設から得たア

ンケートを基にテーマ決定、②ファシ

リテーションの要点の確認および進行

内容決定を 2回の幹事会で行い、研修

会を迎えるという形式を踏襲してい

る。研修の目的は、100床前後の中小

病院の医療安全レベルの維持と最新の

医療安全情報の共有にあるが、参加病

院は特定機能病院から介護施設まで多

様であり、毎回のテーマを参加施設の

レベル・現状に併せて咀嚼することが

重要であり、上意下達型の単純な情報

発信だけでは、十分な理解を得ること

が難しいという意見をネットワーク開

始時点の聞き取りから得ている。この

ことから、ネットワーク研修会の開催

は、① 情報提供（講義・講演）１時

間程度、②事前にメンタルモデル共有

後のファシリテーターを中心としたグ

ループワーク 1時間、③全体討論 1時

間の計 3時間という構成で行ってい

る。なお、医療安全の経歴については

新人からベテランまで多彩であるた

め、基礎的内容と新規情報を隔回で実

施するようにしている。 

しかしながら、現在でも医療安全情

報を事務部門が扱っており、メール相

談が自由にできない、定期的に医療安

全担当者が交代するため習得した医療

安全知識・意識を継承できないという

悩みが明らかになってきている。 

第 42回南大阪医療安全ネットワーク

（Zoom 開催）参加者のアンケート内容

を紹介すると、参加動機は、個人の安

全管理上の悩みの解決が多く、研修の

満足度は極めて高く、内容に対して普

通、やや不満という回答者のコメント

も、勤務時間でありしばしば抜けなけ

ればならない、Zoom参加者の一部が視

聴だけで討論に参加しないなどであ

り、内容に関する満足度は、ほぼ

100％であった。次回参加希望について

も、Zoom出ないと参加できない等の意

見の方以外は、100％次回参加希望をい
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ただいてる（図 Q1-Q3.）。一方で、開

催形式に関しては、大阪外の地域から

の参加者（15/15）は、当然 Zoom参加

希望であったが、大阪地域の参加者は

大半が（38/44）対面開催希望であっ

た。理由としては、個人的な悩みを話

しやすい、施設の顔が見えているとい

う意見が多く、全国各地域での同様の

双方向性の研修会開催が望まれている

ことが示唆される（資料非表示）。 

 

 

 

 

一方で、南大阪医療安全ネットワー

クにおける開催内容の希望について

は、医療安全活動の実践、後継者問題

から、画像見落とし対策まで、参加

者、参加施設によって多彩であり、基

本的な内容から、先進的なものを意識

的に混在させる、現行のテーマ選択の

妥当性をうかがわせた（表１参照）。 

表１ 研修内容開催希望 

 

 

２）南大阪医療安全ネットワークに

おける、医療安全対策地域連携（加算

1-2連携）の現状 

 

南大阪医療安全ネットワークでは、

平成 30年から施行された「医療安全対

策地域連携加算」実施に際し、参加病

院からの問い合わせを受けたことか

ら、この制度における要点・課題を検

討し、グループ内で規約の範囲内で独

自に話し合いを繰り返しながら対応方

法の改善を繰り返している。 

当初、話し合われ、その後現実に発

生した内容としては、すべての加算 1

の病院が質の良い安全管理業務を行っ

ているわけではないが、加算のため

に、事務的に連携病院が選択された場

合、連携締結後の不満が生まれること

を想定した。事実、後年、他の地域で

この問題は実際に存在している。ま

た、この連携システムは、継続的に課

題の改善状況を観察できるという優れ

た点がある一方で、視点が画一的にな

ることからの形骸化、地域によって、

加算 1病院、加算 2病院の比率が大き

く異なることからのシステム上の問題

も懸念された（表２）。 
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表 2 医療安全対策地域連携加算の

潜在的問題点・改善点 

 

そこで、南大阪医療安全ネットワー

ク（NW）内での連携希望病院に関して

は、① 初年度は、NW幹事病院で会議

や訪問病院の決定をしたが、② 2年

目からは、ＮＷ参加の医療安全対策地

域連携加算参加病院による NW1-2連携

会議で検討した結果、受審病院の組み

合わせは、登録している加算 1-2施設

間での輪番制に変更するとともに、年

度末に活動（相互評価）状況の報告と

評価、次年度の活動について、参加病

院全体で意見交換することとした（表

３）。 

 

表３ 南大阪医療安全ネットワーク

における地域連携加算 1-2病院の相互

組み合わせ 

 

 

③ 翌年度の訪問時の日程調整や事

前打ち合わせも、NW1-2連携会議にお

いて、相互間で調整して訪問受審を実

施し、NW内で相互受審をしていない施

設間の医療安全情報も、NW内の会議で

共有することとした。④ 相談事項等

は、チェックシートに記載していただ

き、NW1-2連携会議にて事前情報共有

するとともに、NW幹事病院、大阪府看

護協会府南支部に質問することとして

いる。⑤ 医療安全対策地域連携加算

の連携方法は、ラウンド を受ける病院

が主となり、ラウンドを行う病院と日

時や評価部署などを調整することと

し、対面あるいは Zoomの選択について

も、指摘事項があれば対面とするが、

施設による感染の懸念も鑑み Zoom対応

も可能とする柔軟な対応を取ってい

る。 

３）2年目の研究活動として、医療

安全体制の仮説に関する検証と費用対

効果の検証を試みた。 

標準化された医療安全教育が医療従

事者のスキル向上に寄与するかという

問いについては、定期的な医療安全ワ

ークショップの導入の効果について

は、南大阪医療安全ネットワーク研修

会の満足度調査で、前回提示した。医

療安全体制の改善に対する医療安全地

域ネットワークおよび地域連携（加

算）体制の効果に向けた仮説を、①医

療安全情報の共有が医療事故の予防に

つながる: 医療過誤事例の共有が共通

リスクの早期発見を促進する、➁地域

病院間連携の頻度と質が患者安全の向

上に直結するとし、南河内医療圏３

９、堺医療圏４３、地域外からの参加

施設 15施設に再度アンケートを行った

が、事前の打診にて、各施設事務部門

から懸念が強く、各施設からの年間患

者数の詳細、医療事故の件数とその支

払額についての共有は困難であり断念

した。 

2年目のアンケート回答施設は 97施

設中 23施設（回収率約 28％）にとど

まったが、その内訳は、医療安全対策

加算１病院 14施設、加算２施設６施

設、未申請３施設であり、加算１病院

が多い地域的な特性を反映していた。 

また、回答施設の規模を、図 Q4. に

示すが、回答施設に幹事病院 8施設を
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含むため、600床以上の施設が 26%を占

め、300床以下の施設が 39%と全国の病

床平均よりも高い結果となり、アンケ

ート結果に影響を及ぼした可能性は否

定できない。 

 

一方で、図 Q5.に示すように、他施

設との合同研修や合同症例検討会への

参加状況については、毎年継続的に参

加あるいは不定期だが参加している施

設がすべてを占めたが、図 Q6.に示す

ように、他施設との連携を自ら行って

いる施設は 61%にとどまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、Q7.に示すように、自

施設の医療安全情報（インシデント、

医療過誤）などを他施設と共有し検討

している施設は 52%と半数にとどま

り、特に共有しない施設は病床数の少

ない施設に多く、地域ネットワーク、

医療安全地域連携の有用性を示す対象

となりえる。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、図 Q8.に示すように、医療

安全情報を共有している施設において

は、自施設のマネジメントに活用、研

修会・勉強会で活用・チーム内での注

意喚起に使用がそれぞれ 23~34%を占

め、情報が共有されれば活用されてい

ると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、一度医療安全情報を活用す

れば、医療安全に対する教育効果があ

った、医療従事者の安全意識が高まっ

た、共通リスクの発見につながったな

どの効果を実感しているという意見が

多くを(84%)を占めた（図 Q9.）。 

図 Q５. 

図 Q5.他施設との医療安全研修等への参加 

図 Q6.他施設と連携する会議を実施 

図 Q7.医療安全情報(医療事故等)の共有 

図 Q8.共有した情報の活用状況 

図 Q4.回答病院規模（病床数） 
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これらを受けて Q10.の地域病院間連

携が患者安全に影響を与えると感じる

かという質問に対しては、96%の施設が

強くそう思う、ある程度そう思うと回

答している。一方で、その費用対効果

については、Q11.の結果が示すように

44%の施設が医療安全地域連携活動の費

用対効果に疑問を持っているが、費用

対効果があると感じる施設も 40%認め

られ、意見が分かれた。この現場にお

ける実感値の差は、病院間連携の適切

な施行に関する情報提供体制の不足や

そこから得られた効果の可視化の不足

などが関係している可能性がある。 

さらに、図 Q12 .に示すように、地

域連携を進める上での課題や障壁とい

う負の側面に目を向けると、人的・時

間的なリソースの不足が 30%と最も多

く、地域ネットワーク発足の一端とな

った人的資源の不足=金銭的支援の不足

は、今後の中小医療施設の医療安全活

動の維持に障壁となり得るといえるだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、地域ネットワーク活動に対

する満足度について再度確認したが、

やはり満足度は高く、非常に満足して

いる、ある程度満足しているが 91%を

占め、やや不満があるという 2例は、 

内容についていけない時があるとい

うものであった（図 Q13）。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．考察 

南大阪医療安全ネットワーク活動

は、2012年当時、地域医療安全ネット

ワーク活動に対する認識の乏しい時期

に幾多の困難を乗り越えて誕生した。

図 Q９.医療安全情報共有の効果 

図 Q13.医療安全地域連携活動への満足度 

図 Q12.医療安全地域連携活動の障壁 

Q10. 地域病院連携が医療安全に影響をあたえる 

図 Q11 地域連携活動は費用対効果がある 
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4(2) 49‐67 2016 年 10月」 、「前向

き医療安全 第 5回 南大阪医療安全ネ

ットワーク軍団の野望!~High 

Reliability Organization から High 

Reliability Areaへ!、辰巳陽一、病

院安全教育 3(5) 21‐26 2016 年 4

月」に掲載しているが、これまで、研

修内容に関するアンケート等は継続し

て行われてきたものの、そのネットワ

ーク活動自体を評価するという概念は

持ち合わせてはいなかった。 初年度に

提示した南大阪医療安全ネットワーク

に参加する医療施設のネットワーク活

動に対する評価は高いものがあった

が、具体的な評価を確認できておら

ず、2年目はこの点に留意し、地域ネ

ットワーク活動、医療安全地域連携活

動の優位性とともに、その費用対効果

を検証することを目標とした。しかし

ながら、アンケート回答率が 28%と低

かったことと、費用対効果の検証のた

めのインシデント（医療事故）件数、

実患者数などの共有が事務レベルで困

難であったことは今後の課題である。 

また、回答医療施設の規模は、日本

の 300 床以下の施設が 70-80%を占める

実情とは異なり、平均 421床とアンケ

ートに回答する施設がそもそも比較的

規模の大きな、安全活動を積極的に行

っている集団にやや偏移している可能

性を示唆し、医療安全対策地域連携加

算１の病院が加算２の病院と比較して

倍以上であったことも、この可能性を

示唆している。従ってアンケートの結

果は、現実よりもやや好ましい傾向と

して表れている可能性がある。その中

で、多くの施設は、比較的積極的に地

域の安全研修等に参加していることが

示唆された反面、自らが率先して安全

情報を他施設と共有して議論するまで

には醸成されていないことが示唆され

た。ただし、医療安全・医療事故情報

を共有している施設では、これらの情

報は比較的有効利用されていることも

示唆され、やはり積極的に情報を共有

し、医療安全の思考・知識を吸収する

ことの重要性とその可能性を示してい

ると考えられる。 

最後に医療安全地域連携活動につい

ては、その意義は十分共有されてはい

るものの、費用対効果に関しては施設

間の病院間連携の適切な施行に関する

情報提供体制の不足やそこから得られ

る効果の可視化の不足などの状況によ

って異なるのかもしれない。さらに今

後の取組みも踏まえ、医療安全地域連

携活動の障壁を考慮すると、人的・金

銭的・情報リソースの欠如とともに、

自施設の医療安全のレベルに自信がな

いことから、積極的に外部施設に相談

ができにくい、所謂心理的安全性の欠

如がその一端にあることも示唆され

る。 

南大阪医療安全ネットワークは、で

きるだけ形式的にならない敷居の低い

集団をうたい文句として活動してき

た。それでもなお自施設の状態への恥

や遠慮が存在するとなると、医療安全

の先駆者を招聘して講演を開催するこ

とで地域医療安全活動とするだけで

は、真の目的である地域の中小医療施

設の本質的な質の向上を達成するため

には、まだ多くの障害が潜むのかもし

れない。 

今後、参加施設からの情報収集を定

期的に行うとともに、病院事務部門が

情報提供を抵抗なく協力できるよう配

慮していきたいと考えている。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、南大阪医療安全ネット

ワーク参加施設を中心に、医療安全体

制の現状把握と情報共有の実態に関す

る詳細な調査を行った。その結果を踏

まえ、以下の 4点が今後の検討課題と

して浮かび上がった。 
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1）医療安全情報の共有（事例対策や

教育システムの共有など）を各連携施

設間でより円滑に行うためには、人材

育成、情報基盤、制度設計、運用的な

枠組みなどの多角的な視点から整備を

進める必要がある。地域医療全体の安

全レベルを底上げする観点からも、こ

うしたネットワーク型連携の推進につ

いて、国を挙げた支援体制の構築が求

められる。 

 

2）アンケートでは、96%の施設が

「地域病院間連携は患者安全に好影響

を与える」と回答しており、連携の意

義自体は高く評価されている。一方

で、連携活動の費用対効果に関して

は、「非常にそう思う」「ある程度そ

う思う」が 40%にとどまり、「あまり

そう思わない」「まったくそう思わな

い」が 44%を占めた。この結果は、医

療安全活動の成果が可視化されにく

く、短期的にはコストとの釣り合いが

見えづらいという現場の実感を反映し

ていると考えられる。 

 

3）医療安全活動に対する金銭的・人

的支援の不足は依然として深刻であ

り、特に高額な研修費用が情報共有の

機会を制限している。また、働き方改

革の影響で時間外研修が制限されるな

か、勤務時間中の研修参加も困難にな

りつつあるなど、制度的・実務的な障

壁が積み重なっている。 

 

4）今後の地域の医療安全ネットワー

ク活動では、参加施設が計画的に研修

に参加しやすくするため、年間研修ス

ケジュールの明示や柔軟な開催方法の

工夫（ハイブリッド形式など）も視野

に入れるべきである。また、施設内、

とくに事務部門における医療安全情報

の取り扱いには一定の抵抗感が存在し

ており、情報共有に対する理解促進と

心理的安全性の向上を目的とした啓発

活動も、今後の重要な視点といえる。  

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

 なし 

2.  学会発表 

 なし 

 

Ｇ． 知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 

 3.その他  

  なし
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医療安全地域連携加算を活用した病院間医療安全活動の質的改善と費用対効果の評価 
 

近畿大学病院安全管理センター 
辰巳 陽一 

改善に向けた仮説 
 １）医療安全情報の共有が医療事故の予防につながる: 医療過誤事例の共有が共通リスクの
早期発見を促進する・・・参加施設へのアンケート 南河内医療圏３９、堺医療圏４３（依頼後、
再度依頼中） 
 ２）標準化された医療安全教育が医療従事者のスキル向上に寄与する: 定期的な医療安全ワー
クショップの導入・・・南大阪医療安全ネットワーク研修会の満足度調査（前回提示済み） 
 ３）地域病院間連携の頻度と質が患者安全の向上に直結する: 会議や合同研修が適切な対応
を促進する・・・参加施設へのアンケート（看護協会南大阪支部と連携）アンケート依頼中 
 ４）加算に見合ったコスト削減効果が得られる： インシデント数の減少により医療訴訟リスク、医
療事故による損害の軽減・・・事前打診により実現化は困難（インシデント件数・訴訟件数などの秘
匿性の問題、特に小規模病院） 
 
２．１）３）のアンケート内容 
 
１）南大阪医療安全ネットワーク参加施設向けアンケート（現在回答数２３） 
― 医療安全情報共有の実態とその費用対効果について ― 
【説明文】 
本アンケートは、南大阪地域における医療安全情報の共有実態を把握し、情報連携がもたらす医療事
故予防効果や、その費用対効果について多角的に検討することを目的としています。 
所要時間は約 5～10分です。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
【Q1】貴院では、他施設との医療安全情報（インシデント、アクシデント、ヒヤリ・ハットなど）の共有
と相談を行っていますか？ 
質問タイプ：（単一選択） 
• はい、定期的に行っている           
• 不定期に行っている 
• 行っていない 
• わからない 
【Q2】共有された医療安全情報の活用状況について教えてください。（複数選択可） 
質問タイプ： チェックボックス 
• 自施設のリスクマネジメントに活用している 
• 研修や勉強会で活用している 
• チーム内での注意喚起に使っている 
• 活用していない 
• その他（自由記述） 
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【Q3】医療過誤やインシデント事例を共有することで、以下の効果が得られると感じますか？（複数
選択可） 
質問タイプ：（複数選択可） 
• 共通リスクの早期発見につながった 
• 医療従事者の安全意識が高まった 
• 医療安全に対する教育効果があった 
• 院内の多職種間連携が強化された 
• 明確な効果はまだ実感していない類似事例の早期発見 
• その他（自由記述） 
【Q4】上記の効果は、貴院にとって「費用対効果のある取り組み」と評価できますか？ 
質問タイプ：（単一選択） 
• 非常にそう思う 
• ある程度そう思う 
• あまりそう思わない 
• まったくそう思わない 
• 判断が難しい 
 
【Q5】地域ネットワークによる活動への満足度についてお聞かせください。 
質問タイプ： ラジオボタン 
• 非常に満足している 
• ある程度満足している 
• やや不満がある 
• 不満である 
• 評価できるほど知らない 
【Q6】医療安全情報共有に要しているコスト（時間・人員・会議運営等）に対して、現在のリターン
は妥当とお考えですか？ 
質問タイプ：（単一選択） 
• 十分に妥当である 
• 概ね妥当である 
• 妥当とは言いがたい 
• コストはかかっていない／ほぼゼロ 
• 評価が難しい 
【Q7】医療安全ネットワークの活動継続・発展のために、どのような支援（費用面・体制面等）があ
れば有効だとお考えですか？ 
質問タイプ： 記述式（段落） 
【Q8】医療安全連携における今後の方向性として、どのような情報共有の仕組みやテーマが有効だと
思いますか？ 
質問タイプ： 記述式 
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【Q9】南大阪医療安全ネットワーク活動における改善点、希望をお教えください。 
質問タイプ： 記述式 
 
【Q10】ご回答いただいた方の職種を教えてください（任意） 
質問タイプ：  
• 医師 
• 看護師 
• 医療安全管理者 
• 医療事務 
• 病院管理職（院長・副院長・部長など） 
• その他（自由記述） 
 
３）「地域連携と患者安全に関する実態と意識調査」 
■ 対象： 
地域の医療機関に勤務する看護管理者、看護師長、地域連携担当者 
 
❶【地域連携の実施状況について】 
Q1. あなたの施設では、他病院・他施設との連携に関する会議・協議の機会がありますか？（複数
選択可） 
a. 定期的に開催している（例︓月 1回以上） 
b. 不定期だが年数回はある 
c. 必要時に随時開催 
d. ほとんど開催されていない 
e. わからない 
Q2. 他施設との合同研修や合同症例検討会への参加状況について教えてください。 
a. 毎年継続的に実施している 
b. 不定期だが経験はある 
c. ほとんど実施していない 
d. 実施したいが方法がわからない 
 
❷【患者安全への意識と影響】 
Q3. 地域病院間連携の「頻度」が患者安全に影響を与えると感じますか？ 
a. 強くそう思う 
b. ある程度そう思う 
c. どちらとも言えない 
d. あまり感じない 
e. まったく感じない 
Q4. 地域病院間連携が患者安全に影響を与えると感じますか？ 
a. 強くそう思う 
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b. ある程度そう思う 
c. どちらとも言えない 
d. あまり感じない 
e. まったく感じない 
 
❸【効果や課題について】 
Q5. 地域連携が「患者安全の向上」に貢献したと感じた経験があれば、自由にご記入ください。 
（記述式） 
Q6. 地域連携を進めるうえでの課題や障壁について教えてください。（複数選択可） 
a. 施設間での目的のズレ 
b. 日程調整の困難さ 
c. 人的・時間的リソース不足 
d. 情報共有のツール・基盤の未整備 
e. 継続的関係の構築が難しい 
f. その他（     ） 
 
❹【今後への期待】 
Q7. 今後、地域の医療安全向上のために有効だと思う取り組みは何ですか？（自由記述） 
 
補足欄 

• ご記入いただいた内容は、分析目的以外には使用せず、個人が特定されることはありません。 
 
3. 費用対効果の検証 
 
 1) 定量的検証 
  ・ROI（投資利益率）: 
    𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅=活動によるコスト削減額−活動費用×100/活動費用 
  （南大阪医療安全ネットワークは、活動費用ゼロ、必要なのは 1-2連携加算額 
    加算１病院 85点ｘ患者数（年間）、2病院 30点ｘ患者数（年間）） 
  ・インシデント（医療過誤）1件当たりの予防コスト計算 
    インシデント（医療過誤）予防コスト=活動費用/減少したインシデント件数 
   
現状  
・ 事前聞き取りで、インシデント件数の変化については、地域連携加算前後での情報取得は困難で

あった。 
・ 情報収集の困難さは、小規模施設ほど、事務等の病院間障壁があり、データを公開・共有するシス

テムが必要。   
・ 現実的にインシデントは、賞賛の対象として扱っている、したがって、実際は、アクシデント件数＋医

療過誤件数とそこから発生する損失のコスト計算が必要であり、損失コスト（賠償金等）の情報
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収集は困難であり、公的な報告システムがないと困難な印象。 
 
 2) 定性的検証 アンケート１．３．で実施中。 
  ・定性調査で収集した意見から、活動の質的な改善点を特定 
   例: 「情報共有ツールが複雑すぎる」など 
   
4. 加算に見合う活動 
 1) 情報共有プラットフォームの強化 
・現在、南大阪医療安全ネットワーク間では 10 病院の連携調節（交代制相互チェック、情報共有）
を実施中（新規参加希望施設 2施設） 
・1-2 連携病院間、南大阪医療安全ネットワーク参加病院間で簡便に事例共有や教育資料を閲

覧できる仕組みを構築中。 
・医療安全情報を共有するオンラインポータルや定期ニュースレター 

 2) 合同研修の実施の継続。  
  ・テーマ︓リスクマネジメント方法共有、インシデント事例検討会、ヒューマンファクター教育。 
  ・研修後に、Google フォームにて、アンケートを取り、即効性や課題をフィードバックしている。 
 
総括︓ 
・南大阪医療安全ネットワーク参加施設に特化して、現状確認を実施している。 
１．３．のアンケートから得た意見として 
１）連携施設での簡易的な情報共有（事例対策、教育システム共有など）の希望 
２）医療施設からの金銭的な支援の欠如、人的支援の欠如︓高額な研修への参加困難、勤務時
間帯での研修参加の困難、働き方改革による時間外研修への施設からの制限、参加するために事前
申込期間の余裕が必要 
３）個別的、具体的な医療安全対策に関するマンパワー、金銭的な負担の少ない情報の希望。 
４）事前聞き取りから、施設内の特に事務部門の障壁があり、詳細なインシデント・アクシデント情報、
医療過誤、損害賠償等の情報を共有することは困難な印象。 
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図 Q4.参加病院規模（病床数） 
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図 Q5.医療安全研修等への参加 

図 Q6.他施設との医療安全交流を実施 
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図 Q7.医療安全情報(医療事故)の共有 

図 Q8.共有した情報の活用状況 
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図 Q９.医療安全情報共有の効果 
 

Q10. 地域病院連携が医療安全に影響をあたえる 
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図 Q12.医療安全地域連携活動の障壁 
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表１ 研修内容開催希望 

 
 
表 2 医療安全地域連携加算の潜在的問題点・改善点 
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表３ 南大阪医療安全ネットワークにおける地域連携加算 1-2病院の相互組み合わせ 
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業） 

医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と              

効率的かつ効果的な体制構築に向けた研究 

 

分担研究報告書 

 医療安全対策における医療機関間での連携の医療経済評価に関する検討 

  
研究分担者  

  森井  康博 国立保健医療科学院・保健医療経済評価研究センター・研究員  
    此村  恵子 国立保健医療科学院・保健医療経済評価研究センター・主任研究官 
    種田 憲一郎 国立保健医療科学院・医療福祉サービス研究部・上席主任研究官 

研究協力者 

萩無里千史 相澤病院 医療安全推進室  

医療安全管理者 科長 

菅野隆彦 下伊那厚生病院 内科部長、医

療安全管理室・室長 

平田理 社会福祉法人やまなし勤労者福祉

会・理事長、全日本民医連・副

会長 

研究要旨 

背景：平成 30 年に新設された「医療安全対策地域連携加算」（以下、連携加算）により、医療

機関間の医療安全の連携に対する診療報酬の算定が可能となったが、その効果や費用対効果は明

らかになっていない。また介護現場における医療安全体制の整備や医療介護連携の推進も喫緊の

課題である。そこで本研究では、医療機関間の医療安全における連携の効果および費用対効果、

及び医療介護連携における医療安全の効果の検討を行った。 

方法：長野県の病院、および全日本民主医療機関連合会に所属する法人に質問紙を送付し調査を

行った。職員当たりのアクシデント数を最終的なアウトカムとして、差分の差法による分析等を

行い、医療安全における病院間の連携、および医療機関と介護保険施設の連携の効果を評価した。

また、マルコフモデルを用いて病院間の連携の費用対効果の検討を行った。 

結果・考察：調査の結果、長野県の 35 医療機関および全日本民主医療機関連合会に所属する 45

法人より経年的なアクシデント数などの回答を得た。可視化した１医療機関当たりのアクシデン

ト数（3b 以上）の経年変化においては、連携加算のある病院群においては、全国的に見られる増

加傾向は抑制されている印象であるが、差分の差法による分析の結果、連携加算の有無を比較し

た分析では、統計的に有意な効果は認められなかった。地域医療安全ネットワークに参加する病

院群においても同様の結果であった。医療介護連携においても統計的に有意な効果は認められな

かった。研究の限界として、アウトカムとしてアクシデント数のみを評価したこと、連携加算の

中にも様々な連携形態があること、サンプル数や交絡因子等の点から結果に大きな不確実性があ

ると考えられた。マルコフモデルを用いた費用効果分析においては、ICER への影響が大きい

主なパラメータはアクシデント発生率、連携による効果、および加算費用などであった。今後の

研究では今回の研究の限界点を考慮したより詳細な効果の検証を行う必要性がある。本研究は医

療安全における地域連携の費用対効果を検討した数少ない報告であり、本分析手法や分析上の課

題や限界は今後の参考になると考えられる。 
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Ａ．研究目的 

（背景）医療の高度化や複雑化に伴って、医

療安全対策の重要性はますます高まってい

る。平成 29 年の医療法改正で特定機能病院

間のピアレビューが承認要件として義務化

された。また、平成 30 年には「医療安全地

域連携加算」（以下、連携加算）が診療報酬

として新設され、医療安全対策加算を算定

する複数の医療機関が連携し、互いに医療

安全対策に関する評価を行っている場合に

同加算を算定することが可能となった。従

来は各医療機関が自院で発生したインシデ

ントやアクシデント等の分析から医療安全

対策に関する取り組みを行っていたと考え

られるが、同加算における相互評価や、地域

の医療機関の医療安全担当者のネットワー

ク（以下、地域医療安全ネットワーク）活動

が行われることで、他医療機関の取り組み

も参考として自施設の取り組みを改善する

ことや、相互訪問によって安全対策に関す

る意識の向上や安全文化の醸成の端緒とな

り、医療安全対策の取り組みについて一定

の改善が期待される。 

 これまでの研究では、医療安全の地域連

携の効果的かつ効率的な実施のための手法

等の標準化に関する検討が行われてきた

[1]。その一方で、医療安全の取組みに関す

る医療経済学的な観点からのエビデンスは

比較的限られる。その一例として、医療アク

シデントにかかる費用をレベル別に推計し

た報告[2-4]などいくつかあるが、医療安全

対策の地域連携に着目した報告はこれまで

にない。 

近年では中央社会保険医療協議会で費用

対効果評価制度が導入されるなど、少子高

齢社会において社会保険の持続性が懸念さ

れる中においては、医療技術の費用対効果

を検討することはますます政策的重要課題

となっている。そこで我々は、昨年度（2023

年度）に研究課題「医療機関における医療

安全対策の連携の医療経済評価に関する

課題抽出と方法論の検討」において、医療

機関における医療安全対策の連携の費用

対効果を検討に伴う課題や方法論につい

ての検討を行った[3]。 

（目的）2024 年度は、2023 年度の研究を

踏まえた上で、医療安全対策の連携の効果

や費用対効果についての検討を行うこと

を目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

B1. 医療機関間での連携効果 

医療安全対策における地域連携の効果の

検討を行うために、医療安全管理の担当者

を通じて長野県の 47病院に電子メールで質

問票を送付し、2024 年 11 月～2025 年 3 月

の期間で調査を行った。同質問票は医療機

関を対象とし、病床数などの基本的な属性

情報、医療安全管理加算や医療安全対策地

域連携加算（以下、連携加算）の取得状況や

取得時期、および地域連携における実際の

取り組み状況などについての項目からなる。 

収集した回答より、まず病院の属性情報等

に関して基礎集計を行った。また、2017-

2023 年度におけるアクシデント数（今後は

単にアクシデント数と記載するが、アクシ

デント報告数であることに留意されたい）

の集計を行った。集計は連携加算を取得し

ている病院を対象に、および地域医療安全

ネットワークの有無別に行った。地域医療

安全ネットワークでは、連携加算の相互評

価とは異なる枠組みで自主的に医療機関間

のネットワークを構築し、医療安全に関す

る情報交換等を行っているため、地域医療

安全ネットワークは連携加算とは独立して

医療安全対策の改善に寄与する可能性があ
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る。長野県では三次医療圏規模でネットワ

ークを構築し活動している「南信州医療安

全ネットワーク」（2014 年 7 月より活動）お

よび「中信医療安全管理者ネットワーク」

(CAN、2019 年 4 月より活動)があり、これら

の 2 つを地域医療安全ネットワークとして

扱った。なお、医療事故のの数は一般的に用

いられる、国立大学附属病院医療安全管理

協議会が定めた患者への影響度でのレベル

分類[5]に基づいた。 

次 に 、 差 分 の 差 法 （ Difference in 

differences: 以下、DID法）を用いて、連

携加算の効果の検証を行った。対象の病院

を連携加算取得群と未取得群に分類し、

2017-2018 年度を介入前、2019-2023 年度を

介入後と定義した。目的変数はレベル 3b 以

上のアクシデント数として、介入前後の期

間における平均値を用いた。共変量として

は、職員数、連携加算の種類、および地域医

療安全ネットワークへの加入有無を設定し

た。同様の方法で、2019 年に創設された医

療安全の地域ネットワークである中信医療

安全管理者ネット（以下、CAN）の加入有無

の群に分けての DID 法の分析も行った。上

記の一連の分析には R ver 4.4.3 を用いた。 

 

B2. 医療機関と介護保険施設での連携効果 

医療機関と介護保険施設との連携（医療

介護連携）も、医療安全・利用者安全の観点

から重要性が高い。本研究では、医療機関と

介護保険施設との連携についても、その効

果を検討した。 

 まず、全日本民主医療機関連合会に所属

する法人を対象に 2024年 11-12月に質問票

を送付し、調査を行った。同質問票には、職

員数や介護事業所数などの属性情報や医療

分野との連携の状況、2012-2023 年のアクシ

デント数に関する項目が含まれる。 

 収集したデータについて、DID 法での分析

により、医療機関との連携の効果の検証を

行った。対象施設を医療安全の観点から医

療介護連携を推進する活動である「医療介

護安全交流集会」に参加した群と非参加群

に分類して、群間比較を行った。「医療介護

安全交流集会」は全日本民主医療機関連合

会の法人を対象に 2 年おきの 2017、2019、

2021、および 2023 年に開催され、医療や介

護における医療安全分野の専門家の講演や、

参加者も含めてのグループディスカッショ

ン等から構成される。医療安全について医

療分野の知見が共有されることにより、医

療安全対策への取り組みや意識の向上が期

待される。介入時点は、個々の法人が最初に

同集会に参加した年度（t 年度）として、t-

1 年度および t+1 年度のデータをそれぞれ

介入前後のデータとして用いた。目的変数

はレベル 3b 以上の全アクシデントとした。

上記の一連の分析には R ver 4.4.3 を用い

た。 

B3. 費用効果分析（医療機関間の連携） 

 B1 で推計した医療安全における地域連携

の効果に関する結果を用いて、医療機関間

の連携の費用対効果を検討する。ただし、結

果の C1 に記載する通り、本研究では連携に

関する有意な効果が示されていない上に、

D1 の記載の通り、分析には大きな不確実性

があるため、この費用効果分析は一定の仮

定の下での試行的な分析である。 

 対象集団は日本の医療機関における一般

的な入院患者を想定し、年齢が 73 歳、男女

比率は 46:64 と仮定した[5]。医療現場では

あらゆる患者に対して医療事故（アクシデ

ント）が発生する可能性があり、どのような

患者に発生しやすいかについて明確なエビ

デンスはないことから、退院後の健康状態

は一般人口と変わらないと仮定した。 
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評価対象技術は連携加算の要件となる地

域連携（相互評価など）を行う場合、比較対

照技術は行わない場合とした。分析の立場

は公的医療の立場として、診療報酬ベース

の費用を含めた。分析期間は 5 年とした。評

価指標には増分費用効果比（ICER）を、ICER

算出のアウトカムには質調整生存年（QALY）

を用いた。費用とアウトカムはそれぞれ年

率 2%で割引した。 

分析方法については、最初の 1 年間は決

定木モデルを、それ以降はマルコフモデル

を用いており、いずれのモデルにおいても

well、disabled（レベル 3b 以上の医療事故

（アクシデント）後）、および death の 3 つ

の健康状態を設定した（図 1）。マルコフモ

デルのサイクルは 1 年単位とした。決定木

モデルにおける比較対照技術群の（レベル

3b 以上）比較対照技術のアクシデント発生

率は、調査回答における発生件数の平均値

を年間入院患者数の平均値で除して算出し、

0.025%と仮定した。評価対象技術群につい

ては、CAN 加入有無での DID 分析から点推定

値では 1.61件のアクシデントが減少する結

果が得られたことから、ベースラインのア

クシデント数の平均値 13.9件に対する割合

として、約 11.6%減少すると仮定した。日本

医療機能評価機構の報告を踏まえて、アク

シデントが発生した場合は 8%の確率で死亡

が発生し、10.3%で長期的に障害が残存する

と仮定した。なお、医療現場におけるインシ

デントやアクシデントは言うまでもなく多

様であり、本分析についてすべてのケース

を想定することや、一意に平均的なケース

を想定することは困難である。したがって、

本分析では転倒・転落が医療機関等におい

て頻度の多いアクシデントであることから

[2]、転倒・転落をアクシデントとして想定

し、レベル 3b のアクシデントとしてはそれ

に起因する大腿骨頸部骨折を想定した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1: 分析モデルのスキーム図  

 

マルコフモデルにおける長期の死亡率につ

いては、生命表[7]より該当する一般人口の

死亡率を取得して用いた。障害が残存する

stable 状態における死亡率は、大腿骨頸部

骨折の長期予後に関する Panulaらの報告に

準じて、死亡率を一般人口よりも 3.26 倍高

く設定した[8]。 

 QOL 値は日本人を対象とした先行研究に

基づき、障害が残存しない場合に 0.88、す

る場合には 0.69 とした[9]。 

 費用については、関連医療費として連携

加算の費用およびアクシデントが発生した

場合の医療費のみを考慮した。連携加算に

は加算 1（50 点/入院患者）および 2（20 点

/入院患者）の 2 種類があるが、それぞれの

効果の違いを示すことは困難であるため、

NDB オープンデータより最新時点の加算の

算定状況を取得し、それぞれの算定回数で

点数を重みづけして約 36 点とした。また、

アクシデントに対する治療費用としては、

江上らのレベル別のインシデント・アクシ

デントに起因する医療費の報告値を用いた

[2]。同研究では、転倒・転落におけるレベ

ル 3b アクシデントに起因する医療費が約

226,700 円と報告されている。 
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分析結果の不確実性を検討するため、決

定論的感度分析を実施した。感度分析にお

ける各パラメータの変動範囲を表 1に示す。 

 

表 1: 感度分析でのパラメータ変動範囲 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は医療機関や法人を対象とし、人

を対象とする生命科学・医学系研究ではな

い。ただし、個々の医療機関や法人が特定さ

れないようにするなど、研究成果の公表に

当たっては最大限の配慮を行う。 

 

Ｃ．研究結果 

C1. 医療機関間の連携について 

調査の結果、35 施設（76%）より回答を

得た。回答した医療機関の基本属性につい

て表 2 に示す。 

 

表 2: 対象病院の基本属性 

医療安全対策加算の取得 33 (91%) 

医療安全対策地域連携加算の取得 32 (92%) 

 加算 1  30 (86%) 

 加算 2  2 (6%) 

病床数 243±154 

職員数（人） 558±372 

地域医療安全ネットワークへの加入
あり 

24 (66%) 

 

連携加算を取得している 32 病院におけ

るアクシデント数を集計した結果、レベル

3b のアクシデント数は 2017-2023 年度で概

ね横ばいあるいは微増で推移していた。そ

の一方でレベル 3a については 2017 年で 1

医療機関当たり 95.4 件、2023 年度で

118.6 件と、同期間で約 24.3％増加してい

た（図 2）。 

 

 
図 2: 連携加算を取得する病院でのアクシ

デント数の推移（n=32） 

 

 次に、職員 1 人あたりアクシデント数を

地域の医療安全ネットワークに加入有無別

に集計した結果を図 3 および 4 に示す。レ

ベル 3b 以上のアクシデント数は、平均値

ベースではネットワーク加入なし群に比べ

て加入ありの群で経時的な増加が緩徐であ

った。また、レベル 3a のアクシデント数

は CAN 加入群で増加傾向にあった。 

 

 
図 3: 医療安全地域ネットワークへの加入

有無別のレベル 3b 以上のアクシデント数

の推移 

 

パラメータ ベースケース値 変動範囲
アクシデント発生率（比較対照
技術群）

0.025% 1/2~2倍の範囲

連携効果としてのリスク減少 11.6% 10-30%
アクシデント発生の場合の転帰 8.0% 5-10%
アクシデント発生の場合の転帰 10.3% 5-15%
死亡率（障害残存なし） 一般人口と同じ 一般人口の2倍
障害残存時の死亡率 一般人口の3.26倍 ±20%
連携加算費用 358円 200-500円
アクシデント後の治療費用 226700円 ±20%
QOL値（障害残存なしの生存） 0.88 0.8-0.95
QOL値（障害残存ありの生存） 0.69 0.6-0.8
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図 4: 医療安全地域ネットワークへの加入

有無別のレベル 3a のアクシデント数の推

移 

 

次に DID 分析の結果について述べる。ま

ず、全医療機関のデータ（n=35）および

CAN への加入有無での DID 分析の結果、有

意な連携加算によるアクシデント件数の減

少効果（表中の「介入効果」）は認められ

なかった（表 3,4）。また、「ネットワーク

加入あり」についても、有意な介入効果は

認められなかったが、介入効果の係数は、

点推定値としてはアクシデント数を減少さ

せる結果（－4.51）であった。 

なお、表中の変数「群」は群間に（べース

として）存在するのアクシデント数の差を

表し、「介入効果」は連携加算の効果量の

推定値を表す。 

 

 

表 3: 全医療機関での DID 分析結果（アウ

トカム：レベル 3b 以上アクシデント） 

 

 

 
 

 

表 4: CAN 加入有無群での DID 分析結果ア

ウトカム：レベル 3b 以上アクシデント） 

 
 

**p<0.01 

 

C2. 医療機関と介護保険施設との連携につ

いて 

調査の結果、介護保険施設を有する 45

法人より回答を得た。これらの法人の基本

属性について、1 法人あたりの介護保険施

設の事業所数は 12.5±18.9 であり、職員

数は 135.4±185.8 人であった。医療介護

安全交流集会に一度でも参加した法人数は

33 であった。 

 アクシデント数などの分析に必要な項目

の回答がない法人を除外したところで、分

析対象は介入群を 11 法人、コントロール

群は 7 法人となった。両群におけるレベル

3b 以上アクシデント数に関する集計結果を

表５に示す。同表の t 年度は、介入時点と

定義した各法人における医療介護安全交流

集会の参加年度である。平均値ベースで

は、介入群では介入時点の前後でアクシデ

ント数が減少傾向であり、コントロール群

では増加傾向であった。 

 

表 5: 介入群とコントロール群でのアクシ

デント数の集計結果 

 
 

 次に、DID 分析を行った結果を表 6 に示

す。結果として、有意な介入効果は認めら

れなかったが、介入効果の係数は、点推定

値としてはアクシデント数を減少させる結

果（－3.77）であった。 

 

 

表 6: DID 分析の結果 

係数 SD p値
切片 -1.37 5.78 0.81
群（1: 連携加算あり、0: な
し）

8.81 5.84 0.14

年ダミー変数 -0.57 6.32 0.92
介入効果 2.65 6.64 0.69
職員数 0.012 0.003 0.0018
加算の種類（1: 加算1、0:
それ以外）

5.69 5.83 0.33

ネットワーク加入あり -4.51 3.05 0.14

係数 SD p値
切片 5.81 6.84 0.4
群（1: CAN加入あ
り、0: なし）

0.6 5.14 0.9

年ダミー変数 2.96 5.5 0.59
介入効果 -1.61 7.16 0.82
職員数 0.02 0.01 0.0018**
加算の種類（1: 加算
1、0: それ以外）

-3.97 7.14 0.58

t-1年度 t年度 t+1年度
職員数 124.7±150.0 128.4±155.0 142.6±156.7
アクシデント数 6.9±10.2 6.2±7.7 5.1±3.9
職員当たりアクシデント数 0.055 0.048 0.036
職員数 70.3±51.0 72.3±51.6 73.1±50.5
アクシデント数 3.1±5.4 4.7±5.9 4.7±6.6
職員当たりアクシデント数 0.044 0.065 0.064

介入群
（n=11）

コントロール
（n=7）
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C3. 費用効果分析 

 医療機関間の連携の費用効果分析の結

果、1 患者当たりの増分費用は 352 円、増

分 QALY は 0.000011 であり、ICER は

32,593,463 円/QALYであった。また、決

定論的感度分析の結果を図 5のトルネー

ドチャートに示す。ICERへの影響が大き

い主なパラメータはアクシデント発生

率、連携による効果、および加算費用な

どであった。 

 

 
図 5: 決定論的感度分析の結果 

 

Ｄ．考察 

D1. 医療機関間での連携効果 

医療安全対策における医療機関間での

連携の効果および費用対効果の検討を行

った。 

対象病院におけるアクシデント数は経

時的に増加傾向であった。この傾向は、日

本医療機能評価機構の 275 医療機関から

の報告結果とも一致していると考えられ

る[6]。全国的に患者の高齢化、医療その

ものの複雑化などによって、医療安全上の

リスクが高まっていることが推測される

が、医療安全に関わる医療機関間の連携等

によって医療安全の効果的な取組みが推

進され、アクシデント数の減少が困難であ

っても、増加傾向が鈍化することが期待さ

れた。 

DID 分析の結果、連携加算のアクシデン

ト数への有意な影響は認められなかった。

この結果について、以下の研究の限界の点

に留意して解釈する必要がある。まず、連携

加算の効果を最終的に目指すべきアウトカ

ムとしてアクシデント数だけで評価したこ

と、実際の連携には様々な形態があり、中に

は形骸化している連携も報告されているこ

と（他の分担研究において効果的な連携の

あり方を検討）。そして本研究では長野県全

域の医療機関を対象に医療安全担当者のネ

ットワークを活用してデータ収集を行った

が、、比較のためのコントロール群となる連

携加算を算定してない医療機関が限られて

いるため、上記の結果は不確実性の大きい

ものであると考えられる。また、連携加算を

算定しない医療機関は算定する病院に比べ

て病床数や職員数が少なく（本研究ではそ

れぞれ職員数 600 および 123）、中には診療

科数の少ない病院も含まれていた。同加算

を算定しない病院では、そもそも一般的に

病院の規模、診療科、提供する医療技術の高

度さや複雑さなどが異なる可能性がある。

本研究の DID 分析では共変量として病院の

規模を反映すると考えられる職員数を含め

たものの、提供する医療技術の高度さなど

の共変量は含まれていない。今後は例えば

全国レベルの調査を行うなど、上記の課題

を考慮した上で連携加算の有無での比較を

可能にすることで、連携加算の効果につい

てより不確実性の小さい推計が可能になる。 

 さらに、連携加算は 2018 年 4 月に施行さ

れたが、その 2 年後からは COVID-19 の流行

が開始した。COVID-19 流行が医療提供体制

に影響を与えたことは明白であり、実際に、

医療機関間の医療安全の連携における相互

訪問も中止となり、オンライン上での意見

係数 SD p値
切片 1.48 2.65 0.58
群（1: 集会参加あり、0:
なし）

2.5 3.32 0.46

年ダミー変数 0.75 1.82 0.68
介入効果 -3.77 4.74 0.43
職員数 0.02 0.01 0.023*
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交換となった。したがって、COVID-19 流行

についても本結果に不確実性をもたらした

可能性がある。 

 本研究では、医療安全地域ネットワーク

への加入別のアクシデント数の集計、およ

び加入有無を比較する DID 分析を行った。

医療安全地域ネットワークのうち、CAN は

2019 年 4 月に設立されたため、本研究のデ

ータよりその前後での比較が可能である。

ネットワークに参加していない場合と比べ

て、統計的に有意ではないが、レベル 3a の

アクシデント数は増加し、レベル 3b 以上の

アクシデント数は増加が少ない傾向であっ

た。レベル 3aのアクシデント数については、 

医療安全地域ネットワークを通じて医療安

全対策への意識が向上し、報告数が増加し

た可能性が考えられる。また、レベル 3b 以

上のアクシデント数に関しては、先述の要

因から一定の結論を導くことは困難である

が、医療安全地域ネットワークの活動がア

クシデント数の増加傾向の抑制に一定程度

寄与した可能性が示唆される。同ネットワ

ークでは医療安全管理者の相互支援を目的

として心理的安全性の担保された支援体制

を構築し、医療機関間のスキルのばらつき

を少なくするべく活動を行っている[4]。連

携加算の要件としての連携に加えて、医療

安全地域ネットワークの活動を併せて行う

ことで、医療安全に関するアウトカムに対

して相乗的な効果を有する可能性がある。

今後は地域医療安全地ネットワークによる

効果も併せて検討することが望まれる。 

 

D2. 医療機関と介護保険施設との連携につ

いて 

介護保険施設と医療機関の連携の効果に関

する DID 分析では、連携の効果に関して有

意な効果は得られなかった。この結果につ

いては以下の点で研究の限界があり、大き

な不確実性があることに留意して解釈する

必要がある。 

具体的には対象施設数が限られること、対

象とした法人間では提供する介護サービス

の種類などの点で差異が存在する一方でそ

れらの共変量での調整がなされていないこ

と、、サンプル数が少ないこと、および介入

の時点が両群で必ずしも統一されていない

ことなどが挙げられる。介護保険施設にお

ける医療機関との連携の重要性は今後も高

まると考えられるため、今後の研究により、

介護保険施設と医療機関の連携の効果につ

いてより詳細に検証することが望まれる。 

 

D3. 費用効果分析 

 本研究では医療安全対策における医療機

関間の連携についての費用効果分析を行っ

た。方法 B3 に記載した通り、DID 分析等か

得られた結果より、連携の効果の有無につ

いては明確には示されていなく、不確実性

を伴うものであったため、費用効果分析は

参考的なものであり、連携の費用対効果を

一意に示すものではない。今後の連携の効

果に関するエビデンスの蓄積に応じて、本

連携加算の費用対効果についてより詳細に

検討を行うことが望まれる。 

 感度分析の結果、費用効果分析の結果に

大きな影響を及ぼすパラメータとして連携

の効果に加えてアクシデントの発生率が挙

げられた。本研究では調査回答からアクシ

デント発生率のパラメータを設定している

が、その値が日本における実臨床を代表し

ているかについては不確実である。今後の

調査等から、より適切な値を設定する必要

がある。 

 本研究は医療安全における地域連携の費

用対効果を検討した数少ない報告である。
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試行的に分析を行ったものの、データの利

用可能性などが原因で、以下の点で限界が

あると考えられた。まず、設定する患者集団

についてである。アクシデントと患者の背

景疾患を連結させた報告がないため、対象

患者を平均的な入院患者として、ベースケ

ースでは、予後は一般集団と同等とした。実

際には、患者属性等によりアクシデント発

生率やアクシデントの種類が異なる可能性

があるため、アクシデントを受けた患者の

属性や予後などのデータが明らかになるこ

とにより、より正確な分析が可能になる。次

に、医療事故の種類は多様であることが挙

げられる。費用効果分析では分析の実施可

能性の観点から、レベル 3b 以上のアクシデ

ントとして転倒・転落による大腿骨頸部骨

折を想定した。アクシデントの種類、構成割

合、およびそれぞれの予後については患者

ごと、およびケースごとに異なることもあ

り、平均的な費用等を定義することは実質

的に困難であることに留意する必要がある。

その他には、連携加算には要件が存在する

ものの、連携の内容においては施設ごとに

差異が存在する可能性があること、連携加

算 1 と 2 の効果について独立して検討でき

ていないこと、アクシデント数は報告数ベ

ースであるため、特にレベル 3a 以下の重症

度の低いインシデント数は報告体制・報告

する文化による影響を受ける可能性が大き

いことから分析に含めていないこと、およ

び本研究における専門家へのヒアリングよ

り、例えば地域医療安全ネットワークにお

いては日常的な医療機関間の相談相手があ

ること、他機関との交流を通じた医療安全

文化の醸成、経営層の医療安全意識の向上

の効果があること、またそういった効果の

発現には長期間を要するが、本研究では限

られた期間しか検討できていないことなど

が挙げられる。 

 

Ｅ．結論 

 長野県の 35医療機関および全日本民主医

療機関連合会に所属する 45法人より収集で

きた経年的なアクシデント数などのデータ

を用いて、医療安全における連携の効果に

ついての分析を行った。その結果、長野県の

医療機関においては、可視化した１医療機

関当たりのアクシデント数（3b 以上）の経

年変化に関しては、連携加算のある病院群

や地域医療安全ネットワークに参加する病

院群においては、全国的に見られる増加傾

向は抑制されている印象であるが、連携の

効果について統計的に有意な結果は認めら

れなかった。また、医療介護連携においても

統計的に有意な効果は認められなかった。

研究の限界として、アウトカムとしてアク

シデント数のみを評価したこと、連携の中

にも様々な連携形態があること、サンプル

数や交絡因子等の点から結果に大きな不確

実性があると考えられた。したがって、今後

の研究ではこれらの点を考慮した上で連携

の効果についてより詳細な検証を行う必要

性が明らかになった。また、本研究では医療

安全における地域連携の費用効果分析を行

った。上述のように連携の効果の有無が明

確に示されていないため、本分析は参考的

なものであるが、本研究は医療安全におけ

る地域連携及び医療介護連携の費用対効果

を検討した数少ない報告であり、本分析手

法や分析上の課題や限界は今後の参考とな

る。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

  なし 

2.  学会発表 
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パラメータ ベースケース値 変動範囲
アクシデント発生率（比較対照技術群） 0.025% 1/2~2倍の範囲
連携効果としてのリスク減少 11.6% 10-30%
アクシデント発生の場合の転帰（死亡） 8.0% 5-10%
アクシデント発生の場合の転帰（障害残
存） 10.3% 5-15%
死亡率（障害残存なし） 一般人口と同じ 一般人口の2倍
障害残存時の死亡率 一般人口の3.26倍 ±20%
連携加算費用 358円 200-500円
アクシデント後の治療費用 226700円 ±20%
QOL値（障害残存なしの生存） 0.88 0.8-0.95
QOL値（障害残存ありの生存） 0.69 0.6-0.8

表1: 感度分析でのパラメータ変動範囲
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医療安全対策加算の取得 35 (100%)
医療安全対策地域連携加算の
取得 32 (92%)
加算1 30 (86%)
加算2 2 (6%)

病床数 243±154
職員数（人） 558±372
地域医療安全ネットワークへ
の加入あり 24 (66%)

表2: 対象病院の基本属性
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係数 SD p値
切片 -1.37 5.78 0.81
群（1: 連携加算あり、0: 
なし） 8.81 5.84 0.14
年ダミー変数 -0.57 6.32 0.92
介入効果 2.65 6.64 0.69
職員数 0.012 0.003 0.0018
加算の種類（1: 加算1、0: 
それ以外） 5.69 5.83 0.33
ネットワーク加入あり -4.51 3.05 0.14

表3: 全医療機関でのDID分析結果（アウトカム：レベル3b以上アク シデント）
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係数 SD p値
切片 5.81 6.84 0.4
群（1: CAN加入あり、
0: なし） 0.6 5.14 0.9
年ダミー変数 2.96 5.5 0.59
介入効果 -1.61 7.16 0.82
職員数 0.02 0.01 0.0018**
加算の種類（1: 加算1、
0: それ以外） -3.97 7.14 0.58

表4: CAN加入有無群でのDID分析結果アウトカム：レベル3b以上アクシデント）
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t-1年度 t年度 t+1年度

介入群
（n=11）

職員数 124.7±15
0.0

128.4±15
5.0

142.6±15
6.7

アクシデント数 6.9±10.2 6.2±7.7 5.1±3.9
職員当たりアクシ
デント数 0.055 0.048 0.036 

コントロール
（n=7）

職員数 70.3±51.0 72.3±51.6 73.1±50.5
アクシデント数 3.1±5.4 4.7±5.9 4.7±6.6
職員当たりアクシ
デント数 0.044 0.065 0.064 

表5: 介入群とコントロール群でのアクシデント数の集計結果
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係数 SD p値
切片 1.48 2.65 0.58
群（1: 集会参加あ
り、0: なし） 2.5 3.32 0.46
年ダミー変数 0.75 1.82 0.68
介入効果 -3.77 4.74 0.43
職員数 0.02 0.01 0.023*

表6: DID分析の結果
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令和７年３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                         

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的   
 な体制構築に向けた研究                                

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・上席主任研究官                           

    （氏名・フリガナ） 種田 憲一郎・タネダ ケンイチロウ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 7 年  4 月  1 日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立大学法人九州大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                              氏 名  石橋 達朗  
 

   次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                                       

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ 
 効果的な体制構築に向けた研究                                     

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療安全管理部・教授 部長                                 

    （氏名・フリガナ） 後 信・ウシロ シン                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □  ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和7年4月18日 
厚生労働大臣 殿                                       

  
             
                              機関名 国立大学法人大阪大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 医学部附属病院長 
                                                                                      
                              氏 名 野々村 祝夫       
 

    
次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名 厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

２．研究課題名 医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的な

体制構築に向けた研究                               

３．研究者名  （所属部署・職名） 中央クオリティマネジメント部・特任准教授(常勤)                                 

    （氏名・フリガナ） 北村 温美・キタムラ ハルミ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                         

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的   
 な体制構築に向けた研究                                

３．研究者名  （所属部署・職名） 保健医療経済評価研究センター・主任研究官                           

    （氏名・フリガナ） 此村 恵子・コノムラ ケイコ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和7年2月26日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                               
                              機関名  近畿大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  松村 到           
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                                 

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的 

        な体制構築に向けた研究                              

３．研究者名  （所属部署・職名） 近畿大学病院 安全管理センター・医療安全対策部 教授・部長        

    （氏名・フリガナ） 辰巳 陽一  タツミ ヨウイチ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □ 

 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 





令和７年５月１２日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                    
         
                              機関名 聖路加国際大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 堀内 成子           
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学推進研究事業                              

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的

な体制構築に向けた研究                              

３．研究者名  （所属部署・職名） 聖路加国際病院 循環器内科・医幹                

    （氏名・フリガナ） 水野 篤・ミズノ アツシ                     

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 聖路加国際大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2025 年 2 月  28 日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名     関西医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名      学 長 
                                                                                      
                              氏 名       木 梨 達 雄      
 

   次の職員の令 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                 

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果 

的な体制構築に向けた研究                             

３．研究者名  （所属部署・職名）  医療安全管理センター・理事長特命教授(医療安全担当)        

    （氏名・フリガナ）    宮﨑 浩彰（ミヤザキ ヒロアキ）                   
４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項）本研究は業務に関することで、ヒトを対象としておらず疾病や治療に関わらない 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                                          
                              機関名  国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  曽根 智史         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                         

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率的かつ効果的   
 な体制構築に向けた研究                                

３．研究者名  （所属部署・職名） 保健医療経済評価研究センター・研究員                           

    （氏名・フリガナ） 森井 康博・モリイ ヤスヒロ                           

４．倫理審査の状況 

 
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 





【25公大医研第57号】 
令和 7年 4月 15日 

厚生労働大臣   殿 
                              機関名  公立大学法人大阪 

 
                      所属研究機関長 職 名  理事長 
                                                                                      
                              氏 名  福島 伸一      
 

   次の職員の（令和）6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業                

２．研究課題名  医療安全地域連携加算等による医療経済・医療安全上の影響の検証と効率 的かつ効果

的な体制構築に向けた研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学研究科 医療の質・安全管理学 准教授        

    （氏名・フリガナ）  山口悦子（中上悦子）・ヤマグチエツコ ・          

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □ 

 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


